
�愛媛県条例第５号
愛媛県行政組織条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２６年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県行政組織条例の一部を改正する条例

愛媛県行政組織条例（平成７年愛媛県条例第１７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この条例は、知事の直近下位の内部組織である部及び局に

ついて必要な事項を定めるものとする。

（部及び局の設置）

（趣旨）

第１条 この条例は、知事の直近下位の内部組織である部及び局に

ついて必要な事項を定めるものとする。

（部及び局の設置）
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第２条 知事の権限に属する事務を分掌させるため、次の部及び局

を置く。

１ 総務部

�～� 省略

� 条例等に関する事項その他他の部及び局の主管に属しない

事項

２ 企画振興部

�～� 省略

� 文化及びスポーツの振興に関する事項（他局の主管に属す

るものを除く。）

３～７ 省略

８ えひめ国体推進局

� 第７２回国民体育大会に関する事項

� 第１７回全国障害者スポーツ大会に関する事項

第２条 知事の権限に属する事務を分掌させるため、次の部及び局

を置く。

１ 総務部

�～� 省略

� 条例等に関する事項その他他部 の主管に属しない

事項

２ 企画振興部

�～� 省略

� 文化及びスポーツの振興に関する事項（他局の主管に属す

るものを除く。）

３～７ 省略

附 則

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

��������������
�愛媛県条例第６号
職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２６年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

（職員の給与に関する条例の一部改正）

第１条 職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（給料）

第２条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつ

て、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、

特殊勤務手当、特地勤務手当（第１１条の３第１項及び第２項に規

定する手当を含む。第１８条において同じ。）、へき地手当（第１１

条の３第３項に規定する手当を含む。第１８条、附則第１５項第３号

及び附則第１７項において同じ。）、超過勤務手当、夜勤手当、宿

直手当、日直手当、管理職員特別勤務手当、休日給、管理職手

当、初任給調整手当、農林漁業普及指導手当、期末手当及び勤勉

手当を除いたものとする。

２ 省略

（勤務１時間当たりの給与額の算出）

第１８条 勤務１時間当たりの給与額は、給料の月額並びに給料及び

管理職手当の月額に対する地域手当、給料の月額に対する特地勤

務手当及びへき地手当並びに管理職手当、初任給調整手当及び農

林漁業普及指導手当の月額の合計額に１２を乗じ、その額を１週間

当たりの勤務時間に５２を乗じたものから人事委員会規則で定める

時間を減じたもので除して得た額とする。

附 則

１５ 当分の間、職員（次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受

ける職員（再任用職員を除く。）のうち、その職務の級が次の表

の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であつてその号給が

その職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項

（給料）

第２条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつ

て、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、

特殊勤務手当、特地勤務手当（第１１条の３第１項及び第２項に規

定する手当を含む。第１８条において同じ。）、へき地手当（同条

第３項 に規定する手当を含む。第１８条、附則第１５項第３号

及び附則第１７項において同じ。）、超過勤務手当、夜勤手当、宿

直手当、日直手当、管理職員特別勤務手当、休日給、管理職手

当、初任給調整手当、農林漁業普及指導手当、期末手当及び勤勉

手当を除いたものとする。

２ 省略

（勤務１時間当たりの給与額の算出）

第１８条 勤務１時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれ

に対する地域手当、給料の月額に対する特地勤

務手当及びへき地手当並びに管理職手当、初任給調整手当及び農

林漁業普及指導手当の月額の合計額に１２を乗じ、その額を１週間

当たりの勤務時間に５２を乗じたものから人事委員会規則で定める

時間を減じたもので除して得た額とする。

附 則

１５ 当分の間、職員（次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受

ける職員（再任用職員を除く。）のうち、その職務の級が次の表

の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であつてその号給が

その職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項
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及び次項において「特定職員」という。）に対する次に掲げる給

与の支給に当たつては、当該特定職員が５５歳に達した日後におけ

る最初の４月１日（特定職員以外の者が５５歳に達した日後におけ

る最初の４月１日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職

員となつた日）以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ

当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

�・� 省略

� へき地手当

へ
�

き
�

地教育振興法に規定する教員の例により算出した額

�～� 省略

及び次項において「特定職員」という。）に対する次に掲げる給

与の支給に当たつては、当該特定職員が５５歳に達した日後におけ

る最初の４月１日（特定職員以外の者が５５歳に達した日後におけ

る最初の４月１日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職

員となつた日）以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ

当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

�・� 省略

� へき地手当（第１１条の３第３項の規定による手当を含む。）

へ
�

き
�

地教育振興法に規定する教員の例により算出した額

�～� 省略

省略 省略

１７ 附則第１５項の規定により給与が減ぜられて支給される職員につ

いての第１２条、第１４条から第１６条まで及び第２１条の２に規定する

勤務１時間当たりの給与額は、第１８条の規定にかかわらず、同条

の規定により算出した給与額から、給料月額並びにこれに対する

地域手当及びへき地手当並びに農林漁業普及指導手当（以下「地

域手当等」という。）の月額の合計額に１２を乗じ、その額を１週

間当たりの勤務時間に５２を乗じたものから人事委員会規則で定め

る時間を減じたもので除して得た額に１００分の１を乗じて得た額

（最低号給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額及び

これに対する地域手当等の月額の合計額に１２を乗じ、その額を１

週間当たりの勤務時間に５２を乗じたものから人事委員会規則で定

める時間を減じたもので除して得た額）に相当する額を減じた額

とする。

１７ 附則第１５項の規定により給与が減ぜられて支給される職員につ

いての第１２条、第１４条から第１６条まで及び第２１条の２に規定する

勤務１時間当たりの給与額は、第１８条の規定にかかわらず、同条

の規定により算出した給与額から、給料月額及び これに対する

地域手当及びへき地手当並びに農林漁業普及指導手当（以下「地

域手当等」という。）の月額の合計額に１２を乗じ、その額を１週

間当たりの勤務時間に５２を乗じたものから人事委員会規則で定め

る時間を減じたもので除して得た額に１００分の１を乗じて得た額

（最低号給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額及び

これに対する地域手当 の月額の合計額に１２を乗じ、その額を１

週間当たりの勤務時間に５２を乗じたものから人事委員会規則で定

める時間を減じたもので除して得た額）に相当する額を減じた額

とする。

（教育職員の給与に関する条例の一部改正）

第２条 教育職員の給与に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（給料）

第３条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつ

て、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手

当、へき地手当（第１２条の３に規定する手当を含む。第１８条及び

附則第１５項において同じ。）、特地勤務手当（これに準ずる手当

を含む。第１８条において同じ。）、宿日直手当、管理職員特別勤

務手当、管理職手当、定時制通信教育手当、初任給調整手当、義

務教育等教員特別手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとす

る。

２ 省略

（勤務１時間当たりの給与額の算出）

第１８条 教育職員の勤務１時間当たりの給与額は、給料の月額並び

にこれに対するへき地手当及び特地勤務手当並びに管理職手当、

定時制通信教育手当、初任給調整手当、義務教育等教員特別手当

及び産業教育手当の月額の合計額に１２を乗じ、その額を１週間当

たりの勤務時間に５２を乗じたものから人事委員会規則で定める時

間を減じたもので除した額とする。

附 則

１５ 附則第１３項の規定により給与が減ぜられて支給される教育職員

についての第１３条及び第２０条の２に規定する勤務１時間当たりの

給与額は、第１８条の規定にかかわらず、同条の規定により算出し

（給料）

第３条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつ

て、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手

当、へき地手当（第１２条の３に規定する手当を含む。第１８条及び

附則第１５項において同じ。）、特地勤務手当（これに準ずる手当

を含む。第１８条において同じ。）、宿日直手当、管理職員特別勤

務手当、管理職手当、定時制通信教育手当、初任給調整手当、義

務教育等教員特別手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとす

る。

２ 省略

（勤務１時間当たりの給与額の算出）

第１８条 教育職員の勤務１時間当たりの給与額は、給料の月額並び

にこれに対するへき地手当及び特地勤務手当並びに管理職手当、

定時制通信教育手当、初任給調整手当、義務教育等教員特別手当

及び産業教育手当の月額の合計額に１２を乗じ、その額を１週間当

たりの勤務時間に５２を乗じたものから人事委員会規則で定める時

間を減じたもので除した額とする。

附 則

１５ 附則第１３項の規定により給与が減ぜられて支給される教育職員

についての第１３条及び第２０条の２に規定する勤務１時間当たりの

給与額は、第１８条の規定にかかわらず、同条の規定により算出し
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た給与額から、給料月額並びにこれに対するへき地手当及び定時

制通信教育手当の月額の合計額に１２を乗じ、その額を１週間当た

りの勤務時間に５２を乗じたものから人事委員会規則で定める時間

を減じたもので除して得た額に１００分の１を乗じて得た額（最低

号給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額並びにこれ

に対するへき地手当及び定時制通信教育手当の月額の合計額に１２

を乗じ、その額を１週間当たりの勤務時間に５２を乗じたものから

人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額）に相

当する額を減じた額とする。

た給与額から、給料月額並びにこれに対するへき地手当及び定時

制通信教育手当の月額の合計額に１２を乗じ、その額を１週間当た

りの勤務時間に５２を乗じたものから人事委員会規則で定める時間

を減じたもので除して得た額に１００分の１を乗じて得た額（最低

号給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額並びにこれ

に対するへき地手当及び定時制通信教育手当の月額の合計額に１２

を乗じ、その額を１週間当たりの勤務時間に５２を乗じたものから

人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額）に相

当する額を減じた額とする。

（技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正）

第３条 技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和２７年愛媛県条例第５０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（給与の種類）

第２条 省略

２ 加給の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単

身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当（第６条の２第２項に

規定する手当を含む。第７条及び第１５条の４において同じ。）、

超過勤務手当、夜勤手当、宿直手当、日直手当、休日給、期末手

当及び勤勉手当とする。

（給与の減額）

第７条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命

権者の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない１時間につ

き、勤務１時間当たりの給料の月額並びにこれに対する地域手当

及び特地勤務手当の月額の合計額を減額した給与を支給する。

２ 職員が育児部分休業（当該職員がその小学校就学の始期に達す

るまでの子を養育するため１日の勤務時間の一部（２時間を超え

ない範囲内の時間に限る。）を勤務しないことをいう。）の承認

を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤

務しない１時間につき、勤務１時間当たりの給料の月額並びにこ

れに対する地域手当及び特地勤務手当の月額の合計額を減額した

給与を支給する。

３ 職員が修学部分休業（当該職員が大学その他の教育施設におけ

る修学のため１週間の勤務時間の一部を勤務しないことをい

う。）又は高齢者部分休業（当該職員が当該職員に係る定年退職

日（職員の定年等に関する条例（昭和５９年愛媛県条例第１号）第

２条第１項に規定する定年退職日をいう。）から５年さかのぼつ

た日後の日で当該職員が申請において示した日からその定年退職

日までの期間中、１週間の勤務時間の一部を勤務しないことをい

う。）の承認を受けて勤務しない場合には、第１項の規定にかか

わらず、その勤務しない１時間につき、勤務１時間当たりの給料

の月額並びにこれに対する地域手当及び特地勤務手当並びに知事

が定める手当の月額の合計額を減額した給与を支給する。

（無給休暇の許可を受けた職員の給与）

第１５条の４ 職員が無給休暇の許可を受けたときは、第７条第１項

の規定にかかわらず、その無給休暇の期間の勤務しない１時間に

つき、勤務１時間当たりの給料の月額並びにこれに対する地域手

当及び特地勤務手当の月額の合計額を減額した給与を支給する。

（給与の種類）

第２条 省略

２ 加給の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単

身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当（第６条の２第２項に

規定する手当を含む。第７条及び第１５条の４において同じ。）、

超過勤務手当、夜勤手当、宿直手当、日直手当、休日給、期末手

当及び勤勉手当とする。

（給与の減額）

第７条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命

権者の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない１時間につ

き、勤務１時間当たりの給料の月額及び これに対する地域手当

及び特地勤務手当の月額の合計額を減額した給与を支給する。

２ 職員が育児部分休業（当該職員がその小学校就学の始期に達す

るまでの子を養育するため１日の勤務時間の一部（２時間を超え

ない範囲内の時間に限る。）を勤務しないことをいう。）の承認

を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤

務しない１時間につき、勤務１時間当たりの給料の月額及び こ

れに対する地域手当及び特地勤務手当の月額の合計額を減額した

給与を支給する。

３ 職員が修学部分休業（当該職員が大学その他の教育施設におけ

る修学のため１週間の勤務時間の一部を勤務しないことをい

う。）又は高齢者部分休業（当該職員が当該職員に係る定年退職

日（職員の定年等に関する条例（昭和５９年愛媛県条例第１号）第

２条第１項に規定する定年退職日をいう。）から５年さかのぼつ

た日後の日で当該職員が申請において示した日からその定年退職

日までの期間中、１週間の勤務時間の一部を勤務しないことをい

う。）の承認を受けて勤務しない場合には、第１項の規定にかか

わらず、その勤務しない１時間につき、勤務１時間当たりの給料

の月額並びにこれに対する地域手当及び特地勤務手当並びに知事

が定める手当の月額の合計額を減額した給与を支給する。

（無給休暇の許可を受けた職員の給与）

第１５条の４ 職員が無給休暇の許可を受けたときは、第７条第１項

の規定にかかわらず、その無給休暇の期間の勤務しない１時間に

つき、勤務１時間当たりの給料の月額及び これに対する地域手

当及び特地勤務手当の月額の合計額を減額した給与を支給する。
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（愛媛県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）

第４条 愛媛県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年愛媛県条例第３８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（給与の減額）

第１７条 省略

２ 省略

３ 職員が修学部分休業（当該職員が大学その他の教育施設におけ

る修学のため１週間の勤務時間の一部を勤務しないことをい

う。）又は高齢者部分休業（当該職員が当該職員に係る定年退職

日（職員の定年等に関する条例（昭和５９年愛媛県条例第１号）第

２条第１項に規定する定年退職日をいう。）から５年さかのぼつ

た日後の日で当該職員が申請において示した日からその定年退職

日までの期間中、１週間の勤務時間の一部を勤務しないことをい

う。）の承認を受けて勤務しない場合には、第１項の規定にかか

わらず、その勤務しない１時間につき、勤務１時間当たりの給与

額

を減額した給

与を支給する。

（給与の減額）

第１７条 省略

２ 省略

３ 職員が修学部分休業（当該職員が大学その他の教育施設におけ

る修学のため１週間の勤務時間の一部を勤務しないことをい

う。）又は高齢者部分休業（当該職員が当該職員に係る定年退職

日（職員の定年等に関する条例（昭和５９年愛媛県条例第１号）第

２条第１項に規定する定年退職日をいう。）から５年さかのぼつ

た日後の日で当該職員が申請において示した日からその定年退職

日までの期間中、１週間の勤務時間の一部を勤務しないことをい

う。）の承認を受けて勤務しない場合には、第１項の規定にかか

わらず、その勤務しない１時間につき、勤務１時間当たりの給料

の月額並びにこれに対する地域手当並びに管理職手当及び初任給

調整手当並びに管理者が定める手当の月額の合計額を減額した給

与を支給する。

（教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正）

第５条 教育職員の給与等に関する特別措置条例（昭和４６年愛媛県条例第４２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（教職調整額を給料とみなして適用する条例等）

第４条 前条第１項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げ

る条例の規定及びこれらに基づく人事委員会規則等の規定の適用

については、同項の教職調整額は、給料とみなす。

� 省略

� 給与条例（第１２条の２から第１２条の４まで、第１７条の４、第

１８条、第１９条、第１９条の４及び第２０条の規定に限る。）

�～� 省略

（教職調整額を給料とみなして適用する条例等）

第４条 前条第１項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げ

る条例の規定及びこれらに基づく人事委員会規則等の規定の適用

については、同項の教職調整額は、給料とみなす。

� 省略

� 給与条例（第１２条の２から第１２条の４まで、第１７条の４、第

１８条、第１９条、第１９条の４及び第２０条の規定に限る。）

�～� 省略

（職員の修学部分休業に関する条例の一部改正）

第６条 職員の修学部分休業に関する条例（平成１７年愛媛県条例第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（修学部分休業の承認を受けた職員の給与）

第３条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、

職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号。以下「職

員給与条例」という。）第１２条の規定又は教育職員の給与に関す

る条例（昭和２７年愛媛県条例第３０号。以下「教育職員給与条例」

という。）第１３条の規定にかかわらず、その勤務しない１時間に

つき、職員給与条例第１８条又は教育職員給与条例第１８条に規定す

る勤務１時間当たりの給与額

を減額した給与を支給する。

（修学部分休業の承認を受けた職員の給与）

第３条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、

職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号。以下「職

員給与条例」という。）第１２条の規定又は教育職員の給与に関す

る条例（昭和２７年愛媛県条例第３０号。以下「教育職員給与条例」

という。）第１３条の規定にかかわらず、その勤務しない１時間に

つき、給料の月額（給料の調整額及び教職調整額を含む。）並び

にこれに対する地域手当、定時制通信教育手当、産業教育手当及

び農林漁業普及指導手当並びに管理職手当、義務教育等教員特別

手当及び初任給調整手当並びに人事委員会規則で定める手当の月

額の合計額に１２を乗じ、その額を１週間当たりの勤務時間に５２を

乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。
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２ 省略

附 則

２ 職員給与条例附則第１５項又は教育職員給与条例附則第１３項の規

定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第３条第１項

の規定の適用については、同項中「給与額」とあるのは、「給与

額から、当該職員の給料月額（当該職員が職員給与条例第１３条本

文又は教育職員給与条例第１４条本文の規定の適用を受ける者であ

る場合にあっては、これらの規定により半額を減ぜられた給料月

額。以下同じ。）並びにこれに対する地域手当及びへき地手当並

びに定時制通信教育手当及び農林漁業普及指導手当（以下「地域

手当等」という。）の月額の合計額に１２を乗じ、その額を１週間

当たりの勤務時間に５２を乗じたものから人事委員会規則で定める

時間を減じたもので除して得た額に１００分の１を乗じて得た額

（当該職員の給料月額に１００分の９９を乗じて得た額が、当該職員

の属する職務の級における最低の号給の給料月額（当該職員が職

員給与条例第１３条本文又は教育職員給与条例第１４条本文の規定の

適用を受ける者である場合（当該職員が職員給与条例第４条第１２

項に規定する育児短時間勤務職員等又は教育職員給与条例第８条

に規定する育児短時間勤務教育職員等である場合を除く。）にあ

っては当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額とし、

当該職員が同項に規定する育児短時間勤務職員等又は教育職員給

与条例第８条に規定する育児短時間勤務教育職員等である場合に

あっては当該最低の号給の給料月額にこれらの規定に規定する算

出率を乗じて得た額（当該職員が職員給与条例第１３条本文又は教

育職員給与条例第１４条本文の規定の適用を受ける者である場合に

あっては、当該額からその半額を減じた額）とする。以下同

じ。）に達しない場合にあっては、当該職員の給料月額から当該

職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額

及び これに対する地域手当等

の月額の合計額に１２を乗じ、その額を１週間当たり

の勤務時間に５２を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を

減じたもので除して得た額）に相当する額を減じた額」とする。

２ 省略

附 則

２ 職員給与条例附則第１５項又は教育職員給与条例附則第１３項の規

定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第３条第１項

の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た

額から、当該職員の給料月額（当該職員が職員給与条例第１３条本

文又は教育職員給与条例第１４条本文の規定の適用を受ける者であ

る場合にあっては、これらの規定により半額を減ぜられた給料月

額。以下同じ。）並びにこれに対する地域手当、定時制通信教育

手当 及び農林漁業普及指導手当（以下「地域

手当等」という。）の月額の合計額に１２を乗じ、その額を１週間

当たりの勤務時間に５２を乗じたものから人事委員会規則で定める

時間を減じたもので除して得た額に１００分の１を乗じて得た額

（当該職員の給料月額に１００分の９９を乗じて得た額が、当該職員

の属する職務の級における最低の号給の給料月額（当該職員が職

員給与条例第１３条本文又は教育職員給与条例第１４条本文の規定の

適用を受ける者である場合（当該職員が職員給与条例第４条第１２

項に規定する育児短時間勤務職員等又は教育職員給与条例第８条

に規定する育児短時間勤務教育職員等である場合を除く。）にあ

っては当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額とし、

当該職員が同項に規定する育児短時間勤務職員等又は教育職員給

与条例第８条に規定する育児短時間勤務教育職員等である場合に

あっては当該最低の号給の給料月額にこれらの規定に規定する算

出率を乗じて得た額（当該職員が職員給与条例第１３条本文又は教

育職員給与条例第１４条本文の規定の適用を受ける者である場合に

あっては、当該額からその半額を減じた額）とする。以下同

じ。）に達しない場合にあっては、当該職員の給料月額から当該

職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額

並びにこれに対する地域手当、定時制通信教育手当及び農林漁業

普及指導手当の月額の合計額に１２を乗じ、その額を１週間当たり

の勤務時間に５２を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を

減じたもので除して得た額）に相当する額を減じた額」とする。

（職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正）

第７条 職員の高齢者部分休業に関する条例（平成１７年愛媛県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（高齢者部分休業の承認を受けた職員の給与）

第３条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合に

は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号。以下

「職員給与条例」という。）第１２条の規定又は教育職員の給与に

関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３０号。以下「教育職員給与条

例」という。）第１３条の規定にかかわらず、その勤務しない１時

間につき、職員給与条例第１８条又は教育職員給与条例第１８条に規

定する勤務１時間当たりの給与額

を減額した給与を支給する。

２ 省略

（高齢者部分休業の承認を受けた職員の給与）

第３条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合に

は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号。以下

「職員給与条例」という。）第１２条の規定又は教育職員の給与に

関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３０号。以下「教育職員給与条

例」という。）第１３条の規定にかかわらず、その勤務しない１時

間につき、給料の月額（給料の調整額及び教職調整額を含む。）

並びにこれに対する地域手当、定時制通信教育手当、産業教育手

当及び農林漁業普及指導手当並びに管理職手当、義務教育等教員

特別手当及び初任給調整手当並びに人事委員会規則で定める手当

の月額の合計額に１２を乗じ、その額を１週間当たりの勤務時間に

５２を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。

２ 省略
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附 則

２ 職員給与条例附則第１５項又は教育職員給与条例附則第１３項の規

定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第３条第１項

の規定の適用については、同項中「給与額」とあるのは、「給与

額から、当該職員の給料月額（当該職員が職員給与条例第１３条本

文又は教育職員給与条例第１４条本文の規定の適用を受ける者であ

る場合にあっては、これらの規定により半額を減ぜられた給料月

額。以下同じ。）並びにこれに対する地域手当及びへき地手当並

びに定時制通信教育手当及び農林漁業普及指導手当（以下「地域

手当等」という。）の月額の合計額に１２を乗じ、その額を１週間

当たりの勤務時間に５２を乗じたものから人事委員会規則で定める

時間を減じたもので除して得た額に１００分の１を乗じて得た額

（当該職員の給料月額に１００分の９９を乗じて得た額が、当該職員

の属する職務の級における最低の号給の給料月額（当該職員が職

員給与条例第１３条本文又は教育職員給与条例第１４条本文の規定の

適用を受ける者である場合（当該職員が職員給与条例第４条第１２

項に規定する育児短時間勤務職員等又は教育職員給与条例第８条

に規定する育児短時間勤務教育職員等である場合を除く。）にあ

っては当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額とし、

当該職員が同項に規定する育児短時間勤務職員等又は教育職員給

与条例第８条に規定する育児短時間勤務教育職員等である場合に

あっては当該最低の号給の給料月額にこれらの規定に規定する算

出率を乗じて得た額（当該職員が職員給与条例第１３条本文又は教

育職員給与条例第１４条本文の規定の適用を受ける者である場合に

あっては、当該額からその半額を減じた額）とする。以下同

じ。）に達しない場合にあっては、当該職員の給料月額から当該

職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額

及び これに対する地域手当等

の月額の合計額に１２を乗じ、その額を１週間当たり

の勤務時間に５２を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を

減じたもので除して得た額）に相当する額を減じた額」とする。

附 則

２ 職員給与条例附則第１５項又は教育職員給与条例附則第１３項の規

定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第３条第１項

の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た

額から、当該職員の給料月額（当該職員が職員給与条例第１３条本

文又は教育職員給与条例第１４条本文の規定の適用を受ける者であ

る場合にあっては、これらの規定により半額を減ぜられた給料月

額。以下同じ。）並びにこれに対する地域手当、定時制通信教育

手当 及び農林漁業普及指導手当

の月額の合計額に１２を乗じ、その額を１週間

当たりの勤務時間に５２を乗じたもの

で除して得た額に１００分の１を乗じて得た額

（当該職員の給料月額に１００分の９９を乗じて得た額が、当該職員

の属する職務の級における最低の号給の給料月額（当該職員が職

員給与条例第１３条本文又は教育職員給与条例第１４条本文の規定の

適用を受ける者である場合（当該職員が職員給与条例第４条第１２

項に規定する育児短時間勤務職員等又は教育職員給与条例第８条

に規定する育児短時間勤務教育職員等である場合を除く。）にあ

っては当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額とし、

当該職員が同項に規定する育児短時間勤務職員等又は教育職員給

与条例第８条に規定する育児短時間勤務教育職員等である場合に

あっては当該最低の号給の給料月額にこれらの規定に規定する算

出率を乗じて得た額（当該職員が職員給与条例第１３条本文又は教

育職員給与条例第１４条本文の規定の適用を受ける者である場合に

あっては、当該額からその半額を減じた額）とする。以下同

じ。）に達しない場合にあっては、当該職員の給料月額から当該

職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額

並びにこれに対する地域手当、定時制通信教育手当及び農林漁業

普及指導手当の月額の合計額に１２を乗じ、その額を１週間当たり

の勤務時間に５２を乗じたもの

で除して得た額）に相当する額を減じた額」とする。

附 則

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

��������������
�愛媛県条例第７号
知事等及び職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２６年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

知事等及び職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例

知事等及び職員の給与の特例に関する条例（平成１８年愛媛県条例第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

知事等の給与の特例に関する条例

（趣旨）

第１条 この条例は、県の財政事情を踏まえ、知事等の給料及び期

末手当並びに職員の給料、管理職手当及び地域手当その他の給与

（給料月額を算出の基礎とするもの（期末手当、勤勉手当及び退

職手当を除く。）に限る。以下「地域手当等」という。）を減額

知事等及び職員の給与の特例に関する条例

（趣旨）

第１条 この条例は、県の財政事情を踏まえ、知事等の給料及び期

末手当並びに職員の給料、管理職手当及び地域手当その他の給与

（給料月額を算出の基礎とするもの（期末手当、勤勉手当及び退

職手当を除く。）に限る。以下「地域手当等」という。）を減額
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するため、知事等の給料月額 について、特別職の職員の給

与及びその他の給付に関する条例（昭和２８年愛媛県条例第７号。

以下「特別職給与条例」という。）及び教育長の給与、退職手

当、旅費及び勤務時間等に関する条例（昭和３１年愛媛県条例第５２

号。以下「教育長給与条例」という。）、職員の給与に関する条

例（昭和２６年愛媛 県 条 例 第５７号。以 下「職 員 給 与 条 例」と い

う。）、教育職員の給与に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３０

号。以下「教育職員給与条例」という。）、一般職の任期付研究

員の採用等に関する条例（平成１３年愛媛県条例第４６号。以下「任

期付研究員条例」という。）、一般職の任期付職員の採用等に関

する条例（平成１５年愛媛県条例第１号。以下「任期付職員条例」

という。）その他の給与に関する条例の特例を定めるものとす

る。

（知事、副知事、管理者及び常勤の監査委員の給与の特例）

第２条 知事、副知事、管理者及び常勤の監査委員の給料月額は、

特別職給与条例別表第１の規定にかかわらず、同表給料月額の欄

に掲げる額から、当該額に、次の各号に掲げる者の区分に応じそ

れぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じて得た額とす

る。ただし、退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、それ

ぞれ同欄に掲げる額とする。

� 知事 １００分の２５

� 副知事 １００分の１５

� 管理者及び常勤の監査委員 １００分の１２

（教育長の給与の特例）

第３条 教育長の給料月額は、教育長給与条例第３条第１項の規定

にかかわらず、同項の規定により定められた額から、当該額に

１００分の１２を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、退職

手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同項の規定により定め

られた額とする。

するため、これらの者の給料月額等について、特別職の職員の給

与及びその他の給付に関する条例（昭和２８年愛媛県条例第７号。

以下「特別職給与条例」という。）、教育長の給与、退職手当、

旅費及び勤務時間等に関する条例 （昭和３１年愛媛県条例第５２

号。以下「教育長給与条例」という。）、職員の給与に関する条

例（昭和２６年愛媛 県 条 例 第５７号。以 下「職 員 給 与 条 例」と い

う。）、教育職員の給与に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３０

号。以下「教育職員給与条例」という。）、一般職の任期付研究

員の採用等に関する条例（平成１３年愛媛県条例第４６号。以下「任

期付研究員条例」という。）、一般職の任期付職員の採用等に関

する条例（平成１５年愛媛県条例第１号。以下「任期付職員条例」

という。）その他の給与に関する条例の特例を定めるものとす

る。

（知事、副知事、管理者及び常勤の監査委員の給与の特例）

第２条 知事、副知事、管理者及び常勤の監査委員の給料月額は、

特別職給与条例別表第１の規定にかかわらず、同表給料月額の欄

に掲げる額から、当該額に、次の各号に掲げる者の区分に応じそ

れぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じて得た額とす

る。ただし、退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、それ

ぞれ同欄に掲げる額とする。

� 知事 １００分の３０

� 副知事 １００分の２０

� 管理者及び常勤の監査委員 １００分の１７

（教育長の給与の特例）

第３条 教育長の給料月額は、教育長給与条例第３条第１項の規定

にかかわらず、同項の規定により定められた額から、当該額に

１００分の１７を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、退職

手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同項の規定により定め

られた額とする。

（職員の給与の特例）

第４条 職員給与条例、教育職員給与条例、任期付研究員条例又は

任期付職員条例の適用を受ける職員（以下「職員」という。）の

給料月額は、職員給与条例第３条から第４条の２までの規定、教

育職員給与条例第４条から第８条までの規定、任期付研究員条例

第５条の規定及び任期付職員条例第７条の規定にかかわらず、こ

れらの規定により定められた額（職員給与条例附則第１５項又は教

育職員給与条例附則第１３項の規定により給与が減ぜられて支給さ

れる職員（以下「特定職員」という。）にあっては、当該額から

職員給与条例附則第１５項第１号又は教育職員給与条例附則第１３項

第１号に定める額を減じて得た額）から、当該額に、次の各号に

掲げる職員の区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて

得た額（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨

てた額）を減じて得た額とする。ただし、給料の調整額、期末手

当及び勤勉手当（これらの額の算出の基礎となる場合における地

域手当及び教職調整額を含む。）並びに退職手当の額の算出の基

礎となる給料月額については、この限りでない。

� 職員給与条例第１９条第５項に規定する人事委員会規則で定め

る管理又は監督の地位にある職員として期末手当の加算を受け

るべき職にある職員 １００分の９．７７

� 職員給与条例第１８条の２第１項の規定又は教育職員給与条例

第１７条の３第１項の規定により管理職手当の支給を受けるべき

職にある職員（前号に掲げる職員を除く。）、任期付研究員条
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附 則

（この条例の失効）

２ この条例は、平成２７年３月３１日限り、その効力を失う。

例第５条第１項に規定する給料表の適用を受ける職員（その号

給が３号給であるものに限る。）及び任期付職員条例第７条第

１項に規定する給料表の適用を受ける職員（その号給が３号給

又は４号給であるものに限る。） １００分の７．７７

� 職員給与条例第１９条第５項の規定又は教育職員給与条例第１９

条第５項の規定により期末手当の加算を受けるべき職にある職

員（前２号に掲げる職員を除く。） １００分の６．７７

� 前３号に掲げる職員以外の職員 １００分の３．７７

２ 特定職員の次に掲げる給料月額に関する前項の規定の適用につ

いては、同項中「定められた額（職員給与条例附則第１５項又は教

育職員給与条例附則第１３項の規定により給与が減ぜられて支給さ

れる職員（以下「特定職員」という。）にあっては、当該額から

職員給与条例附則第１５項第１号又は教育職員給与条例附則第１３項

第１号に定める額を減じて得た額）」とあるのは、「定められた

額」とする。

� 地域手当等の額の算出の基礎となる給料月額

� 職員給与条例第１２条及び第２１条の２、教育職員給与条例第１３

条及び第２０条の２並びに職員の育児休業等に関する条例（平成

４年愛媛県条例第２号）附則第４項の規定により読み替えて適

用される同条例第２４条に規定する勤務１時間当たりの給与額の

算出の基礎となる給料月額

� 職員の修学部分休業に関する条例（平成１７年愛媛県条例第２

号）附則第２項の規定により読み替えて適用される同条例第３

条第１項及び職員の高齢者部分休業に関する条例（平成１７年愛

媛県条例第３号）附則第２項の規定により読み替えて適用され

る同条例第３条第１項の規定により減額する給与の額の算出の

基礎となる給料月額

３ 次の各号に掲げる職員については、当該各号に定める規定は、

適用しない。

� 職員給与条例附則第１５項の規定により給与が減ぜられて支給

される職員 同項第１号及び第７号アからウまで（同項第１号

に定める額に係る部分に限る。）

� 教育職員給与条例附則第１３項の規定により給与が減ぜられて

支給される職員 同項第１号、第６号ア及びイ（同項第１号に

定める額に係る部分に限る。）並びに同号ウ

４ 職員の給料の調整額の額は、職員給与条例第７条第２項の規定

にかかわらず、同項の規定により定められた額から、当該額に、

第１項各号に掲げる職員の区分に応じそれぞれ当該各号に定める

割合を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じたときは、

これを切り捨てた額）を減じて得た額とする。ただし、期末手当

及び勤勉手当（これらの額の算出の基礎となる場合における地域

手当を含む。）並びに退職手当の額の算出の基礎となる給料の調

整額については、この限りでない。

５ 職員の管理職手当の月額は、職員給与条例第１８条の２第２項の

規定及び教育職員給与条例第１７条の３第２項の規定にかかわら

ず、これらの規定により定められた額から、当該額に１００分の１０

を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じたときは、これ

を切り捨てた額）を減じて得た額とする。

附 則

（この条例の失効）

２ この条例は、平成２６年３月３１日限り、その効力を失う。
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附 則

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定は、公布の日から施行する。

��������������
�愛媛県条例第８号
住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２６年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例

住民基本台帳法施行条例（平成１４年愛媛県条例第３８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第３（第５条関係） 別表第３（第５条関係）

知事以外の

執行機関
事 務

知事以外の

執行機関
事 務

監査委員 省略 監査委員 省略

公安委員会 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）による放置

違反金の納付命令又は徴収（当該放置違反金に

係る延滞金及び手数料の徴収を含む。）に関す

る事務であって規則で定めるもの

附 則

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

��������������
�愛媛県条例第９号
愛媛県手数料条例等の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２６年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県手数料条例等の一部を改正する条例

（愛媛県手数料条例の一部改正）

第１条 愛媛県手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（指定試験機関等への納入）

第７条 法律の規定に基づき知事が別表１の表２０の項、２６の項、３５

の項、５１の項、５２の項若しくは８４の項、別表２の表１の項、１の

２の項、１０４の２の項から１０４の４の項まで、１０４の８の項若しく

は１０４の１０の項、別表５の表７の項、４７の項から４９の項まで若し

くは６４の項又は別表６の表１６の項若しくは３２の項に掲げる事務を

行わせることとした者（以下「指定試験機関等」という。）が行

う当該各項に規定する試験、分析、研修、登録又は交付（以下

「試験等」という。）を受けようとする者は、当該各項に定める

手数料を当該試験等を行う指定試験機関等に納入しなければなら

ない。この場合において、第３条から前条までの規定は適用せ

ず、手数料の納入の方法その他手数料の納入に関し必要な事項

は、当該指定試験機関等の定めるところによる。

２・３ 省略

（指定試験機関等への納入）

第７条 法律の規定に基づき知事が別表１の表２０の項、２６の項、３５

の項、５１の項、５２の項若しくは８４の項、別表２の表１の項、１の

２の項、１０４の２の項から１０４の４の項まで、１０４の８の項若しく

は１０４の１０の項、別表５の表７の項、４７の項から４９の項まで若し

くは６４の項又は別表６の表１６の項若しくは３２の項に掲げる事務を

行わせることとした者（以下「指定試験機関等」という。）が行

う当該各項に規定する試験、分析、研修、登録又は交付（以下

「試験等」という。）を受けようとする者は、当該各項に定める

手数料を当該試験等を行う指定試験機関等に納入しなければなら

ない。この場合において、第３条から前条までの規定は適用せ

ず、手数料の納入の方法その他手数料の納入に関し必要な事項

は、当該指定試験機関等の定めるところによる。

２・３ 省略
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別表（第２条、第３条、第７条関係）

１ 省略

２ 保健福祉関係事務手数料

別表（第２条、第３条、第７条関係）

１ 省略

２ 保健福祉関係事務手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１ 省略 １ 省略

１の２ 児童福

祉法施行令（

昭和２３年政令

第７４号）第２１

条の規定に基

づく厚生労働

省令の規定に

よる保育士試

験の全部の免

除の申請に対

する審査

保育士

試験免

除申請

手数料

２，４００円

１の３ 省略 １の２ 省略

１の４ 児童福

祉法施行令

第１７

条第１項の規

定に基づく保

育士登録証の

書換え交付

省略 １の３ 児童福

祉法施行令（

昭和２３年政令

第７４号）第１７

条第１項の規

定に基づく保

育士登録証の

書換え交付

省略

１の５ 省略 １の４ 省略

１の６ 省略 １の５ 省略

２～７の３ 省

略

２～７の３ 省

略

７の４ 温泉法

第７条の２第

１項の規定に

基づく掘削の

ための施設等

の変更の許可

の申請に対す

る審査

掘削の

ための

施設等

変更許

可申請

手数料

２４，１００円 ７の４ 温泉法

第７条の２第

１項の規定に

基づく掘削の

ための施設等

の変更の許可

の申請に対す

る審査

掘削の

ための

施設等

変更許

可申請

手数料

２４，０００円

８～８の３ 省

略

８～８の３ 省

略

８の４ 温泉法

第１１条第２項

において準用

する同法第７

条の２第１項

の規定に基づ

く増掘のため

の施設等の変

更の許可の申

請に対する審

査

増掘の

ための

施設等

変更許

可申請

手数料

２４，１００円 ８の４ 温泉法

第１１条第２項

において準用

する同法第７

条の２第１項

の規定に基づ

く増掘のため

の施設等の変

更の許可の申

請に対する審

査

増掘の

ための

施設等

変更許

可申請

手数料

２４，０００円
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８の５ 温泉法

第１４条の２第

１項の規定に

基づく温泉の

採取の許可の

申請に対する

審査

温泉採

取許可

申請手

数料

３５，１００円 ８の５ 温泉法

第１４条の２第

１項の規定に

基づく温泉の

採取の許可の

申請に対する

審査

温泉採

取許可

申請手

数料

３５，０００円

８の６～８の８

省略

８の６～８の８

省略

８の９ 温泉法

第１４条の７第

１項の規定に

基づく温泉の

採取のための

施設等の変更

の許可の申請

に対する審査

温泉採

取のた

めの施

設等変

更許可

申請手

数料

２４，１００円 ８の９ 温泉法

第１４条の７第

１項の規定に

基づく温泉の

採取のための

施設等の変更

の許可の申請

に対する審査

温泉採

取のた

めの施

設等変

更許可

申請手

数料

２４，０００円

９～９の３ 省

略

９～９の３ 省

略

９の４ 温泉法

第１９条第１項

の規定に基づ

く温泉成分分

析機関の登録

の申請に対す

る審査

温泉成

分分析

機関登

録申請

手数料

５０，２００円 ９の４ 温泉法

第１９条第１項

の規定に基づ

く温泉成分分

析機関の登録

の申請に対す

る審査

温泉成

分分析

機関登

録申請

手数料

５０，０００円

１０～２８ 省略 １０～２８ 省略

２９ クリーニン

グ業法第７条

第１項の規定

に基づくクリ

ーニング師試

験の実施

クリー

ニング

師試験

手数料

８，１００円 ２９ クリーニン

グ業法第７条

第１項の規定

に基づくクリ

ーニング師試

験の実施

クリー

ニング

師試験

手数料

８，０００円

３０～３４ 省略 ３０～３４ 省略

３５ 毒物及び劇

物取締法施行

令第３６条の７

第１項第１号

の規定に基づ

く毒物及び劇

物取締法第４

条第１項に規

定する毒物又

は劇物の製造

業又は輸入業

の登録の申請

に対する審査

毒物又

は劇物

の製造

業又は

輸入業

の登録

申請手

数料

２８，７００円 ３５ 毒物及び劇

物取締法施行

令第３６条の７

第１項第１号

の規定に基づ

く毒物及び劇

物取締法第４

条第１項に規

定する毒物又

は劇物の製造

業又は輸入業

の登録の申請

に対する審査

毒物又

は劇物

の製造

業又は

輸入業

の登録

申請手

数料

２８，５００円

３６ 省略 ３６ 省略

３７ 毒物及び劇

物取締法施行

毒物又

は劇物

１０，７００円 ３７ 毒物及び劇

物取締法施行

毒物又

は劇物

１０，６００円
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令第３６条の７

第１項第１号

の規定に基づ

く毒物及び劇

物取締法第４

条第４項に規

定する毒物又

は劇物の製造

業又は輸入業

の登録の更新

の申請に対す

る審査

の製造

業又は

輸入業

の登録

更新申

請手数

料

令第３６条の７

第１項第１号

の規定に基づ

く毒物及び劇

物取締法第４

条第４項に規

定する毒物又

は劇物の製造

業又は輸入業

の登録の更新

の申請に対す

る審査

の製造

業又は

輸入業

の登録

更新申

請手数

料

３８～７１ 省略 ３８～７１ 省略

７２ 薬事法（昭

和３５年法律第

１４５号）第４

条第１項の規

定に基づく薬

局開設の許可

の申請に対す

る審査

薬局開

設許可

申請手

数料

３０，２００円 ７２ 薬事法（昭

和３５年法律第

１４５号）第４

条第１項の規

定に基づく薬

局開設の許可

の申請に対す

る審査

薬局開

設許可

申請手

数料

３０，１００円

７３ 省略 ７３ 省略

７３の２ 薬事法

第１２条第１項

の規定に基づ

く医薬品、医

薬部外品、化

粧品又は医療

機器（以下こ

の項から７３の

６の項までに

おいて「医薬

品 等」と い

う。）の製造

販売業の許可

の申請に対す

る審査

医薬品

等製造

販売業

許可申

請手数

料

次に掲げる許可の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 第一種医薬品製造販売業許可

１５１，０００円

� 第二種医薬品製造販売業許可

（�に掲げるものを除く。７３の

３の項において同じ。） １３３，５

００円

� 省略

� 医薬部外品製造販売業許可

次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 薬事法施行令（昭和３６年政

令第１１号）第２０条第２項の規

定に基づき製造管理又は品質

管理に注意を要するものとし

て厚生労働大臣が指定する医

薬部外品を含む場合 １３３，５００

円

イ 省略

� 省略

� 第一種医療機器製造販売業許

可 １５１，０００円

� 第二種医療機器製造販売業許

可 １３３，５００円

� 省略

７３の２ 薬事法

第１２条第１項

の規定に基づ

く医薬品、医

薬部外品、化

粧品又は医療

機器（以下こ

の項から７３の

６の項までに

おいて「医薬

品 等」と い

う。）の製造

販売業の許可

の申請に対す

る審査

医薬品

等製造

販売業

許可申

請手数

料

次に掲げる許可の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 第一種医薬品製造販売業許可

１５０，９００円

� 第二種医薬品製造販売業許可

（�に掲げるものを除く。７３の

３の項において同じ。） １３３，４

００円

� 省略

� 医薬部外品製造販売業許可

次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 薬事法施行令（昭和３６年政

令第１１号）第２０条第２項の規

定に基づき製造管理又は品質

管理に注意を要するものとし

て厚生労働大臣が指定する医

薬部外品を含む場合 １３３，４００

円

イ 省略

� 省略

� 第一種医療機器製造販売業許

可 １５０，９００円

� 第二種医療機器製造販売業許

可 １３３，４００円

� 省略

７３の３ 薬事法

第１２条第２項

の規定に基づ

医薬品

等製造

販売業

次に掲げる許可の更新の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� 省略

７３の３ 薬事法

第１２条第２項

の規定に基づ

医薬品

等製造

販売業

次に掲げる許可の更新の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� 省略
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く医薬品等の

製造販売業の

許可の更新の

申請に対する

審査

許可更

新申請

手数料

� 第二種医薬品製造販売業許可

の更新 １２０，３００円

� 薬局製造販売医薬品製造販売

業許可の更新 ４，１００円

� 医薬部外品製造販売業許可の

更新 次に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

ア 薬事法施行令第２０条第２項

の規定に基づき製造管理又は

品質管理に注意を要するもの

として厚生労働大臣が指定す

る医薬部外品を含む場合 １２

０，３００円

イ 省略

�・� 省略

� 第二種医療機器製造販売業許

可の更新 １２０，３００円

� 省略

く医薬品等の

製造販売業の

許可の更新の

申請に対する

審査

許可更

新申請

手数料

� 第二種医薬品製造販売業許可

の更新 １２０，２００円

� 薬局製造販売医薬品製造販売

業許可の更新 ４，０００円

� 医薬部外品製造販売業許可の

更新 次に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

ア 薬事法施行令第２０条第２項

の規定に基づき製造管理又は

品質管理に注意を要するもの

として厚生労働大臣が指定す

る医薬部外品を含む場合 １２

０，２００円

イ 省略

�・� 省略

� 第二種医療機器製造販売業許

可の更新 １２０，２００円

� 省略

７３の４ 薬事法

第１３条第１項

の規定に基づ

く医薬品等の

製造業の許可

の申請に対す

る審査（専ら

動物のために

使用されるこ

とが目的とさ

れている医薬

品、医薬部外

品及び医療機

器に係るもの

を除く。７３の

５の項から７３

の７の項まで

及び７３の９の

項の審査にお

いて同じ。）

医薬品

等製造

業許可

申請手

数料

次に掲げる許可の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

�・� 省略

� 医薬品（包装等）（薬事法施

行規則第２６条第１項第５号の区

分をいう。７３の５の項から８３の

項までにおいて同じ。） ４７，８

００円

� 省略

� 体外診断用医薬品（包装等）

（薬事法施行規則第２６条第２項

第３号の区分をいう。７３の５の

項から８３の項までにおいて同

じ。） ４７，８００円

�～	 省略


 医療機器（包装等）（薬事法

施行規則第２６条第５項第４号の

区分をいう。７３の５の項から８３

の項までにおいて同じ。）

４７，８００円

７３の４ 薬事法

第１３条第１項

の規定に基づ

く医薬品等の

製造業の許可

の申請に対す

る審査（専ら

動物のために

使用されるこ

とが目的とさ

れている医薬

品、医薬部外

品及び医療機

器に係るもの

を除く。７３の

５の項から７３

の７の項まで

及び７３の９の

項の審査にお

いて同じ。）

医薬品

等製造

業許可

申請手

数料

次に掲げる許可の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

�・� 省略

� 医薬品（包装等）（薬事法施

行規則第２６条第１項第５号の区

分をいう。７３の５の項から８３の

項までにおいて同じ。） ４７，７

００円

� 省略

� 体外診断用医薬品（包装等）

（薬事法施行規則第２６条第２項

第３号の区分をいう。７３の５の

項から８３の項までにおいて同

じ。） ４７，７００円

�～	 省略


 医療機器（包装等）（薬事法

施行規則第２６条第５項第４号の

区分をいう。７３の５の項から８３

の項までにおいて同じ。）

４７，７００円

７３の５ 薬事法

第１３条第３項

（同条第７項

において準用

する場合を含

む。）の規定

に基づく医薬

品等の製造業

の許可の更新

の申請に対す

る審査

医薬品

等製造

業許可

更新申

請手数

料

次に掲げる許可の更新の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

�～� 省略

� 薬局製造販売医薬品 ５，９００円

�～
 省略

７３の５ 薬事法

第１３条第３項

（同条第７項

において準用

する場合を含

む。）の規定

に基づく医薬

品等の製造業

の許可の更新

の申請に対す

る審査

医薬品

等製造

業許可

更新申

請手数

料

次に掲げる許可の更新の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

�～� 省略

� 薬局製造販売医薬品 ５，８００円

�～
 省略
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７３の６ 薬事法

第１３条第６項

の規定に基づ

く医薬品等の

製造業の許可

の区分の変更

又は追加の許

可の申請に対

する審査

医薬品

等製造

業の許

可区分

の変更

又は追

加の許

可申請

手数料

次に掲げる許可の区分の変更又は

追加に応じ、それぞれ次に定める

金額

�・� 省略

� 医薬品（包装等） ４１，２００円

� 省略

� 体外診断用医薬品（包装等）

４１，２００円

�～� 省略

� 医療機器（包装等） ４１，２００

円

７３の６ 薬事法

第１３条第６項

の規定に基づ

く医薬品等の

製造業の許可

の区分の変更

又は追加の許

可の申請に対

する審査

医薬品

等製造

業の許

可区分

の変更

又は追

加の許

可申請

手数料

次に掲げる許可の区分の変更又は

追加に応じ、それぞれ次に定める

金額

�・� 省略

� 医薬品（包装等） ４１，１００円

� 省略

� 体外診断用医薬品（包装等）

４１，１００円

�～� 省略

� 医療機器（包装等） ４１，１００

円

７３の７ 薬事法

第１４条第１項

の規定に基づ

く医薬品又は

医薬部外品の

製造販売の承

認の申請に対

する審査

医薬品

又は医

薬部外

品の製

造販売

承認申

請手数

料

次に掲げる承認の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医療用医薬品（�及び�に掲

げるものを除く。） １品目に

つき２１８，７００円

�～� 省略

７３の７ 薬事法

第１４条第１項

の規定に基づ

く医薬品又は

医薬部外品の

製造販売の承

認の申請に対

する審査

医薬品

又は医

薬部外

品の製

造販売

承認申

請手数

料

次に掲げる承認の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医療用医薬品（�及び�に掲

げるものを除く。） １品目に

つき２１８，３００円

�～� 省略

７３の８ 薬事法

第１４条第６項

（同条第９項

において準用

する場合を含

む。）の規定

に基づく医薬

品、医薬部外

品又は医療機

器の製造管理

又は品質管理

の方法の基準

への適合性調

査の申請に対

する審査

医薬品

、医薬

部外品

又は医

療機器

の製造

管理及

び品質

管理の

基準適

合性調

査申請

手数料

次に掲げる調査の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

�・� 省略

� 薬事法施行令第２１条で定める

期間を経過するごとに受ける調

査（�に掲げる調査を除く。）

次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

ア 医薬品（無菌） １０７，９００円

に１品目につき２，２００円を加算

した額

イ 医薬品（一般） ７５，７００円

に１品目につき１，１００円を加算

した額

ウ 省略

エ 体外診断用医薬品（一般）

７５，７００円に１品目につき１，

１００円を加算した額

オ 省略

カ 医薬部外品（無菌） １０７，

９００円に１品目につき２，２００円

を加算した額

キ 医薬部外品（一般） ７５，７

００円に１品目につき１，１００円を

加算した額

ク 省略

ケ 医療機器（滅菌） １０７，９

００円に１品目につき２，２００円を

加算した額

コ 医療機器（一般） ７５，７００

円に１品目につき１，１００円を加

算した額

サ 省略

７３の８ 薬事法

第１４条第６項

（同条第９項

において準用

する場合を含

む。）の規定

に基づく医薬

品、医薬部外

品又は医療機

器の製造管理

又は品質管理

の方法の基準

への適合性調

査の申請に対

する審査

医薬品

、医薬

部外品

又は医

療機器

の製造

管理及

び品質

管理の

基準適

合性調

査申請

手数料

次に掲げる調査の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

�・� 省略

� 薬事法施行令第２１条で定める

期間を経過するごとに受ける調

査（�に掲げる調査を除く。）

次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

ア 医薬品（無菌） １０７，８００円

に１品目につき２，２００円を加算

した額

イ 医薬品（一般） ７５，６００円

に１品目につき１，１００円を加算

した額

ウ 省略

エ 体外診断用医薬品（一般）

７５，６００円に１品目につき１，

１００円を加算した額

オ 省略

カ 医薬部外品（無菌） １０７，

８００円に１品目につき２，２００円

を加算した額

キ 医薬部外品（一般） ７５，６

００円に１品目につき１，１００円を

加算した額

ク 省略

ケ 医療機器（滅菌） １０７，８

００円に１品目につき２，２００円を

加算した額

コ 医療機器（一般） ７５，６００

円に１品目につき１，１００円を加

算した額

サ 省略
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� 医薬品、医薬部外品若しくは

医療機器の試験検査又は医療機

器の設計及び開発を製造所以外

の施設において行った場合（他

に委託して行った場合を含

む。）における薬事法施行令第

２１条で定める期間を経過するご

とに受ける調査 ３９，５００円に１

品目につき６００円を加算した額

� 医薬品、医薬部外品若しくは

医療機器の試験検査又は医療機

器の設計及び開発を製造所以外

の施設において行った場合（他

に委託して行った場合を含

む。）における薬事法施行令第

２１条で定める期間を経過するご

とに受ける調査 ３９，２００円に１

品目につき６００円を加算した額

７３の９ 薬事法

第１４条第９項

の規定に基づ

く医薬品又は

医薬部外品の

製造販売の承

認事項の一部

変更の承認の

申請に対する

審査

医薬品

又は医

薬部外

品の製

造販売

承認事

項一部

変更承

認申請

手数料

次に掲げる承認の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医療用医薬品（�及び�に掲

げるものを除く。） １品目につ

き１０７，２００円

�～� 省略

７３の９ 薬事法

第１４条第９項

の規定に基づ

く医薬品又は

医薬部外品の

製造販売の承

認事項の一部

変更の承認の

申請に対する

審査

医薬品

又は医

薬部外

品の製

造販売

承認事

項一部

変更承

認申請

手数料

次に掲げる承認の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医療用医薬品（�及び�に掲

げるものを除く。） １品目につ

き１０７，１００円

�～� 省略

７４ 薬事法第２４

条第１項の規

定に基づく医

薬品の販売業

の許可の申請

に対する審査

医薬品

販売業

許可申

請手数

料

３０，２００円 ７４ 薬事法第２４

条第１項の規

定に基づく医

薬品の販売業

の許可の申請

に対する審査

医薬品

販売業

許可申

請手数

料

３０，１００円

７５～７９の２ 省

略

７５～７９の２ 省

略

７９の３ 薬事法

第３６条の４第

２項の規定に

基づく薬事法

施 行 規 則 第

１５９条 の７第

１項に規定す

る販売従事登

録の申請に対

する審査

販売従

事登録

申請手

数料

８，６００円 ７９の３ 薬事法

第３６条の４第

２項の規定に

基づく薬事法

施 行 規 則 第

１５９条 の７第

１項に規定す

る販売従事登

録の申請に対

する審査

販売従

事登録

申請手

数料

８，５００円

７９の４ 薬事法

第３９条第１項

の規定に基づ

く高度管理医

療機器等の販

売業又は賃貸

業の許可の申

請に対する審

査

高度管

理医療

機器等

の販売

業又は

賃貸業

の許可

申請手

数料

３０，２００円 ７９の４ 薬事法

第３９条第１項

の規定に基づ

く高度管理医

療機器等の販

売業又は賃貸

業の許可の申

請に対する審

査

高度管

理医療

機器等

の販売

業又は

賃貸業

の許可

申請手

数料

３０，１００円

７９の５～８２ 省

略

７９の５～８２ 省

略
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８３ 薬事法第８０

条第１項の規

定に基づく輸

出 用 の 医 薬

品、医薬部外

品又は医療機

器の製造管理

又は品質管理

の方法の基準

への適合性調

査の申請に対

する審査

輸出用

医薬品

、医薬

部外品

又は医

療機器

の製造

管理及

び品質

管理の

基準適

合性調

査申請

手数料

次に掲げる調査の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

�・� 省略

� 薬事法施行令第７１条で定める

期間を経過するごとに受ける調

査（�に掲げる調査を除く。）

次に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額

ア 医薬品（無菌） １０７，９００円

に１品目につき２，２００円を加算

した額

イ 医薬品（一般） ７５，７００円

に１品目につき１，１００円を加算

した額

ウ 省略

エ 体外診断用医薬品（一般）

７５，７００円に１品目につき１，

１００円を加算した額

オ 省略

カ 医薬部外品（無菌） １０７，

９００円に１品目につき２，２００円

を加算した額

キ 医薬部外品（一般） ７５，７

００円に１品目につき１，１００円を

加算した額

ク 省略

ケ 医療機器（滅菌） １０７，９００

円に１品目につき２，２００円を加

算した額

コ 医療機器（一般） ７５，７００

円に１品目につき１，１００円を加

算した額

サ 省略

� 医薬品、医薬部外品若しくは

医療機器の試験検査又は医療機

器の設計及び開発を製造所以外

の施設において行った場合（他

に委託して行った場合を含

む。）における薬事法施行令第

７１条で定める期間を経過するご

とに受ける調査 ３９，５００円に１

品目につき６００円を加算した額

８３ 薬事法第８０

条第１項の規

定に基づく輸

出 用 の 医 薬

品、医薬部外

品又は医療機

器の製造管理

又は品質管理

の方法の基準

への適合性調

査の申請に対

する審査

輸出用

医薬品

、医薬

部外品

又は医

療機器

の製造

管理及

び品質

管理の

基準適

合性調

査申請

手数料

次に掲げる調査の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

�・� 省略

� 薬事法施行令第７１条で定める

期間を経過するごとに受ける調

査（�に掲げる調査を除く。）

次に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額

ア 医薬品（無菌） １０７，８００円

に１品目につき２，２００円を加算

した額

イ 医薬品（一般） ７５，６００円

に１品目につき１，１００円を加算

した額

ウ 省略

エ 体外診断用医薬品（一般）

７５，６００円に１品目につき１，

１００円を加算した額

オ 省略

カ 医薬部外品（無菌） １０７，

８００円に１品目につき２，２００円

を加算した額

キ 医薬部外品（一般） ７５，６

００円に１品目につき１，１００円を

加算した額

ク 省略

ケ 医療機器（滅菌） １０７，８００

円に１品目につき２，２００円を加

算した額

コ 医療機器（一般） ７５，６００

円に１品目につき１，１００円を加

算した額

サ 省略

� 医薬品、医薬部外品若しくは

医療機器の試験検査又は医療機

器の設計及び開発を製造所以外

の施設において行った場合（他

に委託して行った場合を含

む。）における薬事法施行令第

７１条で定める期間を経過するご

とに受ける調査 ３９，２００円に１

品目につき６００円を加算した額

８４～８９ 省略 ８４～８９ 省略

９０ 製菓衛生師

法施行令（昭

和４１年政令第

３８７号）第５

条第１項の規

定に基づく免

許証の書換え

交付

製菓衛

生師免

許証書

換え交

付手数

料

３，０００円 ９０ 製菓衛生師

法施行令（昭

和４１年政令第

３８７号）第５

条第１項の規

定に基づく免

許証の書換え

交付

製菓衛

生師免

許証書

換え交

付手数

料

２，９００円
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９１～１１３ 省略 ９１～１１３ 省略

備考 省略 備考 省略

３ 省略

４ 農林水産関係事務手数料

３ 省略

４ 農林水産関係事務手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１ 家畜商法（

昭和２４年法律

第２０８号）第

３条第１項の

規定に基づく

家畜商の免許

家畜商

免許手

数料

� 省略

� 従業者の数が１人以上４人以

下である場合 ２，０００円

� 省略

１ 家畜商法（

昭和２４年法律

第２０８号）第

３条第１項の

規定に基づく

家畜商の免許

家畜商

免許手

数料

� 省略

� 従業者の数が１人以上４人以

下である場合 １，９００円

� 省略

２ 省略 ２ 省略

３ 家畜商法施

行令（昭和２８

年政令第２５２

号）第５条の

規定に基づく

家畜商免許証

の書換え交付

家畜商

免許証

書換え

交付手

数料

１，１００円 ３ 家畜商法施

行令（昭和２９

年政令第２５２

号）第５条の

規定に基づく

家畜商免許証

の書換え交付

家畜商

免許証

書換え

交付手

数料

１，０００円

４ 省略 ４ 省略

５ 漁業法（昭

和２４年法律第

２６７号）第１０

条の規定に基

づく漁業権の

免許の申請に

対する審査

漁業権

免許申

請手数

料

３，８００円 ５ 漁業法（昭

和２４年法律第

２６７号）第１０

条の規定に基

づく漁業権の

免許の申請に

対する審査

漁業権

免許申

請手数

料

３，７００円

６ 漁業法第１４

条第４項（同

条第７項にお

いて準用する

場合を含む。

）の規定に基

づく漁業権の

共有の認可の

申請に対する

審査

漁業権

共有認

可申請

手数料

３，８００円 ６ 漁業法第１４

条第４項（同

条第７項にお

いて準用する

場合を含む。

）の規定に基

づく漁業権の

共有の認可の

申請に対する

審査

漁業権

共有認

可申請

手数料

３，７００円

７～１０ 省略 ７～１０ 省略

１１ 漁業法第６５

条第１項又は

第６６条第１項

の規定に基づ

く５トン以上

の漁船を使用

して行う漁業

に係る漁業の

許可の申請に

対する審査

５トン

以上の

漁船を

使用し

て行う

漁業に

係る漁

業許可

申請手

数料

３，０００円 １１ 漁業法第６５

条第１項又は

第６６条第１項

の規定に基づ

く５トン以上

の漁船を使用

して行う漁業

に係る漁業の

許可の申請に

対する審査

５トン

以上の

漁船を

使用し

て行う

漁業に

係る漁

業許可

申請手

数料

２，９００円

１２～２０ 省略 １２～２０ 省略
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２１ 家畜改良増

殖法（昭和２５

年法律第２０９

号）第１０条の

規定に基づく

種畜証明書の

書換え交付

種畜証

明書書

換え交

付手数

料

７８０円 ２１ 家畜改良増

殖法（昭和２５

年法律第２０９

号）第１０条の

規定に基づく

種畜証明書の

書換え交付

種畜証

明書書

換え交

付手数

料

７６０円

２２ 家畜改良増

殖法第１０条の

規定に基づく

種畜証明書の

再交付

種畜証

明書再

交付手

数料

７８０円 ２２ 家畜改良増

殖法第１０条の

規定に基づく

種畜証明書の

再交付

種畜証

明書再

交付手

数料

７６０円

２３～２６ 省略 ２３～２６ 省略

２７ 家畜伝染病

予防法（昭和

２６年 法 律 第

１６６号）第４

条の２第５項

、第５条第１

項又は第３１条

第１項の規定

に基づく家畜

の検査（同法

第５条第１項

の規定に基づ

く家畜の検査

にあっては、

監視伝染病の

発生を予防す

るためのもの

に限る。）

家畜検

査手数

料

１頭、１羽又は１群につき２，６００円

を超えない範囲内において規則で

定める金額

２７ 家畜伝染病

予防法（昭和

２６年 法 律 第

１６６号）第４

条の２第５項

、第５条第１

項又は第３１条

第１項の規定

に基づく家畜

の検査（同法

第５条第１項

の規定に基づ

く家畜の検査

にあっては、

監視伝染病の

発生を予防す

るためのもの

に限る。）

家畜検

査手数

料

１頭、１羽又は１群につき２，５００円

を超えない範囲内において規則で

定める金額

２８ 家畜伝染病

予防法第６条

第１項又は第

３１条第１項の

規定に基づく

家畜に対する

投薬

家畜投

薬手数

料

１頭につき６９０円を超えない範囲内

において規則で定める金額

２８ 家畜伝染病

予防法第６条

第１項又は第

３１条第１項の

規定に基づく

家畜に対する

投薬

家畜投

薬手数

料

１頭につき６７０円を超えない範囲内

において規則で定める金額

２９～３２ 省略 ２９～３２ 省略

３３ 家畜取引法

（昭和３１年法

律第１２３号）

第３条の規定

に基づく家畜

市場の登録の

申請に対する

審査

家畜市

場登録

申請手

数料

１８，０００円 ３３ 家畜取引法

（昭和３１年法

律第１２３号）

第３条の規定

に基づく家畜

市場の登録の

申請に対する

審査

家畜市

場登録

申請手

数料

１７，０００円

３４ 家畜取引法

第９条第１項

の規定に基づ

く家畜市場登

録証の書換え

交付

家畜市

場登録

証書換

え交付

手数料

３，９００円 ３４ 家畜取引法

第９条第１項

の規定に基づ

く家畜市場登

録証の書換え

交付

家畜市

場登録

証書換

え交付

手数料

３，８００円
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３５・３６ 省略 ３５・３６ 省略

３７ 養鶏振興法

第７条第１項

の規定に基づ

くふ化業者の

登録の申請に

対する審査

ふ化業

者登録

申請手

数料

８，２００円 ３７ 養鶏振興法

第７条第１項

の規定に基づ

くふ化業者の

登録の申請に

対する審査

ふ化業

者登録

申請手

数料

８，１００円

３８ 養鶏振興法

第７条第２項

又は第８条第

１項の規定に

基づくふ化場

の確認の申請

に対する審査

ふ化場

確認申

請手数

料

８，２００円 ３８ 養鶏振興法

第７条第２項

又は第８条第

１項の規定に

基づくふ化場

の確認の申請

に対する審査

ふ化場

確認申

請手数

料

８，１００円

３９～６１ 省略 ３９～６１ 省略

備考 省略 備考 省略

５ 土木関係事務手数料 ５ 土木関係事務手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～６の２ 省

略

１～６の２ 省

略

７ 建設業法第

２７条の３５第１

項の規定に基

づく経営状況

分析

経営状

況分析

手数料

１６，０００円 ７ 建設業法第

２７条の３５第１

項の規定に基

づく経営状況

分析

経営状

況分析

手数料

１５，９００円

８ 省略 ８ 省略

８の２ 建築基

準法第６条第

５項又は第１８

条第４項の規

定に基づく構

造計算適合性

判定

構造計

算適合

性判定

手数料

� 建築物の構造計算が建築基準

法第２０条第２号イに規定する方

法によるものの判定 建築物

（２以上の部分がエキスパンシ

ョンジョイントその他の相互に

応力を伝えない構造方法のみで

接している建築物の当該建築物

の部分は、それぞれ別の建築物

とみなす。以下この項において

同じ。）ごとに、次に掲げる判

定を行う部分の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ア 床面積の合計が１，０００平方メ

ートル以内のもの ２２０，０００円

イ 床面積の合計が１，０００平方メ

ートルを超え２，０００平方メート

ル以内のもの ２９３，０００円

ウ 床面積の合計が２，０００平方メ

ートルを超え１０，０００平方メー

トル以内のもの ３３６，０００円

エ 床面積の合計が１０，０００平方

メートルを超え５０，０００平方メ

ートル以内のもの ４４５，０００円

８の２ 建築基

準法第６条第

５項又は第１８

条第４項の規

定に基づく構

造計算適合性

判定

構造計

算適合

性判定

手数料

� 建築物の構造計算が建築基準

法第２０条第２号イに規定する方

法によるものの判定 建築物

（２以上の部分がエキスパンシ

ョンジョイントその他の相互に

応力を伝えない構造方法のみで

接している建築物の当該建築物

の部分は、それぞれ別の建築物

とみなす。以下この項において

同じ。）ごとに、次に掲げる判

定を行う部分の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ア 床面積の合計が１，０００平方メ

ートル以内のもの ２１４，０００円

イ 床面積の合計が１，０００平方メ

ートルを超え２，０００平方メート

ル以内のもの ２８５，０００円

ウ 床面積の合計が２，０００平方メ

ートルを超え１０，０００平方メー

トル以内のもの ３２７，０００円

エ 床面積の合計が１０，０００平方

メートルを超え５０，０００平方メ

ートル以内のもの ４３３，０００円
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オ 床面積の合計が５０，０００平方

メートルを超えるもの ８１８，０

００円

� 建築物の構造計算が同法第２０

条第２号イ又は第３号イに規定

するプログラムによるものの判

定 建築物ごとに、次に掲げる

判定を行う部分の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 床面積の合計が１，０００平方メ

ートル以内のもの １５２，０００円

イ 床面積の合計が１，０００平方メ

ートルを超え２，０００平方メート

ル以内のもの １８９，０００円

ウ 床面積の合計が２，０００平方メ

ートルを超え１０，０００平方メー

トル以内のもの ２０８，０００円

エ 床面積の合計が１０，０００平方

メートルを超え５０，０００平方メ

ートル以内のもの ２６２，０００円

オ 床面積の合計が５０，０００平方

メートルを超えるもの ４４６，０

００円

オ 床面積の合計が５０，０００平方

メートルを超えるもの ７９５，０

００円

� 建築物の構造計算が同法第２０

条第２号イ又は第３号イに規定

するプログラムによるものの判

定 建築物ごとに、次に掲げる

判定を行う部分の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 床面積の合計が１，０００平方メ

ートル以内のもの １４８，０００円

イ 床面積の合計が１，０００平方メ

ートルを超え２，０００平方メート

ル以内のもの １８３，０００円

ウ 床面積の合計が２，０００平方メ

ートルを超え１０，０００平方メー

トル以内のもの ２０２，０００円

エ 床面積の合計が１０，０００平方

メートルを超え５０，０００平方メ

ートル以内のもの ２５５，０００円

オ 床面積の合計が５０，０００平方

メートルを超えるもの ４３３，０

００円

９～１８ 省略 ９～１８ 省略

１９ 建築基準法

第４４条第１項

第３号の規定

に基づく建築

の認定の申請

に対する審査

道路内

におけ

る建築

認定申

請手数

料

２８，０００円 １９ 建築基準法

第４４条第１項

第３号の規定

に基づく建築

の認定の申請

に対する審査

道路内

におけ

る建築

認定申

請手数

料

２７，０００円

２０～２６ 省略 ２０～２６ 省略

２７ 建築基準法

第５５条第２項

の規定に基づ

く建築物の高

さに関する特

例の認定の申

請に対する審

査

建築物

の高さ

の特例

認定申

請手数

料

２８，０００円 ２７ 建築基準法

第５５条第２項

の規定に基づ

く建築物の高

さに関する特

例の認定の申

請に対する審

査

建築物

の高さ

の特例

認定申

請手数

料

２７，０００円

２８・２９ 省略 ２８・２９ 省略

３０ 建築基準法

第５７条第１項

の規定に基づ

く建築物の高

さに関する制

限の適用除外

に係る認定の

申請に対する

審査

高架の

工作物

内に設

ける建

築物の

高さに

関する

制限の

適用除

外に係

る認定

申請手

数料

２８，０００円 ３０ 建築基準法

第５７条第１項

の規定に基づ

く建築物の高

さに関する制

限の適用除外

に係る認定の

申請に対する

審査

高架の

工作物

内に設

ける建

築物の

高さに

関する

制限の

適用除

外に係

る認定

申請手

数料

２７，０００円
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３０の２～３３の５

省略

３０の２～３３の５

省略

３３の６ 建築基

準法第６８条第

５項の規定に

基づく建築物

の高さに関す

る制限の適用

除外に係る認

定の申請に対

する審査

景観地

区にお

ける建

築物の

高さに

関する

制限の

適用除

外に係

る認定

申請手

数料

２８，０００円 ３３の６ 建築基

準法第６８条第

５項の規定に

基づく建築物

の高さに関す

る制限の適用

除外に係る認

定の申請に対

する審査

景観地

区にお

ける建

築物の

高さに

関する

制限の

適用除

外に係

る認定

申請手

数料

２７，０００円

３４ 建築基準法

第６８条の３第

１項の規定に

基づく建築物

の容積率、同

条第２項の規

定に基づく建

築物の建ぺい

率、同条第３

項の規定に基

づく建築物の

高さ又は同条

第７項の規定

に基づく建築

物の用途地域

等における建

築に関する制

限の適用除外

に係る認定の

申請に対する

審査

再開発

等促進

区等の

区域に

おける

建築物

の容積

率、建

築物の

建ぺい

率、建

築物の

高さ又

は建築

物の用

途地域

等にお

ける建

築に関

する制

限の適

用除外

に係る

認定申

請手数

料

２８，０００円 ３４ 建築基準法

第６８条の３第

１項の規定に

基づく建築物

の容積率、同

条第２項の規

定に基づく建

築物の建ぺい

率、同条第３

項の規定に基

づく建築物の

高さ又は同条

第７項の規定

に基づく建築

物の用途地域

等における建

築に関する制

限の適用除外

に係る認定の

申請に対する

審査

再開発

等促進

区等の

区域に

おける

建築物

の容積

率、建

築物の

建ぺい

率、建

築物の

高さ又

は建築

物の用

途地域

等にお

ける建

築に関

する制

限の適

用除外

に係る

認定申

請手数

料

２７，０００円

３５ 省略 ３５ 省略

３６ 建築基準法

第６８条の４の

規定に基づく

建築物の容積

率に関する制

限の適用除外

に係る認定の

申請に対する

審査

地区計

画等の

区域に

おける

公共施

設の整

備の状

況に応

じた建

築物の

容積率

２８，０００円 ３６ 建築基準法

第６８条の４の

規定に基づく

建築物の容積

率に関する制

限の適用除外

に係る認定の

申請に対する

審査

地区計

画等の

区域に

おける

公共施

設の整

備の状

況に応

じた建

築物の

容積率

２７，０００円
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に関す

る制限

の適用

除外に

係る認

定申請

手数料

に関す

る制限

の適用

除外に

係る認

定申請

手数料

３６の２ 建築基

準法第６８条の

５の２の規定

に基づく建築

物の容積率に

関する特例の

認定の申請に

対する審査

特定建

築物地

区整備

計画等

の区域

におけ

る建築

物の容

積率の

特例認

定申請

手数料

２８，０００円 ３６の２ 建築基

準法第６８条の

５の２の規定

に基づく建築

物の容積率に

関する特例の

認定の申請に

対する審査

特定建

築物地

区整備

計画等

の区域

におけ

る建築

物の容

積率の

特例認

定申請

手数料

２７，０００円

３７ 省略 ３７ 省略

３８ 建築基準法

第６８条の５の

５第１項の規

定に基づく建

築物の容積率

に関する制限

の適用除外に

係る認定の申

請に対する審

査

地区計

画等の

区域に

おける

建築物

の容積

率に関

する制

限の適

用除外

に係る

認定申

請手数

料

２８，０００円 ３８ 建築基準法

第６８条の５の

５第１項の規

定に基づく建

築物の容積率

に関する制限

の適用除外に

係る認定の申

請に対する審

査

地区計

画等の

区域に

おける

建築物

の容積

率に関

する制

限の適

用除外

に係る

認定申

請手数

料

２７，０００円

３９ 建築基準法

第６８条の５の

５第２項の規

定に基づく建

築物の各部分

の高さに関す

る制限の適用

除外に係る認

定の申請に対

する審査

地区計

画等の

区域に

おける

建築物

の各部

分の高

さに関

する制

限の適

用除外

に係る

認定申

請手数

料

２８，０００円 ３９ 建築基準法

第６８条の５の

５第２項の規

定に基づく建

築物の各部分

の高さに関す

る制限の適用

除外に係る認

定の申請に対

する審査

地区計

画等の

区域に

おける

建築物

の各部

分の高

さに関

する制

限の適

用除外

に係る

認定申

請手数

料

２７，０００円
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３９の２ 建築基

準法第６８条の

５の６の規定

に基づく建築

物の建ぺい率

に係る特例の

認定の申請に

対する審査

地区計

画等の

区域に

おける

建築物

の建築

面積の

特例認

定申請

手数料

２８，０００円 ３９の２ 建築基

準法第６８条の

５の６の規定

に基づく建築

物の建ぺい率

に係る特例の

認定の申請に

対する審査

地区計

画等の

区域に

おける

建築物

の建築

面積の

特例認

定申請

手数料

２７，０００円

４０～４５ 省略 ４０～４５ 省略

４６ 建築基準法

第８６条の６第

２項の規定に

基づく建築物

の容積率、建

ぺい率、外壁

の後退距離又

は高さに関す

る制限の適用

除外に係る認

定の申請に対

する審査

一団地

の住宅

施設に

関する

都市計

画に基

づく建

築物の

容積率

、建ぺ

い率、

外壁の

後退距

離又は

高さに

関する

制限の

適用除

外に係

る認定

申請手

数料

２８，０００円 ４６ 建築基準法

第８６条の６第

２項の規定に

基づく建築物

の容積率、建

ぺい率、外壁

の後退距離又

は高さに関す

る制限の適用

除外に係る認

定の申請に対

する審査

一団地

の住宅

施設に

関する

都市計

画に基

づく建

築物の

容積率

、建ぺ

い率、

外壁の

後退距

離又は

高さに

関する

制限の

適用除

外に係

る認定

申請手

数料

２７，０００円

４６の２ 建築基

準法第８６条の

８第１項の規

定に基づく工

事の全体計画

の認定の申請

に対する審査

既存建

築物の

工事の

全体計

画認定

申請手

数料

２８，０００円 ４６の２ 建築基

準法第８６条の

８第１項の規

定に基づく工

事の全体計画

の認定の申請

に対する審査

既存建

築物の

工事の

全体計

画認定

申請手

数料

２７，０００円

４６の３ 建築基

準法第８６条の

８第３項の規

定に基づく工

事の全体計画

の変更の認定

の申請に対す

る審査

既存建

築物の

工事の

全体計

画変更

認定申

請手数

料

２８，０００円 ４６の３ 建築基

準法第８６条の

８第３項の規

定に基づく工

事の全体計画

の変更の認定

の申請に対す

る審査

既存建

築物の

工事の

全体計

画変更

認定申

請手数

料

２７，０００円

４６の４ 建築基

準法施行令（

昭和２５年政令

建築物

の前面

道路又

２８，０００円 ４６の４ 建築基

準法施行令（

昭和２５年政令

建築物

の前面

道路又

２７，０００円
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第３３８号）第

１３１条の２第

２項の規定に

基づく建築物

の前面道路又

は同条第３項

の規定に基づ

く建築物の壁

面線若しくは

壁面の位置に

関する特例の

認定の申請に

対する審査

は建築

物の壁

面線若

しくは

壁面の

位置の

特例認

定申請

手数料

第３３８号）第

１３１条 の２第

２項の規定に

基づく建築物

の前面道路又

は同条第３項

の規定に基づ

く建築物の壁

面線若しくは

壁面の位置に

関する特例の

認定の申請に

対する審査

は建築

物の壁

面線若

しくは

壁面の

位置の

特例認

定申請

手数料

４７ 建築士法（

昭和２５年法律

第２０２号）第

５条第１項の

規定に基づく

二級建築士又

は木造建築士

の登録

二級建

築士又

は木造

建築士

登録手

数料

１９，４００円 ４７ 建築士法（

昭和２５年法律

第２０２号）第

５条第１項の

規定に基づく

二級建築士又

は木造建築士

の登録

二級建

築士又

は木造

建築士

登録手

数料

１９，２００円

４７の２ 建築士

法第５条第２

項に規定する

二級建築士免

許証又は木造

建築士免許証

の書換え交付

二級建

築士免

許証又

は木造

建築士

免許証

の書換

え交付

手数料

６，０００円 ４７の２ 建築士

法第５条第２

項に規定する

二級建築士免

許証又は木造

建築士免許証

の書換え交付

二級建

築士免

許証又

は木造

建築士

免許証

の書換

え交付

手数料

５，９００円

４７の３ 建築士

法第５条第２

項に規定する

二級建築士免

許証又は木造

建築士免許証

の再交付

二級建

築士免

許証又

は木造

建築士

免許証

の再交

付手数

料

６，０００円 ４７の３ 建築士

法第５条第２

項に規定する

二級建築士免

許証又は木造

建築士免許証

の再交付

二級建

築士免

許証又

は木造

建築士

免許証

の再交

付手数

料

５，９００円

４８～７６ 省略 ４８～７６ 省略

７７ 宅地造成等

規制法（昭和

３６年法 律 第

１９１号）第８

条第１項本文

の規定に基づ

く宅地造成に

関する工事の

許可の申請に

対する審査

宅地造

成に関

する工

事の許

可申請

手数料

次に掲げる宅地造成の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

�～� 省略

� 切土又は盛土をする土地の面

積が５，０００平方メートルを超え

１０，０００平方メートル以内のもの

６９，０００円

�・� 省略

� 切土又は盛土をする土地の面

積が４０，０００平方メートルを超え

７０，０００平方メートル以内のもの

２６０，０００円

�・� 省略

７７ 宅地造成等

規制法（昭和

３６年法 律 第

１９１号）第８

条第１項本文

の規定に基づ

く宅地造成に

関する工事の

許可の申請に

対する審査

宅地造

成に関

する工

事の許

可申請

手数料

次に掲げる宅地造成の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

�～� 省略

� 切土又は盛土をする土地の面

積が５，０００平方メートルを超え

１０，０００平方メートル以内のもの

６８，０００円

�・� 省略

� 切土又は盛土をする土地の面

積が４０，０００平方メートルを超え

７０，０００平方メートル以内のもの

２５０，０００円

�・� 省略
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７７の２～９０ 省

略

７７の２～９０ 省

略

９１ 都市計画法

第４３条の規定

に基づく建築

等の許可の申

請に対する審

査

開発許

可を受

けない

市街化

調整区

域内の

土地に

おける

建築等

許可申

請手数

料

次に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 敷地の面積が０．１ヘクタール未

満の場合 ７，１００円

�・� 省略

� 敷地の面積が０．６ヘクタール以

上１ヘクタール未満の場合

７１，０００円

� 敷地の面積が１ヘクタール以

上の場合 １００，０００円

９１ 都市計画法

第４３条の規定

に基づく建築

等の許可の申

請に対する審

査

開発許

可を受

けない

市街化

調整区

域内の

土地に

おける

建築等

許可申

請手数

料

次に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 敷地の面積が０．１ヘクタール未

満の場合 ７，０００円

�・� 省略

� 敷地の面積が０．６ヘクタール以

上１ヘクタール未満の場合

７０，０００円

� 敷地の面積が１ヘクタール以

上の場合 ９９，０００円

９２～１０１の４

省略

９２～１０１の４

省略

１０１の５ 長 期

優良住宅の普

及の促進に関

する法律（平

成２０年法律第

８７号）第５条

第１項から第

３項までの規

定に基づく長

期優良住宅建

築等計画の認

定の申請に対

する審査

長期優

良住宅

建築等

計画認

定申請

手数料

次に掲げる当該申請を行う者の区

分に応じ、それぞれ次に定める金

額（当該金額に１００円未満の端数が

あるときは、これを四捨五入す

る。）

� 長期優良住宅建築等計画が建

築基準法第６条第１項に規定す

る建築基準関係規定に適合する

かどうかの審査を申し出ない者

次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 長期優良住宅の普及の促進

に関する法律第６条第１項各

号に掲げる基準の適合性に関

し、住宅の品質確保の促進等

に関する法律（平成１１年法律

第８１号）第５条第１項に規定

する登録住宅性能評価機関の

認定がある場合 次に掲げる

住宅の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

�・� 省略

� 共同住宅等（共同住宅、

長屋その他１戸建ての住宅

以外の住宅をいう。以下こ

の項において同じ。） １

戸につき次に掲げる共同住

宅等の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額を同時に申

請する住戸の数で除して得

た金額

ａ 総戸数が２以上５以下

の共同住宅等 ２３，０００円

ｂ 総戸数が６以上１０以下

の共同住宅等 ３７，９００円

１０１の５ 長 期

優良住宅の普

及の促進に関

する法律（平

成２０年法律第

８７号）第５条

第１項から第

３項までの規

定に基づく長

期優良住宅建

築等計画の認

定の申請に対

する審査

長期優

良住宅

建築等

計画認

定申請

手数料

次に掲げる当該申請を行う者の区

分に応じ、それぞれ次に定める金

額（当該金額に１００円未満の端数が

あるときは、これを四捨五入す

る。）

� 長期優良住宅建築等計画が建

築基準法第６条第１項に規定す

る建築基準関係規定に適合する

かどうかの審査を申し出ない者

次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 長期優良住宅の普及の促進

に関する法律第６条第１項各

号に掲げる基準の適合性に関

し、住宅の品質確保の促進等

に関する法律（平成１１年法律

第８１号）第５条第１項に規定

する登録住宅性能評価機関の

認定がある場合 次に掲げる

住宅の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

�・� 省略

� 共同住宅等（共同住宅、

長屋その他１戸建ての住宅

以外の住宅をいう。以下こ

の項において同じ。） １

戸につき次に掲げる共同住

宅等の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額を同時に申

請する住戸の数で除して得

た金額

ａ 総戸数が２以上５以下

の共同住宅等 ２２，９００円

ｂ 総戸数が６以上１０以下

の共同住宅等 ３７，７００円
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ｃ 総戸数が１１以上２５以下

の共同住宅等 ６７，７００円

ｄ 総戸数が２６以上５０以下

の共同住宅等 １０２，４００円

ｅ 総戸数が５１以上１００以下

の共同住宅等 １６４，１００円

ｆ 総戸数が１０１以上２００以

下の共同住宅等 ２５６，４００

円

ｇ 総戸数が２０１以上の共同

住宅等 ３１３，８００円

イ その他の場合 次に掲げる

住宅の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

� １戸建ての専用住宅

５１，３００円

� １戸建ての併用住宅

５１，３００円

� 共同住宅等 １戸につき

次に掲げる共同住宅等の区

分に応じ、それぞれ次に定

める額を同時に申請する住

戸の数で除して得た金額

ａ 総戸数が２以上５以下

の共同住宅等 １２０，７００円

ｂ 総戸数が６以上１０以下

の共同住宅等 １９２，５００円

ｃ 総戸数が１１以上２５以下

の共同住宅等 ３８５，７００円

ｄ 総戸数が２６以上５０以下

の共同住宅等 ６７７，１００円

ｅ 総戸数が５１以上１００以下

の共同住宅等 １，１６２，２００

円

ｆ 総戸数が１０１以上２００以

下の共同住宅等 ２，１２６，３

００円

ｇ 総戸数が２０１以上の共同

住宅等 ３，０２５，９００円

� 省略

ｃ 総戸数が１１以上２５以下

の共同住宅等 ６７，２００円

ｄ 総戸数が２６以上５０以下

の共同住宅等 １０１，９００円

ｅ 総戸数が５１以上１００以下

の共同住宅等 １６３，３００円

ｆ 総戸数が１０１以上２００以

下の共同住宅等 ２５５，６００

円

ｇ 総戸数が２０１以上の共同

住宅等 ３１３，０００円

イ その他の場合 次に掲げる

住宅の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

� １戸建ての専用住宅

５１，２００円

� １戸建ての併用住宅

５１，２００円

� 共同住宅等 １戸につき

次に掲げる共同住宅等の区

分に応じ、それぞれ次に定

める額を同時に申請する住

戸の数で除して得た金額

ａ 総戸数が２以上５以下

の共同住宅等 １２０，６００円

ｂ 総戸数が６以上１０以下

の共同住宅等 １９２，３００円

ｃ 総戸数が１１以上２５以下

の共同住宅等 ３８５，２００円

ｄ 総戸数が２６以上５０以下

の共同住宅等 ６７６，６００円

ｅ 総戸数が５１以上１００以下

の共同住宅等 １，１６１，４００

円

ｆ 総戸数が１０１以上２００以

下の共同住宅等 ２，１２５，５

００円

ｇ 総戸数が２０１以上の共同

住宅等 ３，０２５，１００円

� 省略

１０１の６～１０２

省略

１０１の６～１０２

省略

備考 省略 備考 省略

６ その他の手数料 ６ その他の手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～２１ 省略 １～２１ 省略

２２ 旅行業法施

行令（昭和４６

年政令第３３８

号）第５条第

１項の規定に

旅行業

登録申

請手数

料

２４，０００円 ２２ 旅行業法施

行令（昭和４６

年政令第３３８

号）第５条第

１項の規定に

旅行業

登録申

請手数

料

２３，０００円
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（家畜保健衛生所使用料及び手数料条例の一部改正）

第２条 家畜保健衛生所使用料及び手数料条例（昭和２５年愛媛県条例第４０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第２条 第１条の規定による使用料は、次の通りとする。 第２条 第１条の規定による使用料は、次の通りとする。

番 号 種 別 回数 料金 摘 要 番 号 種 別 回数 料金 摘 要

１～４ 省略

５ 試験研究用器具 １ ６０

１～４ 省略

５ 試験研究用器具 １ ５０

２ 省略 ２ 省略

（愛媛県立衛生環境研究所使用料条例の一部改正）

第３条 愛媛県立衛生環境研究所使用料条例（昭和２７年愛媛県条例第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（使用料の額）

第２条 愛媛県立衛生環境研究所管理条例（昭和２７年愛媛県条例第

９号。以下「管理条例」という。）第２条第１項及び第２項の規

定による試験等の依頼については、次の各号の範囲内で知事の定

める使用料を納めなければならない。ただし、急速に施行を必要

（使用料の額）

第２条 愛媛県立衛生環境研究所管理条例（昭和２７年愛媛県条例第

９号。以下「管理条例」という。）第２条第１項及び第２項の規

定による試験等の依頼については、次の各号の範囲内で知事の定

める使用料を納めなければならない。ただし、急速に施行を必要

基づく旅行業

法（昭和２７年

法律第２３９号

）第３条に規

定する旅行業

の登録の申請

に対する審査

基づく旅行業

法（昭和２７年

法律第２３９号

）第３条に規

定する旅行業

の登録の申請

に対する審査

２３～３１ 省略 ２３～３１ 省略

３２ 職業能力開

発促進法施行

令（昭和４４年

政令第２５８号

）第３条第１

号の規定に基

づく技能検定

試験の実施

技能検

定試験

手数料

� 実技試験 １７，９００円を超えな

い範囲内において規則で定める

金額

� 省略

３２ 職業能力開

発促進法施行

令（昭和４４年

政令第２５８号

）第３条第１

号の規定に基

づく技能検定

試験の実施

技能検

定試験

手数料

� 実技試験 １６，５００円を超えな

い範囲内において規則で定める

金額

� 省略

３３～６０ 省略 ３３～６０ 省略

６１ 鳥獣の保護

及び狩猟の適

正化に関する

法律第５１条第

１項の規定に

基づく狩猟免

許の更新の申

請に対する審

査

狩猟免

許更新

申請手

数料

２，９００円 ６１ 鳥獣の保護

及び狩猟の適

正化に関する

法律第５１条第

１項の規定に

基づく狩猟免

許の更新の申

請に対する審

査

狩猟免

許更新

申請手

数料

２，８００円

６２～６４ 省略 ６２～６４ 省略

備考 省略 備考 省略
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とするものはその３倍額、特別の費用を要するものはその実費と

する。

� 鉱泉の分析 １件につき ６６，２２０円

� その他試験、検査料 １件につき ３６，７２０円

� 省略

２ 省略

第３条 管理条例第２条第３項の規定による施設の使用について

は、次の各号の範囲内で知事の定める使用料を納めなければなら

ない。

� 研究室 １月 ５，２３０円

� 会議室 １回 ５１０円

� その他の施設 １回 １，０３０円

２・３ 省略

とするものはその３倍額、特別の費用を要するものはその実費と

する。

� 鉱泉の分析 １件につき ６４，３９０円

� その他試験、検査料 １件につき ３５，９５０円

� 省略

２ 省略

第３条 管理条例第２条第３項の規定による施設の使用について

は、次の各号の範囲内で知事の定める使用料を納めなければなら

ない。

� 研究室 １月 ５，０９０円

� 会議室 １回 ５００円

� その他の施設 １回 １，０１０円

２・３ 省略

（愛媛県港湾管理条例の一部改正）

第４条 愛媛県港湾管理条例（昭和２８年愛媛県条例第４７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第９条の２、別表第２、別表第３関係）

占 用 料

省略

注１ 占用期間が１月未満のものにあつては、この表の規定に

かかわらず、同表に規定する金額に１０３分の１０８を乗じて得

た額（１円未満切捨て）を同表に規定する金額とする。

２～６ 省略

別表第３（第９条の２関係）

土 砂 採 取 料

別表第１（第９条の２、別表第２、別表第３関係）

占 用 料

省略

注１ 占用期間が１月未満のものにあつては、この表の規定に

かかわらず、同表に規定する金額に１０３分の１０５を乗じて得

た額（１円未満切捨て）を同表に規定する金額とする。

２～６ 省略

別表第３（第９条の２関係）

土 砂 採 取 料

種 目 単 位 金額 摘 要 種 目 単 位 金額 摘 要

省略 省略

かき込砂利 １立方メートルにつき ４３円 かき込砂利 １立方メートルにつき ４２円

砂・砂利 １立方メートルにつき ５５円 砂・砂利 １立方メートルにつき ５３円

栗石・玉石 １立方メートルにつき ５５円 省略 栗石・玉石 １立方メートルにつき ５３円 省略

注 省略

別表第４（第１０条関係）

１ 係留施設占用料

注 省略

別表第４（第１０条関係）

１ 係留施設占用料

占用目的 単 位
金 額

占用目的 単 位
金 額

重要港湾 地方港湾 重要港湾 地方港湾

荷役機械その他の

工作物の設置

１平方メートル

１年につき
８１３．２円 ４０６．６円

荷役機械その他の

工作物の設置

１平方メートル

１年につき
７９０．７円 ３９５．３円

省略 省略

２ 野積場占用料 ２ 野積場占用料

占用目的 単 位
金 額

占用目的 単 位
金 額

重要港湾 地方港湾 重要港湾 地方港湾

上屋、倉庫その他

の工作物の設置

１平方メートル

１年につき
５４２．２円 ２７１円

上屋、倉庫その他

の工作物の設置

１平方メートル

１年につき
５２７．２円 ２６３．５円

省略 省略
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３ その他の港湾施設占用料 ３ その他の港湾施設占用料

占用目的 単 位
金 額

占用目的 単 位
金 額

重要港湾 地方港湾 重要港湾 地方港湾

上屋、倉庫その他

の工作物の設置

１平方メートル

１年につき
１，０１６．６円 ６０９．９円

上屋、倉庫その他

の工作物の設置

１平方メートル

１年につき
９８８．４円 ５９３円

荷役機械の設置
１平方メートル

１年につき
１，１２９．７円 ７３４．１円 荷役機械の設置

１平方メートル

１年につき
１，０９８．４円 ７１３．８円

省略 省略

貯炭場
１平方メートル

１年につき
５０８．３円 ３６１．４円 貯炭場

１平方メートル

１年につき
４９４．２円 ３５１．４円

貯木場

陸地
１平方メートル

１年につき
５０８．３円 ３６１．４円

貯木場

陸地
１平方メートル

１年につき
４９４．２円 ３５１．４円

海面
１平方メートル

１年につき
２５９．８円 ２０８．８円 海面

１平方メートル

１年につき
２５２．６円 ２０３．１円

注 １ 占用期間が１月未満の電柱類の設置及び管類の埋設置

にあつては、１の表から３の表までの規定にかかわら

ず、これらの表に規定する金額に１．０８を乗じて得た額

（１０銭未満切捨て）をこれらの表に規定する金額とす

る。

２～６ 省略

別表第５（第１０条関係）

１ 係留施設使用料

注 １ 占用期間が１月未満の電柱類の設置及び管類の埋設置

にあつては、１の表から３の表までの規定にかかわら

ず、これらの表に規定する金額に１．０５を乗じて得た額

（１０銭未満切捨て）をこれらの表に規定する金額とす

る。

２～６ 省略

別表第５（第１０条関係）

１ 係留施設使用料

種 別 区 分 単 位
金 額

種 別 区 分 単 位
金 額

重要港湾 地方港湾 重要港湾 地方港湾

省略 省略

省略 省略

桟橋入場

料

１３歳以上の

者

１人１月に

つき

（月ぎめに

限る。）

６７７．７円 ６７７．７円

桟橋入場

料

１３歳以上の

者

１人１月に

つき

（月ぎめに

限る。）

６５８．９円 ６５８．９円

省略 省略

省略 省略

プレジャ

ーボート

係留施設

使用料

１隻１月に

つき
３，１４５．６円 ３，１４５．６円

プレジャ

ーボート

係留施設

使用料

１隻１月に

つき
３，０５８．２円 ３，０５８．２円

可動橋使

用料

省略

可動橋使

用料

省略

不定期船

総トン数１

トン１回２４

時間までご

とにつき

４．６円

（４．３円）

４．６円

（４．３円）
不定期船

総トン数１

トン１回２４

時間までご

とにつき

４．５円

（４．３円）

４．５円

（４．３円）

省略 省略

貨物通過

料

１トンにつ

き

２２．５円

（２０．９円）

１６．８円

（１５．６円）

貨物通過

料

１トンにつ

き

２１．９円

（２０．９円）

１６．３円

（１５．６円）

２ その他の港湾施設使用料 ２ その他の港湾施設使用料

港湾施設 区 分 単 位
金 額

港湾施設 区 分 単 位
金 額

重要港湾 地方港湾 重要港湾 地方港湾
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野 積 場

省略

野 積 場

省略

未舗装

１平方メー

トル１日に

つき

２．８円 省略 未舗装

１平方メー

トル１日に

つき

２．７円 省略

上 屋

旅 客 上 屋

（専用利用

の場合に限

る。）

１平方メー

トル１月に

つき（月ぎ

めに限る。）

３７８円

上 屋

旅 客 上 屋

（専用利用

の場合に限

る。）

１平方メー

トル１月に

つき（月ぎ

めに限る。）

３６７．５円

１平方メー

トル１日に

つき

３２．４円

１平方メー

トル１日に

つき

３１．５円

荷さばき上

屋

１平方メー

トル１日に

つき

１２．６円
荷さばき上

屋

１平方メー

トル１日に

つき

１２．３円

省略 省略

軌道走行

式荷役機

械

ガントリー

クレーン

３０分までご

とにつき
２６，４３３円

軌道走行

式荷役機

械

ガントリー

クレーン

３０分までご

とにつき
２５，６９９円

移動式荷

役機械

ホイールク

レーン

３０分までご

とにつき
１０，４８５円

移動式荷

役機械

ホイールク

レーン

３０分までご

とにつき
１０，１９４．１円

クローラク

レーン

３０分までご

とにつき
６，５２２円

トランスフ

ァークレー

ン

１時間まで

ごとにつき
１０，０２６円

トランスフ

ァークレー

ン

１時間まで

ごとにつき
９，７４８円

フォークリ

フト

（最大荷重

が１０トンを

超えるもの）

１時間まで

ごとにつき
７，８６４円

フォークリ

フト

（最大荷重

が１０トンを

超えるもの）

１時間まで

ごとにつき
７，６４５．６円

フォークリ

フト

（最大荷重

が１０トン以

下のもの）

１時間まで

ごとにつき
４，２１７円

フォークリ

フト

（最大荷重

が１０トン以

下のもの）

１時間まで

ごとにつき
４，１００円

照明設備

コンテナヤ

ード内照明

塔

１基１時間

までごとに

つき

３１３．７円 照明設備

コンテナヤ

ード内照明

塔

１基１時間

までごとに

つき

３０５円

電源設備

冷凍コンテ

ナ用電源設

備

１キロワッ

ト時までご

とにつき

３９．６円 電源設備

冷凍コンテ

ナ用電源設

備

１キロワッ

ト時までご

とにつき

３８．５円

船舶給水

施設

１回１立方

メートルま

でごとにつ

き

５７４．９円
船舶給水

施設

１回１立方

メートルま

でごとにつ

き

５５９円

管 理 棟

１平方メー

トル１月に

つき（月ぎ

めに限る。）

２，１９０．８円 管 理 棟

１平方メー

トル１月に

つき（月ぎ

めに限る。）

２，１３０円
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（愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例の一部改正）

第５条 愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例（昭和３０年愛媛県条例第２６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係）

使用料

別表（第３条関係）

使用料

区 分 種 別 単 位 金 額 区 分 種 別 単 位 金 額

技術開発関係 機械金属用機器 １時間 ２，５９０円 技術開発関係 機械金属用機器 １時間 ２，５２０円

電子用機器 １時間 ９７０ 電子用機器 １時間 ９４０

化学用機器 １時間 １，８３０ 化学用機器 １時間 １，７８０

食品産業関係 食品加工用機器 １時間又は

１回

２，５９０ 食品産業関係 食品加工用機器 １時間又は

１回

２，５２０

窯業関係 焼成がま及び炉 １回 ７，５６０ 窯業関係 焼成がま及び炉 １回 ７，３５０

窯業用機器 １時間又は

１回

３，５６０ 窯業用機器 １時間又は

１回

３，４６０

繊維産業関係 染織用機器 １時間 １，１８０ 繊維産業関係 染織用機器 １時間 １，１５０

紙産業関係 共同研究室 １平方メー

トル１月

１，１９０ 紙産業関係 共同研究室 １平方メー

トル１月

１，１６０

研修室 １時間 ２，０１０ 研修室 １時間 １，９６０

省略 省略

製紙用機器 １時間 １２，７４０ 製紙用機器 １時間 １２，３９０

駐 車 場

専

用

利

用

以

外

の

場

合

省略

駐 車 場

専

用

利

用

以

外

の

場

合

省略

駐車時間

が６時間

を超え１２

時間以内

の場合

１台１回に

つき
７２０円

駐車時間

が６時間

を超え１２

時間以内

の場合

１台１回に

つき
７００円

駐車時間

が１２時間

を超え２４

時間以内

の場合

１台１回に

つき
１，０３０円

駐車時間

が１２時間

を超え２４

時間以内

の場合

１台１回に

つき
１，０００円

省略 省略

専用利用の

場合

１台１月に

つき（月ぎ

めに限る。）

５，１４０円
専用利用の

場合

１台１月に

つき（月ぎ

めに限る。）

５，０００円

注 省略

別表第６（第１０条関係）

注 省略

別表第６（第１０条関係）

施 設 単 位 金 額 施 設 単 位 金 額

鉄骨貨物上屋
１平方メートル

１日につき
６．０円 鉄骨貨物上屋

１平方メートル

１日につき
５．９円

鉄筋コンクリート貨物上屋
１平方メートル

１日につき
８．９円 鉄筋コンクリート貨物上屋

１平方メートル

１日につき
８．７円

松山港今出地区水面貯木場
１平方メートル

１月につき
１５．９円 松山港今出地区水面貯木場

１平方メートル

１月につき
１５．５円

注 省略 注 省略
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紙加工用機器 １時間 ７，８８０ 紙加工用機器 １時間 ７，６６０

物理試験用機器 １時間 １，８３０ 物理試験用機器 １時間 １，７８０

化学試験用機器 １時間 １，７２０ 化学試験用機器 １時間 １，６８０

研修用機器 １時間 ４３０ 研修用機器 １時間 ４２０

手数料 手数料

区 分 種 別 単 位 金 額 区 分 種 別 単 位 金 額

技術開発関係 試験

図案調製等

１件

１件

９，９３０円

３１，１００

技術開発関係 試験

図案調製等

１件

１件

９，６６０円

３０，２４０

食品産業関係 試験 １件 １４，０４０ 食品産業関係 試験 １件 １３，６５０

窯業関係 試験

はい土、ゆう薬顔料

等調整及び加工

図案調製

１件

１件

１件

２８，６２０

２６，６７０

３１，３２０

窯業関係 試験

はい土、ゆう薬顔料

等調整及び加工

図案調製

１件

１件

１件

２７，８２０

２５，９３０

３０，４５０

繊維産業関係 試験

染織整理等試作加工

図案調製

１件

１件

１件

３，３４０

３３，１５０

２９，４８０

繊維産業関係 試験

染織整理等試作加工

図案調製

１件

１件

１件

３，２５０

３２，２３０

２８，６６０

紙産業関係 試験 １件 １０，９００ 紙産業関係 試験 １件 １０，６００

共通 分析

省略

１成分 １９，２２０ 共通 分析

省略

１成分 １８，６９０

（愛媛県漁港管理条例の一部改正）

第６条 愛媛県漁港管理条例（昭和３３年愛媛県条例第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第１４条関係）

土 砂 採 取 料 等

別表第２（第１４条関係）

土 砂 採 取 料 等

区 分 種 目
単 位

料 金 摘 要 区 分 種 目
単 位

料 金 摘 要
期間 数 量 期間 数 量

円 円

土砂採取料 省略 土砂採取料 省略

かき込砂利 同 ４３ かき込砂利 同 ４２

砂・砂利 同 ５５ 砂・砂利 同 ５３

栗石・玉石 同 ５５ 省略 栗石・玉石 同 ５３ 省略

省略 省略

注 省略 注 省略

（愛媛県家畜種付手数料条例の一部改正）

第７条 愛媛県家畜種付手数料条例（昭和３３年愛媛県条例第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（手数料の額）

第３条 手数料は、次に掲げる金額をこえない範囲内において知事

が定める額とする。

（手数料の額）

第３条 手数料は、次に掲げる金額をこえない範囲内において知事

が定める額とする。

畜種 精 液 料 注 入 料 自然種

付料

畜種 精 液 料 注 入 料 自然種

付料
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乳牛 １回につき １，５２０円 乳牛 １回につき １，４８０円

和牛 １回につき １，５２０円 和牛 １回につき １，４８０円

馬 １回につき １，５２０円 馬 １回につき １，４８０円

豚 １回につき １，０４０円 １回につき １，５２０円 省略 豚 １回につき １，０１０円 １回につき １，４８０円 省略

めん羊 １回につき １，５２０円 めん羊 １回につき １，４８０円

山羊 １回につき １，５２０円 山羊 １回につき １，４８０円

（愛媛県立都市公園条例の一部改正）

第８条 愛媛県立都市公園条例（昭和３４年愛媛県条例第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（利用料金の額）

第１５条の１１ 省略

２ 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる管理公園の附属設

備の利用料金の額は、当該各号に定める額とする。

�～� 省略

� シャワー、コインロッカーその他の附属設備 １回につき

５，１４０円の範囲内で指定管理者が定める額

３・４ 省略

別表１（第７条、第１５条の５、第１５条の７、第１５条の８、第１５条の

１１関係）

有料公園施設の利用料金

（利用料金の額）

第１５条の１１ 省略

２ 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる管理公園の附属設

備の利用料金の額は、当該各号に定める額とする。

�～� 省略

� シャワー、コインロッカーその他の附属設備 １回につき

５，０００円の範囲内で指定管理者が定める額

３・４ 省略

別表１（第７条、第１５条の５、第１５条の７、第１５条の８、第１５条の

１１関係）

有料公園施設の利用料金

都市公園名 種 類 単 位 金 額 都市公園名 種 類 単 位 金 額

道後公園 球戯場 省略 道後公園 球戯場 省略

終日 １，５５０円 終日 １，５１０円

省略 省略

総合運動公園 陸上競技場 １日につき ２９，７１０円 総合運動公園 陸上競技場 １日につき ２８，８９０円

補助競技場 １日につき ７，５３０円 補助競技場 １日につき ７，３３０円

体育館 １日につき ４１，１９０円 体育館 １日につき ４０，０５０円

補助体育館 １日につき １２，２６０円 補助体育館 １日につき １１，９２０円

テニスコート １面１日につき ２，３１０円 テニスコート １面１日につき ２，２５０円

球技場 １日につき ９，９００円 球技場 １日につき ９，６３０円

多目的広場 １日につき ３，７４０円 多目的広場 １日につき ３，６４０円

自由広場 １日につき ３，７４０円 自由広場 １日につき ３，６４０円

相撲場 １日につき ５，６４０円 相撲場 １日につき ５，４９０円

弓道場 １日につき １４，６２０円 弓道場 １日につき １４，２２０円

とべ動物園 入園料 ４６０円 とべ動物園 入園料 ４５０円

１人１回につき １人１回につき

駐車場 １台１回につき １，１７０円 駐車場 １台１回につき １，１４０円

第１号南予レ

クリエーショ

ン都市公園

省略 第１号南予レ

クリエーショ

ン都市公園

省略

ローラースケ

ート場

入場料 ４６０円 ローラースケ

ート場

入場料 ４５０円

１人１回につき １人１回につき

イベント広場 １日につき ３，７４０円 イベント広場 １日につき ３，６４０円

オートキャン

プ場

１区画１回につき ９，７２０円 オートキャン

プ場

１区画１回につき ９，４５０円
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第３号南予レ

クリエーショ

ン都市公園

野球場 １日につき １４，６２０円 第３号南予レ

クリエーショ

ン都市公園

野球場 １日につき １４，２２０円

テニスコート １面１日につき ２，３１０円 テニスコート １面１日につき ２，２５０円

多目的広場 １日につき ７，５３０円 多目的広場 １日につき ７，３３０円

屋内運動場 １日につき ７，０３０円 屋内運動場 １日につき ６，８４０円

球技広場 １日につき ７，５３０円 球技広場 １日につき ７，３３０円

省略 省略

宇和海展望タ

ワー

１人１回につき ６２０円 宇和海展望タ

ワー

１人１回につき ６１０円

第４号南予レ

クリエーショ

ン都市公園

ゴーカート場 レンタルゴーカート ４６０円 第４号南予レ

クリエーショ

ン都市公園

ゴーカート場 レンタルゴーカート ４５０円

１台１周につき １台１周につき

入場料 ６，１７０円 入場料 ６，０００円

１人１回につき １人１回につき

テニスコート １面１日につき ２，３１０円 テニスコート １面１日につき ２，２５０円

第５号南予レ

クリエーショ

ン都市公園

御荘プール １人１回につき ６２０円 第５号南予レ

クリエーショ

ン都市公園

御荘プール １人１回につき ６１０円

省略 省略

注 省略

別表２（第１２条関係）

公園施設の設置等に係る使用料

１ 公園施設を設け、又は管理する場合

注 省略

別表２（第１２条関係）

公園施設の設置等に係る使用料

１ 公園施設を設け、又は管理する場合

区 分 単 位 金 額 備 考 区 分 単 位 金 額 備 考

省略 省略

県が設置する

公園施設を管

理する場合

１年につき 管理する公園施設及び

その敷地の財産価格に

１００分の３を乗じて得

た額に１０３分の１０８を乗

じて得た額以内

県が設置する

公園施設を管

理する場合

１年につき 管理する公園施設及び

その敷地の財産価格に

１００分の３を乗じて得

た額に１０３分の１０５を乗

じて得た額以内

２ 都市公園を占用し、又は都市公園において行為をする場合 ２ 都市公園を占用し、又は都市公園において行為をする場合

区 分 単 位 金 額 備 考 区 分 単 位 金 額 備 考

省略 省略

行商その他これに類する

行為をする場合

１人

１日につき

５４８円 行商その他これに類する

行為をする場合

１人

１日につき

５３３円

業として写

真を撮影す

る場合

球戯場以外の

有料公園施設

の区域

写真機１台

１月につき

２１９円 業として写

真を撮影す

る場合

球戯場以外の

有料公園施設

の区域

写真機１台

１月につき

２１３円

その他の区域 写真機１台

１年につき

３２９円 省略 その他の区域 写真機１台

１年につき

３２０円 省略

省略 省略

注 １ 球戯場以外の有料公園施設の区域における設置期間が

１月未満の公園施設の設置並びに占用期間が１月未満の

電柱その他これに類するもの、郵便差出箱、信書便差出

箱、公衆電話所及び標識の設置にあつては、第１号の表

及び第２号の表の規定にかかわらず、これらの表に規定

する金額に１０３分の１０８を乗じて得た額（１円未満切捨

て）をこれらの表に規定する金額とする。

２～５ 省略

注 １ 球戯場以外の有料公園施設の区域における設置期間が

１月未満の公園施設の設置並びに占用期間が１月未満の

電柱その他これに類するもの、郵便差出箱、信書便差出

箱、公衆電話所及び標識の設置にあつては、第１号の表

及び第２号の表の規定にかかわらず、これらの表に規定

する金額に１０３分の１０５を乗じて得た額（１円未満切捨

て）をこれらの表に規定する金額とする。

２～５ 省略
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（愛媛県農林水産研究所使用料条例の一部改正）

第９条 愛媛県農林水産研究所使用料条例（昭和３８年愛媛県条例第３７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係）

１ 分析等に係る使用料

別表（第２条関係）

１ 分析等に係る使用料

区 分 種 別 単 位 金 額 区 分 種 別 単 位 金 額

農業関係 土壌の定量分析 １件につき ４，４００円 農業関係 土壌の定量分析 １件につき ４，３００円

肥料の定量分析 １件につき ５，５００円 肥料の定量分析 １件につき ５，３００円

林業関係 木材の材質試験 １件につき ７，０００円 林業関係 木材の材質試験 １件につき ６，８００円

木材の強度試験 １件につき １９，３００円 木材の強度試験 １件につき １８，７００円

水の化学分析 １件につき １８，８００円 水の化学分析 １件につき １８，３００円

土壌物理性測定 １件につき １８，６００円 土壌物理性測定 １件につき １８，１００円

土質試験 １件につき １２，０００円 土質試験 １件につき １１，７００円

土壌養分分析 １件につき １２，５００円 土壌養分分析 １件につき １２，１００円

造林用苗木の品種分析 １件につき ３，１００円 造林用苗木の品種分析 １件につき ３，０００円

水産関係 養殖水産動植物の伝染

性疾病検査

１件につき ８２，０００円 水産関係 養殖水産動植物の伝染

性疾病検査

１件につき ８０，０００円

２ 施設の使用料 ２ 施設の使用料

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

林業研究センター研修室 １日につき ９，３００円 林業研究センター研修室 １日につき ９，１００円

（愛媛県道路占用料徴収条例の一部改正）

第１０条 愛媛県道路占用料徴収条例（昭和４３年愛媛県条例第２２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（占用料の額）

第２条 省略

２ 前項の規定にかかわらず、道路の占用のうち消費税法（昭和６３

年法律第１０８号）第６条第１項の規定により非課税とされるもの

を除く占用に係る占用料の額は、前項本文の規定により算定した

額（同項本文の規定により１００円とした場合にあつては、１００円と

する前の額）に１．０８を乗じて得た額（その額が１００円に満たない

場合にあつては、１００円）とする。ただし、同項ただし書の規定

により算定する場合にあつては、各年度の占用料の額に１．０８を乗

じて得た額（その額が１００円に満たない場合にあつては、１００円）

の合計額とする。

３ 知事は、次に掲げる占用物件に係る占用料について、特に必要

があると認めるときは、前２項の規定にかかわらず、これらの項

に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用

料を徴収しないことができる。

�

地方財政法（昭和２３年法律第１０９号）第６条に規定

する公営企業に係るもの

�～� 省略

別表（第２条関係）

（占用料の額）

第２条 省略

２ 前項の規定にかかわらず、道路の占用のうち消費税法（昭和６３

年法律第１０８号）第６条第１項の規定により非課税とされるもの

を除く占用に係る占用料の額は、前項本文の規定により算定した

額（同項本文の規定により１００円とした場合にあつては、１００円と

する前の額）に１．０５を乗じて得た額（その額が１００円に満たない

場合にあつては、１００円）とする。ただし、同項ただし書の規定

により算定する場合にあつては、各年度の占用料の額に１．０５を乗

じて得た額（その額が１００円に満たない場合にあつては、１００円）

の合計額とする。

３ 知事は、次に掲げる占用物件に係る占用料について、特に必要

があると認めるときは、前２項の規定にかかわらず、これらの項

に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用

料を徴収しないことができる。

� 法第３５条に規定する事業（道路法施行令（昭和２７年政令第

４７９号。以 下「令」と い う。）第１８条 に 規 定 す る も の を 除

く。）及び地方財政法（昭和２３年法律第１０９号）第６条に規定

する公営企業に係るもの

�～� 省略

別表（第２条関係）
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占 用 物 件

占 用 料

占 用 物 件

占 用 料

単位

所在地

単位

所在地

市の

区域

町の

区域

市の

区域

町の

区域

省略 省略

道路法施行令（昭和２７年政令第

４７９号。以下「令」という。）第

７条第１号に掲げる物件

省略 令

第

７条第１号に掲げる物件

省略

省略 省略

備考 省略 備考 省略

（愛媛県卸売市場条例の一部改正）

第１１条 愛媛県卸売市場条例（昭和４７年愛媛県条例第２５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（許可申請手数料）

第３６条 次の各号に掲げる許可を受けようとする者は、当該各号に

掲げる額の申請手数料を納付しなければならない。

� 法第１３条の５第１項又は第５５条の許可 ５，５８０円

� 法第５８条第１項の許可 ５，５８０円

（許可申請手数料）

第３６条 次の各号に掲げる許可を受けようとする者は、当該各号に

掲げる額の申請手数料を納付しなければならない。

� 法第１３条の５第１項又は第５５条の許可 ５，５５０円

� 法第５８条第１項の許可 ５，５５０円

（愛媛県飼料検定条例の一部改正）

第１２条 愛媛県飼料検定条例（昭和５２年愛媛県条例第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第４条関係）

飼料検定手数料

別表（第４条関係）

飼料検定手数料

品 目 手数料の額 品 目 手数料の額

配合飼料で飼料の安全性の確保及び

品質の改善に関する法律施行令（昭

和５１年政令第１９８号。以下「政令」と

いう。）第１条第１号又は第２号に

掲げる動物に使用されるもの

１件につき ４９，４００円

配合飼料で飼料の安全性の確保及び

品質の改善に関する法律施行令（昭

和５１年政令第１９８号。以下「政令」と

いう。）第１条第１号又は第２号に

掲げる動物に使用されるもの

１件につき ４９，１００円

配合飼料で政令第１条第４号に掲げ

る動物に使用されるもの
１件につき ３２，３００円

配合飼料で政令第１条第４号に掲げ

る動物に使用されるもの
１件につき ３２，１００円

とうもろこしと魚粉とを混合した飼

料
１件につき １６，５００円

とうもろこしと魚粉とを混合した飼

料
１件につき １６，４００円

フイツシユソリユブルをふすま、米

ぬか等に吸着させた飼料
１件につき ３８，６００円

フイツシユソリユブルをふすま、米

ぬか等に吸着させた飼料
１件につき ３８，３００円

魚粉 １件につき ２４，４００円 魚粉 １件につき ２４，２００円

フエザーミール １件につき ２９，７００円 フエザーミール １件につき ２９，６００円

備考 省略 備考 省略
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（興行場の構造設備の基準等に関する条例の一部改正）

第１３条 興行場の構造設備の基準等に関する条例（昭和５９年愛媛県条例第２０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（手数料）

第２１条 省略

２ 前項に規定する手数料（以下「手数料」という。）の額は、次

のとおりとする。

� 常設興行場に係る営業許可申請手数料 １件につき １４，３００

円

� 仮設興行場に係る営業許可申請手数料 １件につき ６，３００

円

３ 省略

（手数料）

第２１条 省略

２ 前項に規定する手数料（以下「手数料」という。）の額は、次

のとおりとする。

� 常設興行場に係る営業許可申請手数料 １件につき １４，２００

円

� 仮設興行場に係る営業許可申請手数料 １件につき ６，２００

円

３ 省略

（化製場等の構造設備の基準等に関する条例の一部改正）

第１４条 化製場等の構造設備の基準等に関する条例（昭和５９年愛媛県条例第２１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（手数料）

第９条 次の表の左欄に掲げる許可を受けようとする者は、当該右

欄に掲げる額の手数料（以下「手数料」という。）を当該許可の

申請の際に納付しなければならない。

（手数料）

第９条 次の表の左欄に掲げる許可を受けようとする者は、当該右

欄に掲げる額の手数料（以下「手数料」という。）を当該許可の

申請の際に納付しなければならない。

法第３条第１項の規定に基づく化製

場の設置の許可
１件につき １９，１８０円

法第３条第１項の規定に基づく化製

場の設置の許可
１件につき １９，０７０円

法第３条第１項（法第８条において

準用する場合を含む。）の規定に基

づく死亡獣畜取扱場（同条に規定す

る施設を含む。）の設置の許可

１件につき １２，０９０円

法第３条第１項（法第８条において

準用する場合を含む。）の規定に基

づく死亡獣畜取扱場（同条に規定す

る施設を含む。）の設置の許可

１件につき １２，０３０円

２ 省略 ２ 省略

（愛媛県の海を管理する条例の一部改正）

第１５条 愛媛県の海を管理する条例（平成７年愛媛県条例第５１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第１０条関係）

占 用 料

省略

備考

１ 期間が１月未満のものにあっては、この表の規定にかか

わらず、同表に規定する金額に１０３分の１０８を乗じて得た額

（１円未満切捨て）を同表に規定する金額とする。

２～５ 省略

別表第２（第１０条関係）

土 石 採 取 料

別表第１（第１０条関係）

占 用 料

省略

備考

１ 期間が１月未満のものにあっては、この表の規定にかか

わらず、同表に規定する金額に１０３分の１０５を乗じて得た額

（１円未満切捨て）を同表に規定する金額とする。

２～５ 省略

別表第２（第１０条関係）

土 石 採 取 料

種 目 単 位 料金 摘 要 種 目 単 位 料金 摘 要

省略 省略

かき込砂利 １立方メートル ４３円 かき込砂利 １立方メートル ４２円

砂・砂利 １立方メートル ５５円 砂・砂利 １立方メートル ５３円
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（愛媛県美術館使用料条例の一部改正）

第１６条 愛媛県美術館使用料条例（平成１０年愛媛県条例第２６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条、第５条関係） 別表（第２条、第５条関係）

種 別 単 位 金 額 種 別 単 位 金 額

省略 省略

施設使

用料

展示室 １室１日につき ２８，６００円

施設使

用料

展示室 １室１日につき ２７，８２０円

講堂 １日につき ７，６１０円 講堂 １日につき ７，４００円

研修室 １日につき ４，５５０円 研修室 １日につき ４，４３０円

県民ギャラリ

ー

全室使用 １日につき ５２，８６０円 県民ギャラリ

ー

全室使用 １日につき ５１，４６０円

単室使用 １室１日につき １４，６７０円 単室使用 １室１日につき １４，２７０円

特別利用料 １点１回につき ５，１４０円 特別利用料 １点１回につき ５，０００円

（食品衛生法施行条例の一部改正）

第１７条 食品衛生法施行条例（平成１２年愛媛県条例第１６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

栗石・玉石 １立方メートル ５５円 省略 栗石・玉石 １立方メートル ５３円 省略

省略 省略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

別表第６（第７条関係） 別表第６（第７条関係）

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１ 法第２６条第１項の規定

に基づく食品等の検査

食品等検

査手数料

食品、添加物並びに

器具及び容器包装の

検査の項目ごとに

４５，５１０円を超えない

範囲内において規則

で定める金額

１ 法第２６条第１項の規定

に基づく食品等の検査

食品等検

査手数料

食品、添加物並びに

器具及び容器包装の

検査の項目ごとに

４４，４２０円を超えない

範囲内において規則

で定める金額

２ 法第５２条第１項及び政

令第３５条の規定に基づく

飲食店営業の許可の申請

に対する審査

飲食店営

業許可申

請手数料

� 露天屋台に係る

もの ８，１００円

�・� 省略

２ 法第５２条第１項及び政

令第３５条の規定に基づく

飲食店営業の許可の申請

に対する審査

飲食店営

業許可申

請手数料

� 露天屋台に係る

もの ８，０００円

�・� 省略

３ 法第５２条第１項及び政

令第３５条の規定に基づく

喫茶店営業の許可の申請

に対する審査

喫茶店営

業許可申

請手数料

� 省略

� その他に係るも

の ９，７００円

３ 法第５２条第１項及び政

令第３５条の規定に基づく

喫茶店営業の許可の申請

に対する審査

喫茶店営

業許可申

請手数料

� 省略

� その他に係るも

の ９，６００円

４ 法第５２条第１項及び政

令第３５条の規定に基づく

菓子製造業の許可の申請

に対する審査

菓子製造

業許可申

請手数料

� 省略

� 今川焼のうちそ

の他に係るもの

９，３００円

� 省略

４ 法第５２条第１項及び政

令第３５条の規定に基づく

菓子製造業の許可の申請

に対する審査

菓子製造

業許可申

請手数料

� 省略

� 今川焼のうちそ

の他に係るもの

９，２００円

� 省略

５～９ 省略 ５～９ 省略
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（愛媛県河川流水占用料等徴収条例の一部改正）

第１８条 愛媛県河川流水占用料等徴収条例（平成１２年愛媛県条例第２６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係）

流 水 占 用 料

別表第１（第２条関係）

流 水 占 用 料

種 目 金 額 種 目 金 額

発電のための

流水占用料

河川法施行令第１８条第１項第３号の建設大臣

が定める額の件（昭和５０年８月建設省告示第

１１２５号）の表の上欄に掲げる発電所の区分に

応じ、それぞれ、年額として、同表の下欄に

掲げる式により算出した額に１０３分の１０８を乗

じて得た額

発電のための

流水占用料

河川法施行令第１８条第１項第３号の建設大臣

が定める額の件（昭和５０年８月建設省告示第

１１２５号）の表の上欄に掲げる発電所の区分に

応じ、それぞれ、年額として、同表の下欄に

掲げる式により算出した額に１０３分の１０５を乗

じて得た額

鉱工業のため

の流水占用料

使用水量毎秒１リットルにつき

年額 ３，２２０円

鉱工業のため

の流水占用料

使用水量毎秒１リットルにつき

年額 ３，１３０円

省略 省略

備考 省略

別表第２（第２条関係）

土 地 占 用 料

備考 省略

別表第２（第２条関係）

土 地 占 用 料

省略 省略

備考

１ 土地占用の期間が１月未満のものにあっては、この表の

規定にかかわらず、同表に規定する金額に１０３分の１０８を乗

じて得た額（１円未満切捨て）を同表に規定する金額とす

る。

２～６ 省略

備考

１ 土地占用の期間が１月未満のものにあっては、この表の

規定にかかわらず、同表に規定する金額に１０３分の１０５を乗

じて得た額（１円未満切捨て）を同表に規定する金額とす

る。

２～６ 省略

１０ 法第５２条第１項及び政

令第３５条の規定に基づく

集乳業の許可の申請に対

する審査

集乳業許

可申請手

数料

９，７００円 １０ 法第５２条第１項及び政

令第３５条の規定に基づく

集乳業の許可の申請に対

する審査

集乳業許

可申請手

数料

９，６００円

１１ 法第５２条第１項及び政

令第３５条の規定に基づく

乳類販売業の許可の申請

に対する審査

乳類販売

業許可申

請手数料

� 省略

� その他に係るも

の ９，７００円

１１ 法第５２条第１項及び政

令第３５条の規定に基づく

乳類販売業の許可の申請

に対する審査

乳類販売

業許可申

請手数料

� 省略

� その他に係るも

の ９，６００円

１２ 省略 １２ 省略

１３ 法第５２条第１項及び政

令第３５条の規定に基づく

食肉販売業の許可の申請

に対する審査

食肉販売

業許可申

請手数料

９，７００円 １３ 法第５２条第１項及び政

令第３５条の規定に基づく

食肉販売業の許可の申請

に対する審査

食肉販売

業許可申

請手数料

９，６００円

１４ 省略 １４ 省略

１５ 法第５２条第１項及び政

令第３５条の規定に基づく

魚介類販売業の許可の申

請に対する審査

魚介類販

売業許可

申請手数

料

９，７００円 １５ 法第５２条第１項及び政

令第３５条の規定に基づく

魚介類販売業の許可の申

請に対する審査

魚介類販

売業許可

申請手数

料

９，６００円

１６～３５ 省略 １６～３５ 省略

備考 省略 備考 省略
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別表第３（第２条関係）

土石採取料その他の河川産出物採取料

別表第３（第２条関係）

土石採取料その他の河川産出物採取料

種 目 金 額 摘 要 種 目 金 額 摘 要

土砂
１立方メートルにつき

４３円
土砂

１立方メートルにつき

４２円

かき込砂利
１立方メートルにつき

５５円
かき込砂利

１立方メートルにつき

５３円

砂・砂利
１立方メートルにつき

６５円
砂・砂利

１立方メートルにつき

６４円

省略 省略

川

石

こう長３０センチメー

トル以上６０センチメ

ートル未満のもの

１立方メートルにつき

１，６６０円
川

石

こう長３０センチメー

トル以上６０センチメ

ートル未満のもの

１立方メートルにつき

１，６１０円

こう長６０センチメー

トル以上のもの

１立方メートルにつき

３，３１０円

こう長６０センチメー

トル以上のもの

１立方メートルにつき

３，２２０円

省略 省略

備考 省略 備考 省略

（愛媛県海岸占用料等徴収条例の一部改正）

第１９条 愛媛県海岸占用料等徴収条例（平成１２年愛媛県条例第２８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係）

占 用 料

別表第１（第２条関係）

占 用 料

省略 省略

備考

１ 期間が１月未満のものにあっては、この表の規定にかか

わらず、同表に規定する金額に１０３分の１０８を乗じて得た額

（１円未満切捨て）を同表に規定する金額とする。

２～５ 省略

別表第２（第２条関係）

土 石 採 取 料

備考

１ 期間が１月未満のものにあっては、この表の規定にかか

わらず、同表に規定する金額に１０３分の１０５を乗じて得た額

（１円未満切捨て）を同表に規定する金額とする。

２～５ 省略

別表第２（第２条関係）

土 石 採 取 料

種 目 単 位 金 額 摘 要 種 目 単 位 金 額 摘 要

土砂 １立方メートル ４３円 土砂 １立方メートル ４２円

かき込砂利 １立方メートル ５５円 かき込砂利 １立方メートル ５３円

砂・砂利 １立方メートル ６５円 砂・砂利 １立方メートル ６４円

栗石・玉石 １立方メートル １１３円 省略 栗石・玉石 １立方メートル １１０円 省略

転

石

こう長３０センチメー

トル以上６０センチメ

ートル未満のもの

１立方メートル １，６５５円 転

石

こう長３０センチメー

トル以上６０センチメ

ートル未満のもの

１立方メートル １，６１０円

こう長６０センチメー

トル以上のもの
１立方メートル ３，３１２円

こう長６０センチメー

トル以上のもの
１立方メートル ３，２２０円

省略 省略

備考 省略 備考 省略

（愛媛県在宅介護研修センター使用料条例の一部改正）

第２０条 愛媛県在宅介護研修センター使用料条例（平成１６年愛媛県条例第１４号）の一部を次のように改正する。
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

省略 省略

備考 愛媛県在宅介護研修センター管理条例（平成１５年愛媛県

条例第６３号）第４条第１項の利用時間以外の時間にセンタ

ーを使用する場合は、１室１時間につき、次の表の左欄に

掲げる区分に応じ、当該右欄に定める額を別表に定める額

とする。

備考 愛媛県在宅介護研修センター管理条例（平成１５年愛媛県

条例第６３号）第４条第１項の利用時間以外の時間にセンタ

ーを使用する場合は、１室１時間につき、次の表の左欄に

掲げる区分に応じ、当該右欄に定める額を別表に定める額

とする。

区 分 金 額 区 分 金 額

研 修 室 ５６０円 研 修 室 ５５０円

和 室 ４２０円 和 室 ４１０円

（愛媛県男女共同参画センター管理条例の一部改正）

第２１条 愛媛県男女共同参画センター管理条例（平成１７年愛媛県条例第４９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第４条、第６条、第９条、第１０条、第１３条関係） 別表（第４条、第６条、第９条、第１０条、第１３条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

多目的ホール １時間につき ６，１５０円 多目的ホール １時間につき ５，９８０円

研修室 １時間につき ２，５９０円 研修室 １時間につき ２，５２０円

視聴覚室 １時間につき １，３９０円 視聴覚室 １時間につき １，３６０円

円卓会議室 １時間につき １，１１０円 円卓会議室 １時間につき １，０８０円

第１会議室 １時間につき １，２７０円 第１会議室 １時間につき １，２４０円

第２会議室 １時間につき ７８０円 第２会議室 １時間につき ７６０円

ワーキングルーム １時間につき １，２７０円 ワーキングルーム １時間につき １，２４０円

レクリエーション室 １時間につき ２，２４０円 レクリエーション室 １時間につき ２，１８０円

和室 １時間につき １，５６０円 和室 １時間につき １，５２０円

茶室 １時間につき ５１０円 茶室 １時間につき ５００円

作業室 １時間につき ４１０円 作業室 １時間につき ４００円

備考 省略 備考 省略

（愛媛県総合社会福祉会館管理条例の一部改正）

第２２条 愛媛県総合社会福祉会館管理条例（平成１７年愛媛県条例第５２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第１２条、第１３条関係） 別表第２（第１２条、第１３条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

多目的ホール １日につき ２１，７９０円 多目的ホール １日につき ２１，１９０円

研修室 １日につき １５，９１０円 研修室 １日につき １５，４７０円

視聴覚室 １日につき １０，６１０円 視聴覚室 １日につき １０，３２０円

会議室 １室１日につき １０，６１０円 会議室 １室１日につき １０，３２０円

円卓会議室 １日につき ７，７５０円 円卓会議室 １日につき ７，５４０円
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（ファミリーハウスあい管理条例の一部改正）

第２３条 ファミリーハウスあい管理条例（平成１７年愛媛県条例第５３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（利用料金の額）

第１１条 利用料金の額は、次の各号に掲げる利用の区分に応じ、当

該各号に定める額の範囲内で指定管理者が定める額とする。

� 宿泊室の宿泊利用 １室１人１泊につき ２，１００円

� 宿泊室の休憩利用 １室１人１回につき １，０５０円

２～４ 省略

（利用料金の額）

第１１条 利用料金の額は、次の各号に掲げる利用の区分に応じ、当

該各号に定める額の範囲内で指定管理者が定める額とする。

� 宿泊室の宿泊利用 １室１人１泊につき ２，０００円

� 宿泊室の休憩利用 １室１人１回につき １，０００円

２～４ 省略

（愛媛国際貿易センター管理条例の一部改正）

第２４条 愛媛国際貿易センター管理条例（平成１７年愛媛県条例第５９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第７条、第８条、第１１条関係） 別表第１（第７条、第８条、第１１条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

大展示場 １日につき ９０８，７６０円 大展示場 １日につき ８８３，５２０円

小展示場 １日につき ３８２，１８０円 小展示場 １日につき ３７１，５７０円

屋外展示場 １日につき １３２，１００円 屋外展示場 １日につき １２８，４４０円

会議室 １室１日につき ８６，８１０円 会議室 １室１日につき ８４，４００円

備考 省略

別表第２（第７条、第８条、第１１条関係）

備考 省略

別表第２（第７条、第８条、第１１条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

指定管理者が定める

附属設備及び備品
１点又は１式１日につき ２３，０６０円

指定管理者が定める

附属設備及び備品
１点又は１式１日につき ２２，４２０円

冷暖房設備 １時間につき ２５，４７０円 冷暖房設備 １時間につき ２４，７７０円

省略 省略

備考 省略 備考 省略

（愛媛県植物くん蒸所管理条例の一部改正）

第２５条 愛媛県植物くん蒸所管理条例（平成１７年愛媛県条例第６０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（使用料の額）

第１０条 使用料の額は、くん蒸庫１室の使用１回につき、１４，８１０円

の範囲内で規則で定める額とする。

（使用料の額）

第１０条 使用料の額は、くん蒸庫１室の使用１回につき、１４，４００円

の範囲内で規則で定める額とする。

（テクノプラザ愛媛管理条例の一部改正）

第２６条 テクノプラザ愛媛管理条例（平成１７年愛媛県条例第６１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第４条、第６条、第８条、第９条、第１２条関係） 別表第１（第４条、第６条、第８条、第９条、第１２条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

テクノホール １時間につき ６，０９０円 テクノホール １時間につき ５，９２０円

研修室 １室１時間につき ２，７１０円 研修室 １室１時間につき ２，６４０円
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会議室 １室１時間につき １，７２０円 会議室 １室１時間につき １，６８０円

備考 省略

別表第２（第４条－第６条、第８条、第９条、第１２条関係）

備考 省略

別表第２（第４条－第６条、第８条、第９条、第１２条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

共同研究室 １平方メートル１月につき １，８８０円 共同研究室 １平方メートル１月につき １，８３０円

インキュベー

ト・ルーム
１平方メートル１月につき １，８８０円

インキュベー

ト・ルーム
１平方メートル１月につき １，８３０円

創業準備室 １区画１月につき ５，１４０円 創業準備室 １区画１月につき ５，０００円

倉庫 １平方メートル１月につき ６２０円 倉庫 １平方メートル１月につき ６１０円

第２駐車場及び

第４駐車場
１台１月につき ３，１３０円

第２駐車場及び

第４駐車場
１台１月につき ３，０５０円

備考 省略 備考 省略

（愛媛県生活文化センター管理条例の一部改正）

第２７条 愛媛県生活文化センター管理条例（平成１７年愛媛県条例第７０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第８条、第１２条関係） 別表（第８条、第１２条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

大広間 １日につき ３１，７６０円 大広間 １日につき ３０，８８０円

洋室 １室１日につき １９，７００円 洋室 １室１日につき １９，１６０円

和室 １室１日につき ４，１１０円 和室 １室１日につき ４，０００円

備考１ 第４条の開所時間以外の時間に利用する場合の利用料

金の額は、１時間（利用時間に１時間未満の端数がある

とき、又は利用時間が１時間に満たないときは、１時間

とする。）につき、次の表に定める額の範囲内の額を加

算した額とする。

備考１ 第４条の開所時間以外の時間に利用する場合の利用料

金の額は、１時間（利用時間に１時間未満の端数がある

とき、又は利用時間が１時間に満たないときは、１時間

とする。）につき、次の表に定める額の範囲内の額を加

算した額とする。

区 分 金 額 区 分 金 額

大広間 ３，６２０円 大広間 ３，５２０円

洋室 ２，１５０円 洋室 ２，０９０円

和室 ４１０円 和室 ４００円

２ 省略 ２ 省略

（愛媛県県民文化会館管理条例の一部改正）

第２８条 愛媛県県民文化会館管理条例（平成１７年愛媛県条例第７１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第８条、第１２条関係） 別表（第８条、第１２条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

メインホール １日につき ５７８，７７０円 メインホール １日につき ５６２，７００円

サブホール １日につき ２５４，１６０円 サブホール １日につき ２４７，１００円

多目的ホール １日につき ８６８，１７０円 多目的ホール １日につき ８４４，０６０円

リハーサル室 １室１日につき １８，６５０円 リハーサル室 １室１日につき １８，１４０円

楽屋 １室１日につき ２，４００円 楽屋 １室１日につき ２，３４０円

会議室 １室１日につき １８０，３３０円 会議室 １室１日につき １７５，３３０円
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備考 第４条の開館時間以外の時間に利用する場合の利用料金

の額は、１時間（利用時間に１時間未満の端数があると

き、又は利用時間が１時間に満たないときは、１時間とす

る。）につき、次の表に定める額の範囲内の額を加算した

額とする。

備考 第４条の開館時間以外の時間に利用する場合の利用料金

の額は、１時間（利用時間に１時間未満の端数があると

き、又は利用時間が１時間に満たないときは、１時間とす

る。）につき、次の表に定める額の範囲内の額を加算した

額とする。

区 分 金 額 区 分 金 額

メインホール ８５，０８０円 メインホール ８２，７２０円

サブホール ３７，３５０円 サブホール ３６，３２０円

多目的ホール １０４，１７０円 多目的ホール １０１，２８０円

リハーサル室 ２，７３０円 リハーサル室 ２，６６０円

省略 省略

会議室 ２５，９６０円 会議室 ２５，２４０円

（愛媛県武道館管理条例の一部改正）

第２９条 愛媛県武道館管理条例（平成１７年愛媛県条例第７２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第８条、第１２条関係） 別表（第８条、第１２条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

主道場 １日につき ９１９，８５０円 主道場 １日につき ８９４，３００円

柔道場 １日につき ６６，６５０円 柔道場 １日につき ６４，８００円

剣道場 １日につき ６６，６５０円 剣道場 １日につき ６４，８００円

副道場 １日につき ３６，３００円 副道場 １日につき ３５，３００円

会議室 １室１時間につき １，５４０円 会議室 １室１時間につき １，５００円

トレーニング施設 １人１回につき ３，０８０円 トレーニング施設 １人１回につき ３，０００円

備考１・２ 省略

３ 第４条の開館時間以外の時間に利用する場合の利用料

金の額は、１時間（利用時間に１時間未満の端数がある

とき、又は利用時間が１時間に満たないときは、１時間

とする。）につき、次の表に定める額の範囲内の額を加

算した額とする。

備考１・２ 省略

３ 第４条の開館時間以外の時間に利用する場合の利用料

金の額は、１時間（利用時間に１時間未満の端数がある

とき、又は利用時間が１時間に満たないときは、１時間

とする。）につき、次の表に定める額の範囲内の額を加

算した額とする。

区 分 金 額 区 分 金 額

主道場 ８６，５００円 主道場 ８４，１００円

柔道場 ６，６７０円 柔道場 ６，４９０円

剣道場 ６，６７０円 剣道場 ６，４９０円

副道場 ３，９６０円 副道場 ３，８５０円

（愛媛県立子ども療育センター使用料及び手数料条例の一部改正）

第３０条 愛媛県立子ども療育センター使用料及び手数料条例（平成１９年愛媛県条例第２１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（使用料及び手数料の徴収）

第１条 省略

２ センターにおいて、診断書その他の文書等の交付を受ける者又

は医師との面談を行う者から、この条例の定めるところにより、

（使用料及び手数料の徴収）

第１条 省略

２ センターにおいて、診断書その他の文書等の交付を受ける者又

は医師との面談を行う者から、この条例の定めるところにより、
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手数料を徴収する。

（使用料及び手数料の額）

第２条 省略

２ 省略

３ 前条第２項に規定する手数料（以下「手数料」という。）の額

は、１件につき５，５００円の範囲内で規則で定める額とする。

（使用料及び手数料の納付時期）

第３条 省略

２ 省略

３ 手数料は、診断書その他の文書等の交付の申請又は医師との面

談の際に納付しなければならない。ただし、知事が必要と認める

ときは、後納させることができる。

手数料を徴収する。

（使用料及び手数料の額）

第２条 省略

２ 省略

３ 前条第２項に規定する手数料（以下「手数料」という。）の額

は、１件につき５，０４０円の範囲内で規則で定める額とする。

（使用料及び手数料の納付時期）

第３条 省略

２ 省略

３ 手数料は、診断書その他の文書等の交付の申請又は医師との面

談の際に納付しなければならない。ただし、知事が必要と認める

ときは、後納させることができる。

（愛媛県生涯学習センター管理条例の一部改正）

第３１条 愛媛県生涯学習センター管理条例（平成２０年愛媛県条例第２５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（特別利用料の額）

第１７条 特別利用料の額は、センター資料１点の特別利用１回につ

き、５，１４０円の範囲内で教育委員会が定める額とする。

別表（第４条、第８条、第１２条関係）

（特別利用料の額）

第１７条 特別利用料の額は、センター資料１点の特別利用１回につ

き、５，０００円の範囲内で教育委員会が定める額とする。

別表（第４条、第８条、第１２条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

パソコン演習室 １時間につき ２，５５０円 パソコン演習室 １時間につき ２，４８０円

展示室 １時間につき ３９０円 展示室 １時間につき ３８０円

研修室 １室１時間につき ２，０３０円 研修室 １室１時間につき １，９８０円

演劇レッスン室 １時間につき １，３５０円 演劇レッスン室 １時間につき １，３２０円

音楽レッスン室 １時間につき １，３２０円 音楽レッスン室 １時間につき １，２９０円

ホール １時間につき １０，３８０円 ホール １時間につき １０，１００円

楽屋 １室１時間につき ４７０円 楽屋 １室１時間につき ４６０円

リハーサル室 １時間につき １，２００円 リハーサル室 １時間につき １，１７０円

会議室 １時間につき ６５０円 会議室 １時間につき ６４０円

ミーティングルーム １時間につき ８１０円 ミーティングルーム １時間につき ７９０円

備考 省略 備考 省略

（愛媛県総合科学博物館管理条例の一部改正）

第３２条 愛媛県総合科学博物館管理条例（平成２０年愛媛県条例第２６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（開館時間等）

第４条 省略

２ 前項の規定にかかわらず、別表第１の１の項から６の項までに

掲げる施設は、午前９時から午後１０時まで利用することができ

る。

３ 省略

（特別利用料の額）

第１７条 特別利用料の額は、博物館資料１点の特別利用１回につ

き、５，１４０円の範囲内で教育委員会が定める額とする。

別表第１（第４条、第８条、第１２条関係）

（開館時間等）

第４条 省略

２ 前項の規定にかかわらず、別表第１の１の項から７の項までに

掲げる施設は、午前９時から午後１０時まで利用することができ

る。

３ 省略

（特別利用料の額）

第１７条 特別利用料の額は、博物館資料１点の特別利用１回につ

き、５，０００円の範囲内で教育委員会が定める額とする。

別表第１（第４条、第８条、第１２条関係）
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区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

１ 多目的ホール １時間につき ３，０４０円 １ 多目的ホール １時間につき ２，９６０円

２ 省略 ２ 省略

３ 研修室 １室１時間につき １，６００円 ３ 研修室 １室１時間につき １，５６０円

４ パソコン演習室 １時間につき １，５２０円

４ ミーティングルーム １時間につき ８８０円 ５ ミーティングルーム １時間につき ８６０円

５ 会議室 １時間につき ８３０円 ６ 会議室 １時間につき ８１０円

６ オリエンテーションルーム １時間につき １，４１０円 ７ オリエンテーションルーム １時間につき １，３８０円

７ 企画展示室 １時間につき ３，１２０円 ８ 企画展示室 １時間につき ３，０４０円

備考 省略

別表第２（第１２条、第１３条関係）

１ 展示室観覧料

備考 省略

別表第２（第１２条、第１３条関係）

１ 展示室観覧料

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

１５歳以上の者（中学校、中等教

育学校の前期課程及び特別支援

学校の中学部の生徒を除く。）

１人１回につき ７７０円 １５歳以上の者（中学校、中等教

育学校の前期課程及び特別支援

学校の中学部の生徒を除く。）

１人１回につき ７５０円

２ プラネタリウム観覧料 ２ プラネタリウム観覧料

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

１５歳以上の者（中学校、中等教

育学校の前期課程及び特別支援

学校の中学部の生徒を除く。）

１人１回につき ７７０円 １５歳以上の者（中学校、中等教

育学校の前期課程及び特別支援

学校の中学部の生徒を除く。）

１人１回につき ７５０円

小学校、中学校、中等教育学校

の前期課程又は特別支援学校の

小学部若しくは中学部の児童又

は生徒

１人１回につき ５１０円 小学校、中学校、中等教育学校

の前期課程又は特別支援学校の

小学部若しくは中学部の児童又

は生徒

１人１回につき ５００円

（愛媛県歴史文化博物館管理条例の一部改正）

第３３条 愛媛県歴史文化博物館管理条例（平成２０年愛媛県条例第２７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（開館時間等）

第４条 省略

２ 前項の規定にかかわらず、別表第１の１の項から５の項までに

掲げる施設は、午前９時から午後１０時まで利用することができ

る。

３ 省略

（特別利用料の額）

第１７条 特別利用料の額は、博物館資料１点の特別利用１回につ

き、５，１４０円の範囲内で教育委員会が定める額とする。

別表第１（第４条、第８条、第１２条関係）

（開館時間等）

第４条 省略

２ 前項の規定にかかわらず、別表第１の１の項から６の項までに

掲げる施設は、午前９時から午後１０時まで利用することができ

る。

３ 省略

（特別利用料の額）

第１７条 特別利用料の額は、博物館資料１点の特別利用１回につ

き、５，０００円の範囲内で教育委員会が定める額とする。

別表第１（第４条、第８条、第１２条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

１ 多目的ホール １時間につき ３，０４０円 １ 多目的ホール １時間につき ２，９６０円

２ 控室 １室１時間につき ３７０円 ２ 控室 １室１時間につき ３６０円

３ 研修室 １室１時間につき ８４０円 ３ 研修室 １室１時間につき ８２０円

４ パソコン演習室 １時間につき １，５２０円

４ ミーティングルーム １時間につき ８００円 ５ ミーティングルーム １時間につき ７８０円
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５ 会議室 １時間につき １，０９０円 ６ 会議室 １時間につき １，０６０円

６ 企画展示室 １時間につき ３，６６０円 ７ 企画展示室 １時間につき ３，５６０円

備考 省略

別表第２（第１２条、第１３条関係）

展示室観覧料

備考 省略

別表第２（第１２条、第１３条関係）

展示室観覧料

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

１５歳以上の者（中学校、中等教

育学校の前期課程及び特別支援

学校の中学部の生徒を除く。）

１人１回につき ７７０円

１５歳以上の者（中学校、中等教

育学校の前期課程及び特別支援

学校の中学部の生徒を除く。）

１人１回につき ７５０円

（えひめ青少年ふれあいセンター管理条例の一部改正）

第３４条 えひめ青少年ふれあいセンター管理条例（平成２０年愛媛県条例第２９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第１１条関係） 別表（第１１条関係）

区 分
金 額

区 分
金 額

宿泊利用 日帰り利用 宿泊利用 日帰り利用

１ 省略 １ 省略

２ 高等学校、中等教育学校

の後期課程、特別支援学校

の高等部、高等専門学校又

は大学の生徒又は学生

１人１泊につ

き ６１０円

省略 ２ 高等学校、中等教育学校

の後期課程、特別支援学校

の高等部、高等専門学校又

は大学の生徒又は学生

１人１泊につ

き ６００円

省略

３ １及び２以外の者（小学

校就学の始期に達するまで

の者を除く。）

１人１泊につ

き ９２０円

省略 ３ １及び２以外の者（小学

校就学の始期に達するまで

の者を除く。）

１人１泊につ

き ９００円

省略

（萬翠荘管理条例の一部改正）

第３５条 萬翠荘管理条例（平成２０年愛媛県条例第３４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第８条、第１２条関係） 別表（第８条、第１２条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

展示室 １室１日につき ４，７３０円 展示室 １室１日につき ４，６００円

愚陀佛庵 １日につき ３，４００円

備考 第４条の開館時間以外の時間に利用する場合の利用料金

の額は、１時間（利用時間に１時間未満の端数があると

き、又は利用時間が１時間に満たないときは、１時間とす

る。）につき、次の表に定める額の範囲内の額を加算した

額とする。

備考 第４条の開館時間以外の時間に利用する場合の利用料金

の額は、１時間（利用時間に１時間未満の端数があると

き、又は利用時間が１時間に満たないときは、１時間とす

る。）につき、次の表に定める額の範囲内の額を加算した

額とする。

区 分 金 額 区 分 金 額

展示室 ７２０円 展示室 ７００円

愚陀佛庵 ５００円
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附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、第４条中愛媛県港湾管理条例別表第４から別表第６までの改正規定及び附則第

７項の規定は、同年５月１日から施行する。

（経過措置）

２ 第５条の規定による改正後の愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例別表の規定及び第１１条の規定による改正後の愛媛県卸売市

場条例第３６条の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に徴収する使用料及び手数料について適用し、施行日前に

徴収した使用料及び手数料については、なお従前の例による。

３ 第３条の規定による改正後の愛媛県立衛生環境研究所使用料条例第２条第１項第１号及び第２号並びに第３条第１項の規定、第４条の

規定による改正後の愛媛県港湾管理条例別表第１及び別表第３の規定、第６条の規定による改正後の愛媛県漁港管理条例別表第２の規定、

第８条の規定による改正後の愛媛県立都市公園条例別表２の規定（同表第１号の表の規定を除く。）、第９条の規定による改正後の愛媛

県農林水産研究所使用料条例別表の規定、第１０条の規定による改正後の愛媛県道路占用料徴収条例第２条第２項の規定、第１５条の規定に

よる改正後の愛媛県の海を管理する条例別表第１及び別表第２の規定、第１６条の規定による改正後の愛媛県美術館使用料条例別表の規定、

第１８条の規定による改正後の愛媛県河川流水占用料等徴収条例別表第１から別表第３までの規定、第１９条の規定による改正後の愛媛県海

岸占用料等徴収条例別表第１及び別表第２の規定、第２０条の規定による改正後の愛媛県在宅介護研修センター使用料条例別表の規定、第

２５条の規定による改正後の愛媛県植物くん蒸所管理条例第１０条の規定並びに第３０条の規定による改正後の愛媛県立子ども療育センター使

用料及び手数料条例第２条第３項の規定は、施行日以後の使用、占用、採取又は文書等の交付に係る使用料、占用料、採取料又は手数料

で施行日以後にその全額又は未徴収額について徴収するものについて適用し、施行日前の使用、占用、採取又は文書等の交付に係る使用

料、占用料、採取料又は手数料及び施行日以後の使用、占用、採取又は文書等の交付に係る使用料、占用料、採取料又は手数料で施行日

前にその全額について徴収したものについては、なお従前の例による。

４ 第８条の規定による改正後の愛媛県立都市公園条例別表２の規定（同表第２号の表の規定を除く。）は、公園施設の設置又は管理に係

る使用料で施行日以後の期間に係るもののうち施行日以後に徴収するものについて適用し、公園施設の設置又は管理に係る使用料で施行

日前の期間に係るもの及び公園施設の設置又は管理に係る使用料で施行日以後の期間に係るもののうち施行日前に徴収したものについて

は、なお従前の例による。

５ 第３１条の規定による改正後の愛媛県生涯学習センター管理条例第１７条の規定、第３２条の規定による改正後の愛媛県総合科学博物館管理

条例第１７条の規定及び第３３条の規定による改正後の愛媛県歴史文化博物館管理条例第１７条の規定は、施行日以後の愛媛県生涯学習センタ

ー管理条例第１５条第１項、愛媛県総合科学博物館管理条例第１５条第１項又は愛媛県歴史文化博物館管理条例第１５条第１項に規定する特別

利用（以下「特別利用」という。）に係る使用料で施行日以後に徴収するものについて適用し、施行日前の特別利用に係る使用料及び施

行日以後の特別利用に係る使用料で施行日前に徴収したものについては、なお従前の例による。

６ 第８条の規定による改正後の愛媛県立都市公園条例別表１の規定、第２１条の規定による改正後の愛媛県男女共同参画センター管理条例

別表の規定、第２２条の規定による改正後の愛媛県総合社会福祉会館管理条例別表第２の規定、第２３条の規定による改正後のファミリーハ

ウスあい管理条例第１１条第１項の規定、第２４条の規定による改正後の愛媛国際貿易センター管理条例別表第１及び別表第２の規定、第２６

条の規定による改正後のテクノプラザ愛媛管理条例別表第１及び別表第２の規定、第２７条の規定による改正後の愛媛県生活文化センター

管理条例別表の規定、第２８条の規定による改正後の愛媛県県民文化会館管理条例別表の規定、第２９条の規定による改正後の愛媛県武道館

管理条例別表の規定、第３１条の規定による改正後の愛媛県生涯学習センター管理条例別表の規定、第３２条の規定による改正後の愛媛県総

合科学博物館管理条例別表第１及び別表第２の規定、第３３条の規定による改正後の愛媛県歴史文化博物館管理条例別表第１及び別表第２

の規定、第３４条の規定による改正後のえひめ青少年ふれあいセンター管理条例別表の規定並びに第３５条の規定による改正後の萬翠荘管理

条例別表の規定は、施行日以後の利用に係る料金で施行日以後に指定管理者がその全額又は未収受額について収受するものについて適用

し、施行日前の利用に係る料金及び施行日以後の利用に係る料金で施行日前に指定管理者がその全額について収受したものについては、

なお従前の例による。

７ 第４条の規定による改正後の愛媛県港湾管理条例別表第４から別表第６までの規定は、平成２６年５月１日以後の占用又は使用に係る占

用料又は使用料で同日以後に徴収するものについて適用し、同日前の占用又は使用に係る占用料又は使用料及び同日以後の占用又は使用

に係る占用料又は使用料で同日前に徴収したものについては、なお従前の例による。

��������������
�愛媛県条例第１０号
災害に強い愛媛づくり基金条例を次のように公布する。

平成２６年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

災害に強い愛媛づくり基金条例

（設置）

第１条 南海トラフ巨大地震等による大規模な災害に備え、県民の生命、身体及び財産を災害から守るとともに、地震等による被害の軽減

を図るための施策を推進するため、災害に強い愛媛づくり基金（以下「基金」という。）を設置する。
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（積立て）

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）で定める額とする。

（管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

（運用益金の処理）

第４条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入する。

（処分）

第５条 基金は、第１条の目的を達成するための次に掲げる事業に要する経費に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

� 防災及び危機管理に係る体制の充実に関する事業

� 災害から県民を守る基盤の整備に関する事業

� その他知事が必要と認める事業

（繰替運用）

第６条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替

えて運用することができる。

（委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

��������������
�愛媛県条例第１１号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

を次のように公布する。

平成２６年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する

条例

（愛媛県社会教育委員設置条例の一部改正）

第１条 愛媛県社会教育委員設置条例（昭和２４年愛媛県条例第５５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第１条 省略

（委嘱の基準）

第２条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上

に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから委嘱す

る。

第３条 省略

第４条 省略

第５条 省略

第１条 省略

第２条 省略

第３条 省略

第４条 省略

（技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正）

第２条 技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和２７年愛媛県条例第５０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（給与の減額）

第７条 省略

２ 省略

３ 職員が修学部分休業（当該職員が大学その他の教育施設におけ

る修学のため１週間の勤務時間の一部を勤務しないことをい

う。）又は高齢者部分休業（当該職員がその定年から５年を減じ

（給与の減額）

第７条 省略

２ 省略

３ 職員が修学部分休業（当該職員が大学その他の教育施設におけ

る修学のため１週間の勤務時間の一部を勤務しないことをい

う。）又は高齢者部分休業（当該職員が当該職員に係る定年退職
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た年齢に達した日後における最初の４月１日以後

の日で当該職員が申請において示した日から当該職員に係

る定年退職日（職員の定年等に関する条例（昭和５９年愛媛県条例

第１号）第２条第１項に規定する定年退職日をいう。）までの期

間中、１週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。）の承

認を受けて勤務しない場合には、第１項の規定にかかわらず、そ

の勤務しない１時間につき、勤務１時間当たりの給料の月額並び

にこれに対する地域手当及び知事が定める手当の月額の合計額を

減額した給与を支給する。

日（職員の定年等に関する条例（昭和５９年愛媛県条例第１号）第

２条第１項に規定する定年退職日をいう。）から５年さかのぼつ

た日後の日で当該職員が申請において示した日からその

定年退職日（職員の定年等に関する条例（昭和５９年愛媛県条例

第１号）第２条第１項に規定する定年退職日をいう。）までの期

間中、１週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。）の承

認を受けて勤務しない場合には、第１項の規定にかかわらず、そ

の勤務しない１時間につき、勤務１時間当たりの給料の月額並び

にこれに対する地域手当及び知事が定める手当の月額の合計額を

減額した給与を支給する。

（愛媛県職員退職手当条例の一部改正）

第３条 愛媛県職員退職手当条例（昭和２９年愛媛県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（勤続期間の計算）

第７条 省略

２～４ 省略

５ 第１項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員

以外の地方公務員又は国家公務員（国家公務員退職手当法（昭和

２８年法律第１８２号）第２条に規定する者をいう。以下同じ。）

（以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。）が引き続いて

職員となつたときにおけるその者の職員以外の地方公務員等とし

ての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、

その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間に

ついては、前各項の規定を準用して計算するほか、次に掲げる期

間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期

間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の

規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、

当該給与の計算の基礎となつた在職期間（当該給与の計算の基礎

となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手

当に関する規定又は特定地方独立行政法人（地方独立行政法人法

（平成１５年法律第１１８号）第２条第２項に規定する特定地方独立

行政法人をいう。以下同じ。）の退職手当の支給の基準（同法第

４８条第２項又は第５１条第２項に規定する基準をいう。以下同

じ。）において明確に定められていない場合においては、当該給

与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に１２

を乗じて得た数（１未満の端数を生じたときは、その端数を切り

捨てる。）に相当する月数）は、その者の職員としての引き続い

た在職期間には含まないものとする。

� 省略

� 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人（以下「他の地

方公共団体等」という。）で、退職手当に関する規定又は退職

手当の支給の基準において、当該他の地方公共団体等以外の地

方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地

方独立行政法人（地方独立行政法人法第８条第３項に規定する

一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。）、地方公社若しく

は公庫等（国家公務員退職手当法第７条の２第１項に規定する

公庫等をいう。以下同じ。）（以下「一般地方独立行政法人

等」という。）に使用される者（役員及び常時勤務に服するこ

とを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」

（勤続期間の計算）

第７条 省略

２～４ 省略

５ 第１項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員

以外の地方公務員又は国家公務員（国家公務員退職手当法（昭和

２８年法律第１８２号）第２条に規定する者をいう。以下同じ。）

（以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。）が引き続いて

職員となつたときにおけるその者の職員以外の地方公務員等とし

ての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、

その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間に

ついては、前各項の規定を準用して計算するほか、次に掲げる期

間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期

間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の

規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、

当該給与の計算の基礎となつた在職期間（当該給与の計算の基礎

となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手

当に関する規定又は特定地方独立行政法人（地方独立行政法人法

（平成１５年法律第１１８号）第２条第２項に規定する特定地方独立

行政法人をいう。以下同じ。）の退職手当の支給の基準（同法第

４８条第２項又は第５１条第２項に規定する基準をいう。以下同

じ。）において明確に定められていない場合においては、当該給

与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に１２

を乗じて得た数（１未満の端数を生じたときは、その端数を切り

捨てる。）に相当する月数）は、その者の職員としての引き続い

た在職期間には含まないものとする。

� 省略

� 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人（以下「他の地

方公共団体等」という。）で、退職手当に関する規定又は退職

手当の支給の基準において、当該他の地方公共団体等以外の地

方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地

方独立行政法人（地方独立行政法人法第５５条 に規定する

一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。）、地方公社若しく

は公庫等（国家公務員退職手当法第７条の２第１項に規定する

公庫等をいう。以下同じ。）（以下「一般地方独立行政法人

等」という。）に使用される者（役員及び常時勤務に服するこ

とを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」
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という。）が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般

地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されない

で、引き続いて当該他の地方公共団体等の公務員となつた場合

に、当該他の地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定

地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員と

しての勤続期間を当該他の地方公共団体等の公務員としての勤

続期間に通算することと定めているものの公務員（以下「特定

地方公務員」という。）が、任命権者又はその委任を受けた者

の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人又は地方公社

で、退職手当（これに相当する給与を含む。以下この項におい

て同じ。）に関する規程において、地方公務員又は他の一般地

方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた

者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給

されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公

社に使用される者となつた場合に、地方公務員又は他の一般地

方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行

政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に通算す

ることと定めているものに使用される者（役員及び常時勤務に

服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方

独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。）とな

るため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員

又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地

方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公

務員として在職した後更に引き続いて職員となつた場合におい

ては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職

期間の終期までの期間

�～� 省略

６～９ 省略

という。）が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般

地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されない

で、引き続いて当該他の地方公共団体等の公務員となつた場合

に、当該他の地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定

地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員と

しての勤続期間を当該他の地方公共団体等の公務員としての勤

続期間に通算することと定めているものの公務員（以下「特定

地方公務員」という。）が、任命権者又はその委任を受けた者

の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人又は地方公社

で、退職手当（これに相当する給与を含む。以下この項におい

て同じ。）に関する規程において、地方公務員又は他の一般地

方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた

者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給

されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公

社に使用される者となつた場合に、地方公務員又は他の一般地

方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行

政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に通算す

ることと定めているものに使用される者（役員及び常時勤務に

服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方

独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。）とな

るため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員

又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地

方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公

務員として在職した後更に引き続いて職員となつた場合におい

ては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職

期間の終期までの期間

�～� 省略

６～９ 省略

（愛媛県固定資産評価審議会条例の一部改正）

第４条 愛媛県固定資産評価審議会条例（昭和３７年愛媛県条例第５１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（目的）

第１条 この条例は、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４０１条の

２第５項の規定に基づき、愛媛県固定資産評価審議会（以下「審

議会」という。）の組織及び運営に関する事項を定めることを目

的とする。

（組織）

第２条 審議会は、委員１２人以内で組織する。

第３条 省略

第４条 省略

第５条 省略

第６条 省略

（目的）

第１条 この条例は、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４０１条の

２第６項の規定に基づき、愛媛県固定資産評価審議会（以下「審

議会」という。）の組織及び運営に関する事項を定めることを目

的とする。

第２条 省略

第３条 省略

第４条 省略

第５条 省略

（愛媛県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）

第５条 愛媛県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年愛媛県条例第３８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前
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（給与の減額）

第１７条 省略

２ 省略

３ 職員が修学部分休業（当該職員が大学その他の教育施設におけ

る修学のため１週間の勤務時間の一部を勤務しないことをい

う。）又は高齢者部分休業（当該職員がその定年から５年を減じ

た年齢に達した日後における最初の４月１日以後

の日で当該職員が申請において示した日から当該職員に係

る定年退職日（職員の定年等に関する条例（昭和５９年愛媛県条例

第１号）第２条第１項に規定する定年退職日をいう。）までの期

間中、１週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。）の承

認を受けて勤務しない場合には、第１項の規定にかかわらず、そ

の勤務しない１時間につき、勤務１時間当たりの給料の月額並び

にこれに対する地域手当並びに管理職手当及び初任給調整手当並

びに管理者が定める手当の月額の合計額を減額した給与を支給す

る。

（給与の減額）

第１７条 省略

２ 省略

３ 職員が修学部分休業（当該職員が大学その他の教育施設におけ

る修学のため１週間の勤務時間の一部を勤務しないことをい

う。）又は高齢者部分休業（当該職員が当該職員に係る定年退職

日（職員の定年等に関する条例（昭和５９年愛媛県条例第１号）第

２条第１項に規定する定年退職日をいう。）から５年さかのぼつ

た日後の日で当該職員が申請において示した日からその

定年退職日（職員の定年等に関する条例（昭和５９年愛媛県条例

第１号）第２条第１項に規定する定年退職日をいう。）までの期

間中、１週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。）の承

認を受けて勤務しない場合には、第１項の規定にかかわらず、そ

の勤務しない１時間につき、勤務１時間当たりの給料の月額並び

にこれに対する地域手当並びに管理職手当及び初任給調整手当並

びに管理者が定める手当の月額の合計額を減額した給与を支給す

る。

（愛媛県介護保険審査会の公益代表委員の定数及び医師等の報酬に関する条例の一部改正）

第６条 愛媛県介護保険審査会の公益代表委員の定数及び医師等の報酬に関する条例（平成１１年愛媛県条例第１７号）の一部を次のように改

正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県介護保険審査会条例

（公益代表委員の定数）

第１条 愛媛県介護保険審査会の公益を代表する委員の定数（以下

「定数」という。）は、１８人以内において、介護保険法（平成９

年法律第１２３号。以下「法」という。）第１８５条第１項第３号の政

令で定める基準に従い知事が定める数とする。

（合議体の委員の定数）

第２条 法第１８９条第２項の合議体を構成する委員の定数は、３人

とする。

（医師等の報酬）

第３条 法第１９４条第２項の規定により、診断その他の調査（以下

「診断等」という。）をした医師等に対し支給する報酬（以下

「報酬」という。）の額は、診断等に要した特別の技能の程度並

びにこれに要した時間及び費用を考慮して知事が定める。

附 則

この条例は、平成１２年４月１日から施行する。

愛媛県介護保険審査会の公益代表委員の定数及び医師等の報

酬に関する条例

（公益代表委員の定数）

第１条 愛媛県介護保険審査会の公益を代表する委員の定数（以下

「定数」という。）は、１８人以内において、介護保険法（平成９

年法律第１２３号。以下「法」という。）第１８５条第１項第３号の政

令で定める基準に従い知事が定める数とする。

（医師等の報酬）

第２条 法第１９４条第２項の規定により、診断その他の調査（以下

「診断等」という。）をした医師等に対し支給する報酬（以下

「報酬」という。）の額は、診断等に要した特別の技能の程度並

びにこれに要した時間及び費用を考慮して知事が定める。

附 則

１ この条例は、平成１２年４月１日から施行する。ただし、次項の

規定は、公布の日から施行する。

２ 介護保険法施行法（平成９年法律第１２４号）第１７条の規定によ

り、法の規定による手続その他の行為を行う場合における定数及

び報酬の額については、本則の規定の例による。

（職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正）

第７条 職員の高齢者部分休業に関する条例（平成１７年愛媛県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前
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（高齢者部分休業の承認）

第２条 任命権者は、その定年から５年を減じた年齢に達した職員

が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるとき

は、当該職員が当該年齢に達した日後における最初の４月１日以

後の日で

当該申請において示した日から当該職員に係

る定年退職日（職員の定年等に関する条例（昭和５９年愛媛県条例

第１号）第２条第１項に規定する定年退職日をいう。）までの期

間中、１週間の勤務時間の一部について勤務しないこと（以下

「高齢者部分休業」という。）を承認することができる。

２ 省略

（高齢者部分休業の承認）

第２条 任命権者は、 職員

が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるとき

は、当該職員が、当該職員に係る定年退職日（職員の定年等に関

する条例（昭和５９年愛媛県条例第１号）第２条第１項に規定する

定年退職日及び教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第８条

第１項の規定により読み替えて適用される法第２８条の２第１項の

規定に基づき指定された日をいう。以下同じ。）から５年さかの

ぼった日後の日で、当該申請において示した日からその

定年退職日

までの期

間中、１週間の勤務時間の一部について勤務しないこと（以下

「高齢者部分休業」という。）を承認することができる。

２ 省略

（愛媛県留置施設視察委員会条例の一部改正）

第８条 愛媛県留置施設視察委員会条例（平成１９年愛媛県条例第３２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この条例は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する

法律（平成１７年法律第５０号）第２１条第４項の規定に基づき、愛媛

県留置施設視察委員会（以下「委員会」という。）の委員（以下

「委員」という。）の定数及び任期その他委員会の組織及び運営

に関し必要な事項を定めるものとする。

（定数）

第２条 委員の定数は、４人とする。

（委員）

第３条 委員の任期は、１年とする。ただし、補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。

２・３ 省略

（趣旨）

第１条 この条例は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する

法律（平成１７年法律第５０号）第２１条第６項の規定に基づき、愛媛

県留置施設視察委員会（以下「委員会」という。）の委員（以下

「委員」という。）の定数及び任期その他委員会の組織及び運営

に関し必要な事項を定めるものとする。

（組織）

第２条 委員会は、委員４人で組織する。

（委員）

第３条 委員の任期は、１年とする。ただし、補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。

２・３ 省略

（公立大学法人愛媛県立医療技術大学の重要な財産を定める条例の一部改正）

第９条 公立大学法人愛媛県立医療技術大学の重要な財産を定める条例（平成２２年愛媛県条例第１３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（法第６条第４項の条例で定める重要な財産）

第１条 地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号。以下「法」

という。）第６条第４項の条例で定める公立大学法人愛媛県立医

療技術大学（以下「法人」という。）の保有する重要な財産は、

法第４２条の２第１項又は第２項の認可に係る申請の日における帳

簿価額（現金及び預金にあっては、同日におけるその額）が５０万

円以上の財産（その性質上同条の規定により処分することが不適

当なものとして知事が定めるものを除く。）その他知事が定める

財産とする。

（法第４４条第１項の条例で定める重要な財産）

第２条 法人に係る法

第４４条第１項の条例で定める重要

な財産は、予定価格（適正な対価を得てする売払い以外の方法に

公立大学法人愛媛県立医療技術大学に係る地方独立行政法

人法（平成１５年法律第１１８号）第４４条第１項の条例で定める重要

な財産は、予定価格（適正な対価を得てする売払い以外の方法に
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より譲渡し、又は担保に供しようとする場合にあっては、その適

正な見積価額）が７，０００万円以上の不動産（土地については、信

託しようとする場合を除き、その面積が１件２万平方メートル以

上のものに限る。）若しくは動産又は不動産の信託の受益権とす

る。

より譲渡し、又は担保に供しようとする場合にあっては、その適

正な見積価額）が７，０００万円以上の不動産（土地については、信

託しようとする場合を除き、その面積が１件２万平方メートル以

上のものに限る。）若しくは動産又は不動産の信託の受益権とす

る。

附 則

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、第３条の規定は、公布の日から施行する。

��������������
�愛媛県条例第１２号
愛媛県国民体育大会開催基金条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２６年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県国民体育大会開催基金条例の一部を改正する条例

愛媛県国民体育大会開催基金条例（平成１７年愛媛県条例第９２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県国民体育大会・全国障害者スポーツ大会開催基金条例

（設置）

第１条 第７２回国民体育大会の開催及び開催準備、同大会 に向

けた競技力向上対策並びに第１７回全国障害者スポーツ大会の開催

及び開催準備に要する経費の財源に充てるため、国民体育大会・

全国障害者スポーツ大会開催基金（以下「基金」という。）を設

置する。

愛媛県国民体育大会開催基金条例

（設置）

第１条 第７２回国民体育大会の開催及び開催準備並びに同大会に向

けた競技力向上対策並びに第１７回全国障害者スポーツ大会の開催

及び開催準備に要する経費の財源に充てるため、国民体育大会開

催基金 （以下「基金」という。）を設

置する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

��������������
�愛媛県条例第１３号
愛媛県執行機関の附属機関設置条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２６年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県執行機関の附属機関設置条例の一部を改正する条例

愛媛県執行機関の附属機関設置条例（昭和２７年愛媛県条例第５４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条、第３条関係） 別表（第２条、第３条関係）

附属機

関の属

する執

行機関

附属機関 担 任 す る 事 務

構成

員の

数の

定限

附属機

関の属

する執

行機関

附属機関 担 任 す る 事 務

構成

員の

数の

定限

知事 省略 知事 省略

愛媛県行政

改革・地方

分権推進委

員会

省略 愛媛県行政

改革・地方

分権推進委

員会

省略
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愛媛県いじ

め問題再調

査委員会

いじめ防止対策推進法に基づく学

校の設置者等が行う重大事態に係

る事実関係を明確にするための調

査の結果についての調査審議及び

意見の答申に関する事務

６人

附 則

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

��������������
�愛媛県条例第１４号
愛媛県東日本大震災被災者等支援基金条例を廃止する条例を次のように公布する。

平成２６年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県東日本大震災被災者等支援基金条例を廃止する条例

愛媛県東日本大震災被災者等支援基金条例（平成２３年愛媛県条例第３６号）は、廃止する。

附 則

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

２ この条例の施行前に実施された廃止前の愛媛県東日本大震災被災者等支援基金条例第１条の目的を達成するための事業に係る精算につ

いては、同条例の規定は、平成２６年５月３１日（同日までに当該精算が完了した場合にあっては、当該精算が完了した日）までの間は、な

おその効力を有する。

��������������
�愛媛県条例第１５号
愛媛県民生委員定数条例を次のように公布する。

平成２６年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県民生委員定数条例

民生委員の定数は、次のとおりとする。

市 町 定 数

今 治 市 ４１３人

宇 和 島 市 ２８３人

八 幡 浜 市 １３６人

新 居 浜 市 ２９４人

西 条 市 ２９７人

大 洲 市 １６３人

伊 予 市 １０２人

四 国 中 央 市 ２２３人

西 予 市 １６４人

東 温 市 ６６人

上 島 町 ２９人

久 万 高 原 町 ６６人

松 前 町 ６１人

砥 部 町 ４８人

内 子 町 ７６人

伊 方 町 ６５人

松 野 町 ２０人

鬼 北 町 ４９人

愛 南 町 ９１人
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附 則

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

��������������
�愛媛県条例第１６号
愛媛県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２６年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例の一部を改正する条例

愛媛県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例（平成２１年愛媛県条例第４８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

２ この条例は、平成２７年３月３１日限り、その効力を失う。ただ

し、同日までに実施された第１条の目的を達成するための事業に

係る精算については、この条例の規定は、同年６月３０日（同日ま

でに当該精算が完了した場合にあっては、当該精算が完了した

日）までの間は、なおその効力を有する。

附 則

２ この条例は、平成２６年３月３１日限り、その効力を失う。ただ

し、同日までに実施された第１条の目的を達成するための事業に

係る精算については、この条例の規定は、同年６月３０日（同日ま

でに当該精算が完了した場合にあっては、当該精算が完了した

日）までの間は、なおその効力を有する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

��������������
�愛媛県条例第１７号
愛媛県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２６年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例

愛媛県後期高齢者医療財政安定化基金条例（平成２０年愛媛県条例第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（愛媛県後期高齢者医療広域連合の拠出率）

第２条 政令第１９条第１項の条例で定める割合は、１０万分の４４ と

する。

（愛媛県後期高齢者医療広域連合の拠出率）

第２条 政令第１９条第１項の条例で定める割合は、１０，０００分の８と

する。

附 則

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

��������������
�愛媛県条例第１８号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２６年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条例第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

名 称 目 的 位 置 名 称 目 的 位 置
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省略 省略

愛媛県立看護

専門学校
看護師の養成を行う。 四国中央市

省略 省略

附 則

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

２ 愛媛県立看護専門学校における授業料、入学料及び入学選考料徴収条例（平成８年愛媛県条例第２８号）は、廃止する。

��������������
�愛媛県条例第１９号
愛媛県手数料条例及び愛媛県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２６年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県手数料条例及び愛媛県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

（愛媛県手数料条例の一部改正）

第１条 愛媛県手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条、第３条、第７条関係）

１ 省略

２ 保健福祉関係事務手数料

別表（第２条、第３条、第７条関係）

１ 省略

２ 保健福祉関係事務手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～７２ 省略 １～７２ 省略

７３ 薬事法第４条第４項の規定に基づく薬

局開設の許可の更新の申請に対する審査

省略 ７３ 薬事法第４条第２項の規定に基づく薬

局開設の許可の更新の申請に対する審査

省略

７３の２～７９ 省略 ７３の２～７９ 省略

７９の２ 薬事法第３６条の８第１項の規定に

基づく登録販売者試験の実施

省略 ７９の２ 薬事法第３６条の４第１項の規定に

基づく登録販売者試験の実施

省略

７９の３ 薬事法第３６条の８第２項の規定に

基づく薬事法施行規則第１条第５項第４

号に規定する販売従事登録の申請に対す

る審査

省略 ７９の３ 薬事法第３６条の４第２項の規定に

基づく薬事法施行規則第１５９条の７第１

項に規定する販売従事登録の申請に対す

る審査

省略

７９の４～１１３ 省略 ７９の４～１１３ 省略

備考 省略 備考 省略

３～６ 省略 ３～６ 省略

（愛媛県事務処理の特例に関する条例の一部改正）

第２条 愛媛県事務処理の特例に関する条例（平成１２年愛媛県条例第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

事 務 市 町 事 務 市 町

１～３９ 省略 １～３９ 省略

４０ 薬事法（昭和３５年法律第１４５号。以下この項にお

いて「法」という。）及び法の施行のための規則

に基づく事務のうち、次に掲げるもの

保健所

を設置

する市

４０ 薬事法（昭和３５年法律第１４５号。以下この項にお

いて「法」という。）及び法の施行のための規則

に基づく事務のうち、次に掲げるもの

保健所

を設置

する市
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�～� 省略

� 法第４０条第１項において準用する法第１０条第

１項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売

業及び賃貸業の廃止等の届出の受理に関する事

務

� 法第４０条第２項において準用する法第１０条第

１項の規定に基づく管理医療機器の販売業及び

賃貸業の廃止等の届出の受理に関する事務

�～� 省略

�～� 省略

� 法第４０条第１項において準用する法第１０条

の規定に基づく高度管理医療機器等の販売

業及び賃貸業の廃止等の届出の受理に関する事

務

� 法第４０条第２項において準用する法第１０条

の規定に基づく管理医療機器の販売業及び

賃貸業の廃止等の届出の受理に関する事務

�～� 省略

４０の２～６２ 省略 ４０の２～６２ 省略

附 則

この条例は、平成２６年６月１２日から施行する。

��������������
�愛媛県条例第２０号
愛媛県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２６年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例

（愛媛県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正）

第１条 愛媛県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年愛媛県条例第５１号）の一部を次のよう

に改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

目次

第１章 省略

第２章 児童発達支援

第１節～第４節 省略

第５節 基準該当通所支援に関する基準（第５６条の２―第５６条

の８）

第３章～第７章 省略

附則

（定義）

第２条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例

によるほか、次の各号に定めるところによる。

�～� 省略

� 多機能型事業所 第５条に規定する指定児童発達支援の事

業、第５７条に規定する指定医療型児童発達支援の事業、第６７条

に規定する指定放課後等デイサービスの事業及び第７４条に規定

する指定保育所等訪問支援の事業並びに愛媛県指定障害福祉サ

ービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例（平成２４年愛媛県条例第５３号。以下「指定障害福祉サービ

ス基準条例」という。）第７９条に規定する指定生活介護の事

業、指定障害福祉サービス基準条例第１４２条に規定する指定自

立訓練（機能訓練）の事業、指定障害福祉サービス基準条例第

１５２条に規定する指定自立訓練（生活訓練）の事業、指定障害

福祉サービス基準条例第１６２条に規定する指定就労移行支援の

事業、指定障害福祉サービス基準条例第１７３条に規定する指定

目次

第１章 省略

第２章 児童発達支援

第１節～第４節 省略

第５節 基準該当通所支援に関する基準（第５６条の２―第５６条

の７）

第３章～第７章 省略

附則

（定義）

第２条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例

によるほか、次の各号に定めるところによる。

�～� 省略

� 多機能型事業所 第５条に規定する指定児童発達支援の事

業、第５７条に規定する指定医療型児童発達支援の事業、第６７条

に規定する指定放課後等デイサービスの事業及び第７４条に規定

する指定保育所等訪問支援の事業並びに愛媛県指定障害福祉サ

ービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例（平成２４年愛媛県条例第５３号。以下「指定障害福祉サービ

ス基準条例」という。）第７９条に規定する指定生活介護の事

業、同条例 第１４２条に規定する指定自

立訓練（機能訓練）の事業、同条例 第

１５２条に規定する指定自立訓練（生活訓練）の事業、同条例

第１６２条に規定する指定就労移行支援の

事業、同条例 第１７３条に規定する指定

改 正 後 改 正 前
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就労継続支援Ａ型の事業及び指定障害福祉サービス基準条例第

１８６条に規定する指定就労継続支援Ｂ型の事業のうち２以上の

事業を一体的に行う事業所（指定障害福祉サービス基準条例に

規定する事業のみを行う事業所を除く。）をいう。

（利益供与等の禁止）

第５１条 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者若しく

は障害者総合支援法第５条第１６項に規定する一般相談支援事業若

しくは特定相談支援事業を行う者（以下「障害児相談支援事業者

等」という。）、障害福祉サービスを行う者等又はそれらの従業

者に対し、障害児又はその家族に当該指定児童発達支援事業者を

紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与し

てはならない。

２ 省略

（準用）

第５６条の５ 第５条、第８条、第１３条から第２３条まで、第２４条第２

項から第５項まで 、第２６条第２項、第２７条から第３１条

まで、第３３条、第３５条から第４１条まで、第４３条から第４７条まで、

第４９条から第５２条まで、第５３条第１項並びに第５４条から第５６条ま

での規定は、基準該当児童発達支援の事業について準用する。

（指定生活介護事業所に関する特例）

第５６条の６ 次に掲げる要件を満たす指定生活介護事業者（指定障

害福祉サービス基準条例

第８０条第１項に規定する指定生活介護事業者を

いう。）が、地域において児童発達支援が提供されていないこと

等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定

生活介護（指定障害福祉サービス基準条例第７９条に規定する指定

生活介護をいう。以下同じ。）を提供する場合は、当該指定生活

介護を基準該当児童発達支援と、当該指定生活介護を行う指定生

活介護事業所（同項に規定する指定生活介護事業所をいう。以下

同じ。）を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合にお

いて、この節（前条（第２４条第２項から第５項まで の

規定を準用する部分に限る。）を除く。）の規定は、当該指定生

活介護事業所については、適用しない。

�・� 省略

（指定通所介護事業所に関する特例）

第５６条の７ 次に掲げる要件を満たす指定通所介護事業者（愛媛県

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例（平成２４年愛媛県条例第６２号）第１００条第１項に規

定する指定通所介護事業者をいう。）が、地域において児童発達

支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けること

が困難な障害児に対して指定通所介護（同条例第９９条に規定する

指定通所介護をいう。以下同じ。）を提供する場合は、当該指定

通所介護を基準該当児童発達支援と、当該指定通所介護を行う指

定通所介護事業所（同項に規定する指定通所介護事業所をいう。

以下同じ。）を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合

において、この節（第５６条の５（第２４条第２項から第５項まで

の規定を準用する部分に限る。）を除く。）の規定は、

当該指定通所介護事業所については、適用しない。

�～� 省略

（指定小規模多機能型居宅介護事業所に関する特例）

第５６条の８ 次に掲げる要件を満たす指定小規模多機能型居宅介護

事業者（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号。以下「指定地域密着

就労継続支援Ａ型の事業及び同条例 第

１８６条に規定する指定就労継続支援Ｂ型の事業のうち２以上の

事業を一体的に行う事業所（同条例 に

規定する事業のみを行う事業所を除く。）をいう。

（利益供与等の禁止）

第５１条 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者若しく

は障害者総合支援法第５条第１７項に規定する一般相談支援事業若

しくは特定相談支援事業を行う者（以下「障害児相談支援事業者

等」という。）、障害福祉サービスを行う者等又はそれらの従業

者に対し、障害児又はその家族に当該指定児童発達支援事業者を

紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与し

てはならない。

２ 省略

（準用）

第５６条の５ 第５条、第８条、第１３条から第２３条まで、第２４条第１

項及び第３項から第５項まで、第２６条第２項、第２７条から第３１条

まで、第３３条、第３５条から第４１条まで、第４３条から第４７条まで、

第４９条から第５２条まで、第５３条第１項並びに第５４条から第５６条ま

での規定は、基準該当児童発達支援の事業について準用する。

（指定生活介護事業所に関する特例）

第５６条の６ 次に掲げる要件を満たす指定生活介護事業者（愛媛県

指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例第８０条第１項に規定する指定生活介護事業者を

いう。）が、地域において児童発達支援が提供されていないこと

等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定

生活介護（同条例 第７９条に規定する指定

生活介護をいう。以下同じ。）を提供する場合は、当該指定生活

介護を基準該当児童発達支援と、当該指定生活介護を行う指定生

活介護事業所（同項に規定する指定生活介護事業所をいう。以下

同じ。）を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合にお

いて、この節（前条（第２４条第１項及び第３項から第５項までの

規定を準用する部分に限る。）を除く。）の規定は、当該指定生

活介護事業所については、適用しない。

�・� 省略

（指定通所介護事業所に関する特例）

第５６条の７ 次に掲げる要件を満たす指定通所介護事業者（愛媛県

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例（平成２４年愛媛県条例第６２号）第１００条第１項に規

定する指定通所介護事業者をいう。）が、地域において児童発達

支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けること

が困難な障害児に対して指定通所介護（同条例第９９条に規定する

指定通所介護をいう。以下同じ。）を提供する場合は、当該指定

通所介護を基準該当児童発達支援と、当該指定通所介護を行う指

定通所介護事業所（同項に規定する指定通所介護事業所をいう。

以下同じ。）を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合

において、この節（第５６条の５（第２４条第１項及び第３項から第

５項までの規定を準用する部分に限る。）を除く。）の規定は、

当該指定通所介護事業所については、適用しない。

�～� 省略
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型サービス基準省令」という。）第６３条第１項に規定する指定小

規模多機能型居宅介護事業者をいう。）が、地域において児童発

達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けるこ

とが困難な障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護（指定地

域密着型サービス基準省令第６２条に規定する指定小規模多機能型

居宅介護をいう。）のうち通いサービス（指定地域密着型サービ

ス基準省令第６３条第１項に規定する通いサービスをいう。以下同

じ。）を提供する場合は、当該通いサービスを基準該当児童発達

支援と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事

業所（同項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をい

う。以下同じ。）を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この

場合において、この節（第５６条の５（第２４条第２項から第５項ま

での規定を準用する部分に限る。）を除く。）の規定は、当該指

定小規模多機能型居宅介護事業所については、適用しない。

� 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員（当該指

定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者（指定地域密着型サ

ービス基準省令第６３条第１項に規定する登録者をいう。）の数

並びに指定障害福祉サービス基準条例第９７条の規定により基準

該当生活介護とみなされる通いサービス、この条の規定により

基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは第７３

条の４において準用するこの条の規定により基準該当放課後等

デイサービスとみなされる通いサービス又は厚生労働省関係構

造改革特別区域法第３４条に規定する政令等規制事業に係る省令

の特例に関する措置を定める省令（平成１５年厚生労働省令第

１３２号。以下「特区省令」という。）第４条第１項の規定によ

り自立訓練とみなされる通いサービスを利用するために当該小

規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた障害者及び障害児

の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。）を２５

人以下とすること。

� 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービスの利

用定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービ

スの利用者の数並びに指定障害福祉サービス基準条例第９７条の

規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、この

条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービ

ス若しくは第７３条の４において準用するこの条の規定により基

準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービス又は特

区省令第４条第１項の規定により自立訓練とみなされる通いサ

ービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の１日当たりの

上限をいう。）を登録定員の２分の１から１５人までの範囲内と

すること。

� 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の居間及び食堂（指

定地域密着型サービス基準省令第６７条第２項第１号の居間及び

食堂をいう。）は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有す

ること。

� 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者の員数が、

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所が提供する通いサービ

スの利用者数を通いサービスの利用者数並びに指定障害福祉サ

ービス基準条例第９７条の規定により基準該当生活介護とみなさ

れる通いサービス、この条の規定により基準該当児童発達支援

とみなされる通いサービス若しくは第７３条の４において準用す

るこの条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなさ

れる通いサービス又は特区省令第４条第１項の規定により自立

訓練とみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数
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の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基

準省令第６３条に規定する基準を満たすこと。

� この条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通い

サービスを受ける障害児に対し適切なサービスを提供するた

め、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を

受けていること。

（準用）

第７３条の４ 第８条、第１３条から第２３条まで、第２６条第２項、第２７

条から第３１条まで、第３３条、第３５条から第３７条まで、第３９条から

第４１条まで、第４３条から第４７条まで、第４９条から第５２条まで、第

５３条第１項、第５４条から第５６条まで、第５６条の６から第５６条の８

まで、第６５条、第６７条、第７１条及び第７２条（第１項を除く。）の

規定は、基準該当放課後等デイサービスの事業について準用す

る。

（愛媛県指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正）

第２条 愛媛県指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年愛媛県条例第５２号）の一部を次のように

改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（利益供与等の禁止）

第４７条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児相談支援事業を行う

者若しくは障害者総合支援法第５条第１６項に規定する一般相談支

援事業若しくは特定相談支援事業を行う者（以下「障害児相談支

援事業者等」という。）、障害福祉サービスを行う者等又はその

従業者に対し、障害児又はその家族に当該指定福祉型障害児入所

施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を

供与してはならない。

２ 省略

（利益供与等の禁止）

第４７条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児相談支援事業を行う

者若しくは障害者総合支援法第５条第１７項に規定する一般相談支

援事業若しくは特定相談支援事業を行う者（以下「障害児相談支

援事業者等」という。）、障害福祉サービスを行う者等又はその

従業者に対し、障害児又はその家族に当該指定福祉型障害児入所

施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を

供与してはならない。

２ 省略

（愛媛県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正）

第３条 愛媛県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年愛媛県条例第５３号）の一部を

次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

目次

第１章～第６章 省略

第７章 削除

第８章～第１２章 省略

第１３章 共同生活援助

第１節～第３節 省略

第４節 運営に関する基準（第１９８条の２―第２０１条）

第５節 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の人員、

設備及び運営に関する基準

第１款 通則（第２０１条の２・第２０１条の３）

第２款 人員に関する基準（第２０１条の４）

（準用）

第７３条の４ 第８条、第１３条から第２３条まで、第２６条第２項、第２７

条から第３１条まで、第３３条、第３５条から第３７条まで、第３９条から

第４１条まで、第４３条から第４７条まで、第４９条から第５２条まで、第

５３条第１項、第５４条から第５６条まで、第５６条の６、第５６条の７

、第６５条、第６７条、第７１条及び第７２条（第１項を除く。）の

規定は、基準該当放課後等デイサービスの事業について準用す

る。

目次

第１章～第６章 省略

第７章 共同生活介護

第１節 基本方針（第１２４条）

第２節 人員に関する基準（第１２５条・第１２６条）

第３節 設備に関する基準（第１２７条）

第４節 運営に関する基準（第１２８条―第１４１条）

第８章～第１２章 省略

第１３章 共同生活援助

第１節～第３節 省略

第４節 運営に関する基準（第１９９条 ―第２０１条）

改 正 後 改 正 前
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第３款 運営に関する基準（第２０１条の５―第２０１条の１０）

第１４章 省略

第１５章 削除

第１６章・第１７章 省略

附則

（指定障害福祉サービス事業者の一般原則）

第４条 指定障害福祉サービス事業者（第３章、第４章及び第８章

から第１３章までに掲げる事業を行うものに限る。）は、利用者の

意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画（以下「個

別支援計画」という。）を作成し、これに基づき利用者に対して

指定障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継

続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより、利

用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しな

ければならない。

２・３ 省略

第２章 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護

第１節 基本方針

第５条 省略

２ 重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業は、重度の肢

体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著

しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものが居宅

において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ

う、当該障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に

応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等

の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談

及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行う

ものでなければならない。

３・４ 省略

（従業者の員数）

第６条 指定居宅介護の事業を行う者（以下 「指定

居宅介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下

「指定居宅介護事業所」という。）ごとに有すべき指

定居宅介護従業者（指定居宅介護の提供に当たる者として障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基

準（平成１８年 厚 生 労 働 省 令 第１７１号。以 下「基 準 省 令」と い

う。）第５条第１項の厚生労働大臣が定める従業者をいう。以下

この節及び第４節において同じ。）の員数は、常勤換算方法で、

２．５以上とする。

２・３ 省略

（従業者の員数）

第８０条 指定生活介護の事業を行う者（以下「指定生活介護事業

者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定生活介護事

業所」という。）に有すべき従業者及びその員数は、次のとおり

とする。

� 省略

� 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下

この章、第８章、第９章、第１６章及び附則第２項において同

じ。）、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員

ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総

数は、指定生活介護の単位（指定生活介護であって、その提

供が同時に１又は複数の利用者に対して一体的に行われるも

第１４章 省略

第１５章 一体型指定共同生活介護事業所等に関する特例（第２０４

条・第２０５条）

第１６章・第１７章 省略

附則

（指定障害福祉サービス事業者の一般原則）

第４条 指定障害福祉サービス事業者（第３章、第４章及び第７章

から第１３章までに掲げる事業を行うものに限る。）は、利用者の

意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画（以下「個

別支援計画」という。）を作成し、これに基づき利用者に対して

指定障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継

続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより、利

用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しな

ければならない。

２・３ 省略

第２章 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護

第１節 基本方針

第５条 省略

２ 重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業は、重度の肢

体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著

しい困難を有する障害者であって常時介護を要する障害者が居宅

において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ

う、当該障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に

応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等

の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談

及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行う

ものでなければならない。

３・４ 省略

（従業者の員数）

第６条 指定居宅介護の事業を行う者（以下この章において「指定

居宅介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下この

章において「指定居宅介護事業所」という。）ごとに有すべき指

定居宅介護従業者（指定居宅介護の提供に当たる者として障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基

準（平成１８年 厚 生 労 働 省 令 第１７１号。以 下「基 準 省 令」と い

う。）第５条第１項の厚生労働大臣が定める従業者をいう。以下

この節及び第４節において同じ。）の員数は、常勤換算方法で、

２．５以上とする。

２・３ 省略

（従業者の員数）

第８０条 指定生活介護の事業を行う者（以下「指定生活介護事業

者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定生活介護事

業所」という。）に有すべき従業者及びその員数は、次のとおり

とする。

� 省略

� 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下

この章、第８章、第９章、第１６章及び附則第２項において同

じ。）、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員

ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総

数は、指定生活介護の単位（指定生活介護であって、その提

供が同時に１又は複数の利用者に対して一体的に行われるも
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のをいう。以下この条及び附則第２項において同じ。）ごと

に、常勤換算方法で、�から�までに掲げる平均障害支援区

分（基準省令第７８条第１項第２号イの厚生労働大臣が定める

ところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以下同

じ。）に応じ、それぞれ�から�までに定める数とするこ

と。

� 平均障害支援区分が４未満 利用者の数を６で除して得

た数以上

� 平均障害支援区分が４以上５未満 利用者の数を５で除

して得た数以上

� 平均障害支援区分が５以上 利用者の数を３で除して得

た数以上

イ～エ 省略

� 省略

２～６ 省略

（指定小規模多機能型居宅介護事業所に関する特例）

第９７条 次に掲げる要件を満たす指定小規模多機能型居宅介護事業

者（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準（平成１８年厚生労働省令第３４号。以下「指定地域密着型サ

ービス基準省令」という。）第６３条第１項に規定する指定小規模

多機能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。）が地域において生

活介護が提供されていないこと等により生活介護を受けることが

困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護（指定地域密

着型サービス基準省令第６２条に規定する指定小規模多機能型居宅

介護をいう。）のうち通いサービス（指定地域密着型サービス基

準省令第６３条第１項に規定する通いサービスをいう。以下同

じ。）を提供する場合は、当該通いサービスを基準該当生活介護

と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所

（同項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以

下同じ。）を基準該当生活介護事業所とみなす。この場合におい

て、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所につ

いては、適用しない。

� 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員（当該指

定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者（指定地域密着型サ

ービス基準省令第６３条第１項に規定する登録者をいう。）の数

並びにこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通い

サービス、指定通所支援基準条例第５６条の８の規定により基準

該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所

支援基準条例第７３条の４において準用する指定通所支援基準条

例第５６条の８の規定により基準該当放課後等デイサービスとみ

なされる通いサービス又は厚生労働省関係構造改革特別区域法

第３４条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措

置を定める省令（平成１５年厚生労働省令第１３２号。以下「特区

省令」という。）第４条第１項の規定により自立訓練とみなさ

れる通いサービスを利用するために当該小規模多機能型居宅介

護事業所に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限

をいう。以下この条において同じ。）を、２５人以下とするこ

と。

� 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービスの利

用定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービ

スの利用者の数並びにこの条の規定により基準該当生活介護と

みなされる通いサービス、指定通所支援基準条例第５６条の８の

規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若

のをいう。以下この条及び附則第２項において同じ。）ごと

に、常勤換算方法で、�から�までに掲げる平均障害程度区

分（基準省令第７８条第１項第２号イの厚生労働大臣が定める

ところにより算定した障害程度区分の平均値をいう。以下同

じ。）に応じ、それぞれ�から�までに定める数とするこ

と。

� 平均障害程度区分が４未満 利用者の数を６で除して得

た数以上

� 平均障害程度区分が４以上５未満 利用者の数を５で除

して得た数以上

� 平均障害程度区分が５以上 利用者の数を３で除して得

た数以上

イ～エ 省略

� 省略

２～６ 省略

（指定小規模多機能型居宅介護事業所に関する特例）

第９７条 次に掲げる要件を満たす指定小規模多機能型居宅介護事業

者（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準（平成１８年厚生労働省令第３４号。以下「指定地域密着型サ

ービス基準省令」という。）第６３条第１項に規定する指定小規模

多機能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。）が地域において生

活介護が提供されていないこと等により生活介護を受けることが

困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護（指定地域密

着型サービス基準省令第６２条に規定する指定小規模多機能型居宅

介護をいう。）のうち通いサービス（指定地域密着型サービス基

準省令第６３条第１項に規定する通いサービスをいう。以下同

じ。）を提供する場合は、当該通いサービスを基準該当生活介護

と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所

（同項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以

下同じ。）を基準該当生活介護事業所とみなす。この場合におい

て、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所につ

いては、適用しない。

� 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員（当該指

定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者（指定地域密着型サ

ービス基準省令第６３条第１項に規定する登録者をいう。）の数

及び この条の規定により基準該当生活介護とみなされる通い

サービス又は厚生労働省関係構造改革特別区域法第２条第３項

に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定

事業を定める省令

（平成１５年厚生労働省令第１３２号。以下「特区

省令」という。）第４条第１項の規定により自立訓練とみなさ

れる通いサービスを利用するために当該小規模多機能型居宅介

護事業所に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限

をいう。以下この条において同じ。）を、２５人以下とするこ

と。

� 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービスの利

用定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービ

スの利用者の数及び この条の規定により基準該当生活介護と

みなされる通いサービス、指定通所支援基準条例第５６条の８の

規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若
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しくは指定通所支援基準条例第７３条の４において準用する指定

通所支援基準条例第５６条の８の規定により基準該当放課後等デ

イサービスとみなされる通いサービス又は特区省令第４条第１

項の規定により自立訓練とみなされる通いサービスを受ける障

害者及び障害児の数の合計数の１日当たりの上限をいう。以下

同じ。）を、登録定員の２分の１から１５人までの範囲内とする

こと。

� 省略

� 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者の員数が、

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所が提供する通いサービ

スの利用者数を通いサービスの利用者数並びにこの条の規定に

より基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定通所支

援基準条例第５６条の８の規定により基準該当児童発達支援とみ

なされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第７３条の

４において準用する指定通所支援基準条例第５６条の８の規定に

より基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービス

又は特区省令第４条第１項の規定により自立訓練とみなされる

通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であると

した場合における指定地域密着型サービス基準省令第６３条に規

定する基準を満たすこと。

� 省略

（従業者の員数）

第１００条 法第５条第８項に規定する施設が指定短期入所の事業を

行う事業所（以下この章において「指定短期入所事業所」とい

う。）として当該施設と一体的に運営を行う事業所（以下この章

において「併設事業所」という。）を設置する場合において、当

該施設及び併設事業所に有すべき従業者の総数は、次の各号に掲

げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。

� 省略

� 第１５３条

第１項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業者（省令第２５

条第７号に規定する宿泊型自立訓練の事業を行う者に限る。）

又は第１９６条第１項に規定する指定共同生活援助事業者（以下

この章において「指定自立訓練（生活訓練）事業者等」とい

う。）である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業

所を設置する場合 ア又はイに掲げる指定短期入所を提供する

時間帯に応じ、それぞれア又はイに定める数

ア 指定短期入所と同時に

第１５２条に規定する指定自立訓練（生活訓練）（省令第

２５条第７号に規定する宿泊型自立訓練に係るものに限る。）

又は第１９５条に規定する指定共同生活援助（以下この章にお

いて「指定自立訓練（生活訓練）等」という。）を提供する

時間帯 指定自立訓練（生活訓練）事業所等（当該指定自立

訓練（生活訓練）事業者等が設置する当該指定に係る

指定自立訓練（生活訓練）事業所

（第１５３条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業

所をいう。）又は指定共同生活援助事業所（第１９６条第１項

に規定する指定共同生活援助事業所をいう。）をいう。以下

この章において同じ。）の利用者の数及び併設事業所の利用

者の数の合計数を当該指定自立訓練（生活訓練）事業所等の

利用者の数とみなした場合において、当該指定自立訓練（生

活訓練）事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業

しくは指定通所支援基準条例第７３条の４において準用する指定

通所支援基準条例第５６条の８の規定により基準該当放課後等デ

イサービスとみなされる通いサービス又は特区省令第４条第１

項の規定により自立訓練とみなされる通いサービスを受ける障

害者及び障害児の数の合計数の１日当たりの上限をいう。以下

同じ。）を、登録定員の２分の１から１５人までの範囲内とする

こと。

� 省略

� 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者の員数が、

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所が提供する通いサービ

スの利用者数を通いサービスの利用者数及び この条の規定に

より基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定通所支

援基準条例第５６条の８の規定により基準該当児童発達支援とみ

なされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第７３条の

４において準用する指定通所支援基準条例第５６条の８の規定に

より基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービス

又は特区省令第４条第１項の規定により自立訓練とみなされる

通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であると

した場合における指定地域密着型サービス基準省令第６３条に規

定する基準を満たすこと。

� 省略

（従業者の員数）

第１００条 法第５条第８項に規定する施設が指定短期入所の事業を

行う事業所（以下この章において「指定短期入所事業所」とい

う。）として当該施設と一体的に運営を行う事業所（以下この章

において「併設事業所」という。）を設置する場合において、当

該施設及び併設事業所に有すべき従業者の総数は、次の各号に掲

げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。

� 省略

� 第１２５条第１項に規定する指定共同生活介護事業者、第１５３条

第１項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業者（省令第２５

条第７号に規定する宿泊型自立訓練の事業を行う者に限る。）

又は第１９６条第１項に規定する指定共同生活援助事業者（以下

この章において「指定共同生活介護事業者等 」とい

う。）である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業

所を設置する場合 ア又はイに掲げる指定短期入所を提供する

時間帯に応じ、それぞれア又はイに定める数

ア 指定短期入所と同時に第１２４条に規定する指定共同生活介

護、第１５２条に規定する指定自立訓練（生活訓練）（省令第

２５条第７号に規定する宿泊型自立訓練に係るものに限る。）

又は第１９５条に規定する指定共同生活援助（以下この章にお

いて「指定共同生活介護等 」という。）を提供する

時間帯 指定共同生活介護事業所等（当該指定共同生活介護

事業者等 が設置する当該指定に係る指定共

同生活介護事業所（第１２５条第１項に規定する指定共同生活

介護事業所をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）事業所

（第１５３条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業

所をいう。）又は指定共同生活援助事業所（第１９６条第１項

に規定する指定共同生活援助事業所をいう。）をいう。以下

この章において同じ。）の利用者の数及び併設事業所の利用

者の数の合計数を当該指定共同生活介護事業所等 の

利用者の数とみなした場合において、当該指定共同生活介護

事業所等 における生活支援員又はこれに準ずる従業
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者として必要とされる数以上

イ 省略

２ 法第５条第８項に規定する施設が、その施設の全部又は一部が

利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を

行う場合において、当該事業を行う事業所（以下この章において

「空床利用型事業所」という。）の有すべき従業者の員数は、次

の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。

� 省略

� 指定自立訓練（生活訓練）事業者等である当該施設が、指定

短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合 ア又

はイに掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれ

ア又はイに定める数

ア 指定短期入所と同時に指定自立訓練（生活訓練）等を提供

する時間帯 当該指定自立訓練（生活訓練）事業所等の利用

者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該指

定自立訓練（生活訓練）事業所等の利用者の数とみなした場

合において、当該指定自立訓練（生活訓練）事業所等におけ

る生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数

以上

イ 省略

３ 併設事業所又は空床利用型事業所以外の指定短期入所事業所

（以下この章において「単独型事業所」という。）の有すべき生

活支援員の員数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定

める数とする。

� 指定生活介護事業所

、第１４３条第１項に規定する指定自立訓練（機能

訓練）事業所、第１５３条第１項に規定する指定自立訓練（生活

訓練）事業所、第１６３条第１項に規定する指定就労移行支援事

業所、第１７４条第１項に規定する指定就労継続支援Ａ型事業

所、指定就労継続支援Ｂ型事業所（第１８６条に規定する指定就

労継続支援Ｂ型の事業を行う者が当該事業を行う事業所をい

う。以下同じ。）、第１９６条第１項に規定する指定共同生活援

助事業所又は指定障害児通所支援事業所（児童福祉法第２１条の

５の３第１項に規定する指定通所支援の事業を行う者が当該事

業を行う事業所をいう。）（以下この章において「指定生活介

護事業所等」という。）において指定短期入所の事業を行う場

合 ア又はイに掲げる指定短期入所の事業を行う時間帯の区分

に応じ、それぞれア又はイに定める数

ア 指定生活介護 、第

１４２条に規定する指定自立訓練（機能訓練）、第１５２条に規定

する指定自立訓練（生活訓練）、第１７３条に規定する指定就

労継続支援Ａ型、第１８６条に規定する指定就労継続支援Ｂ

型、第１９５条に規定する指定共同生活援助又は児童福祉法第

２１条の５の３第１項に規定する指定通所支援のサービス提供

時間 当該指定生活介護事業所等の利用者の数及び当該単独

型事業所の利用者の数の合計数を当該指定生活介護事業所等

の利用者の数とみなした場合において、当該指定生活介護事

業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必

要とされる数以上

イ 省略

� 省略

（準用）

第１０１条 第５２条の規定は、指定短期入所の事業について準用す

者として必要とされる数以上

イ 省略

２ 法第５条第８項に規定する施設が、その施設の全部又は一部が

利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を

行う場合において、当該事業を行う事業所（以下この章において

「空床利用型事業所」という。）の有すべき従業者の員数は、次

の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。

� 省略

� 指定共同生活介護事業者等 である当該施設が、指定

短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合 ア又

はイに掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれ

ア又はイに定める数

ア 指定短期入所と同時に指定共同生活介護等 を提供

する時間帯 当該指定共同生活介護事業所等 の利用

者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該指

定共同生活介護事業所等 の利用者の数とみなした場

合において、当該指定共同生活介護事業所等 におけ

る生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数

以上

イ 省略

３ 併設事業所又は空床利用型事業所以外の指定短期入所事業所

（以下この章において「単独型事業所」という。）の有すべき生

活支援員の員数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定

める数とする。

� 指定生活介護事業所、第１２５条第１項に規定する指定共同生

活介護事業所、第１４３条第１項に規定する指定自立訓練（機能

訓練）事業所、第１５３条第１項に規定する指定自立訓練（生活

訓練）事業所、第１６３条第１項に規定する指定就労移行支援事

業所、第１７４条第１項に規定する指定就労継続支援Ａ型事業

所、指定就労継続支援Ｂ型事業所（第１８６条に規定する指定就

労継続支援Ｂ型の事業を行う者が当該事業を行う事業所をい

う。以下同じ。）、第１９６条第１項に規定する指定共同生活援

助事業所又は指定障害児通所支援事業所（児童福祉法第２１条の

５の３第１項に規定する指定通所支援の事業を行う者が当該事

業を行う事業所をいう。）（以下この章において「指定生活介

護事業所等」という。）において指定短期入所の事業を行う場

合 ア又はイに掲げる指定短期入所の事業を行う時間帯の区分

に応じ、それぞれア又はイに定める数

ア 指定生活介護、第１２４条に規定する指定共同生活介護、第

１４２条に規定する指定自立訓練（機能訓練）、第１５２条に規定

する指定自立訓練（生活訓練）、第１７３条に規定する指定就

労継続支援Ａ型、第１８６条に規定する指定就労継続支援Ｂ

型、第１９５条に規定する指定共同生活援助又は児童福祉法第

２１条の５の３第１項に規定する指定通所支援のサービス提供

時間 当該指定生活介護事業所等の利用者の数及び当該単独

型事業所の利用者の数の合計数を当該指定生活介護事業所等

の利用者の数とみなした場合において、当該指定生活介護事

業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必

要とされる数以上

イ 省略

� 省略

（準用）

第１０１条 第７条の規定は、指定短期入所の事業について準用す

愛 媛 県 報平成２６年３月２８日 第２５５７号外１

６６



る。

（定員の遵守）

第１０９条 指定短期入所事業者は、次に掲げる利用者の数以上の数

の利用者に対して同時に指定短期入所を提供してはならない。た

だし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この

限りでない。

� 省略

� 空床利用型事業所にあっては、当該施設の利用定員（

第１９６条第１

項に規定する指定共同生活援助事業所にあっては、共同生活援

助を行う住居（以下「共同生活住居」という。）及びユニット

（居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることが

できる設備により一体的に構成される場所をいう。以下同

じ。）の入居定員）及び居室の定員を超えることとなる利用者

の数

� 省略

（指定小規模多機能型居宅介護事業所に関する特例）

第１１１条 短期入所に係る基準該当障害福祉サービス（以下この節

において「基準該当短期入所」という。）の事業を行う者（以下

この節において「基準該当短期入所事業者」という。）が当該事

業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

� 指定小規模多機能型居宅介護事業者であって、第９７条の規定

により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定通所

支援基準条例第５６条の８の規定により基準該当児童発達支援と

みなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第７３条

の４において準用する指定通所支援基準条例第５６条の８の規定

により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービ

ス又は特区省令第４条第１項の規定により自立訓練とみなされ

る通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅

介護事業所に登録を受けた障害者及び障害児に対して指定小規

模多機能型居宅介護のうち宿泊サービス（指定地域密着型サー

ビス基準省令第６３条第５項に規定する宿泊サービスをいう。以

下この条において同じ。）を提供するものであること。

� 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の宿泊サービスの利

用定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の宿泊サービ

スを利用する者の数並びに基準該当短期入所の提供を受ける障

害者及び障害児の数の合計数の１日当たりの上限をいう。以下

この条において同じ。）を通いサービスの利用定員の３分の１

から９人までの範囲内とすること。

� 省略

� 基準該当短期入所の提供を受ける障害者及び障害児に対し適

切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その他の関

係施設から必要な技術的支援を受けていること。

（従業者の員数）

第１１４条 指定重度障害者等包括支援の事業を行う者（以下この章

において「指定重度障害者等包括支援事業者」という。）は、当

該指定重度障害者等包括支援事業者が指定を受けている指定障害

福祉サービス事業者（指定療養介護事業者

を除く。第１１７条において同

じ。）又は指定障害者支援施設の基準を満たさなければならな

い。

２～４ 省略

（障害福祉サービスの提供に係る基準）

る。

（定員の遵守）

第１０９条 指定短期入所事業者は、次に掲げる利用者の数以上の数

の利用者に対して同時に指定短期入所を提供してはならない。た

だし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この

限りでない。

� 省略

� 空床利用型事業所にあっては、当該施設の利用定員（第１２５

条第１項に規定する指定共同生活介護事業所又は第１９６条第１

項に規定する指定共同生活援助事業所にあっては、共同生活住

居 及びユニット

（居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることが

できる設備により一体的に構成される場所をいう。以下同

じ。）の入居定員及び 居室の定員を超えることとなる利用者

の数

� 省略

（指定小規模多機能型居宅介護事業所に関する特例）

第１１１条 短期入所に係る基準該当障害福祉サービス（以下この節

において「基準該当短期入所」という。）の事業を行う者（以下

この節において「基準該当短期入所事業者」という。）が当該事

業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

� 指定小規模多機能型居宅介護事業者であって、第９７条の規定

により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定通所

支援基準条例第５６条の８の規定により基準該当児童発達支援と

みなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第７３条

の４において準用する指定通所支援基準条例第５６条の８の規定

により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービ

ス又は特区省令第４条第１項の規定により自立訓練とみなされ

る通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅

介護事業所に登録を受けた利用者 に対して指定小規

模多機能型居宅介護のうち宿泊サービス（指定地域密着型サー

ビス基準省令第６３条第５項に規定する宿泊サービスをいう。以

下この条において同じ。）を提供するものであること。

� 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の宿泊サービスの利

用定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の宿泊サービ

スを利用する者の数及び 基準該当短期入所の提供を受ける利

用者 の数の合計数の１日当たりの上限をいう。以下

この条において同じ。）を通いサービスの利用定員の３分の１

から９人までの範囲内とすること。

� 省略

� 基準該当短期入所の提供を受ける利用者 に対し適

切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その他の関

係施設から必要な技術的支援を受けていること。

（従業者の員数）

第１１４条 指定重度障害者等包括支援の事業を行う者（以下この章

において「指定重度障害者等包括支援事業者」という。）は、当

該指定重度障害者等包括支援事業者が指定を受けている指定障害

福祉サービス事業者（指定療養介護事業者及び第１９６条第１項に

規定する指定共同生活援助事業者を除く。第１１７条において同

じ。）又は指定障害者支援施設の基準を満たさなければならな

い。

２～４ 省略

（障害福祉サービスの提供に係る基準）
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第１１９条 省略

２ 省略

３ 指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス

（短期入所及び共同生活援助に限る。）を自ら又は第三者に委託

することにより提供する場合にあっては、当該指定重度障害者等

包括支援事業所又は当該委託を受けて障害福祉サービスを提供す

る事業所は、提供する障害福祉サービスごとに、この条例に規定

する基準を満たさなければならない。

第７章 削除

第１２４条から第１４１条まで 削除

第１１９条 省略

２ 省略

３ 指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス

（短期入所及び共同生活介護に限る。）を自ら又は第三者に委託

することにより提供する場合にあっては、当該指定重度障害者等

包括支援事業所又は当該委託を受けて障害福祉サービスを提供す

る事業所は、提供する障害福祉サービスごとに、この条例に規定

する基準を満たさなければならない。

第７章 共同生活介護

第１節 基本方針

第１２４条 共同生活介護に係る指定障害福祉サービス（以下「指定

共同生活介護」という。）の事業は、利用者が地域において共同

して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当

該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応

じて共同生活住居において入浴、排せつ及び食事等の介護、相談

その他の日常生活上の支援を適切かつ効果的に行うものでなけれ

ばならない。

第２節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第１２５条 指定共同生活介護の事業を行う者（以下「指定共同生活

介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定共

同生活介護事業所」という。）ごとに有すべき従業者及びその員

数は、次のとおりとする。

� 世話人 常勤換算方法で、利用者の数を６で除して得た数以

上

� 生活支援員 常勤換算方法で、次のアからエまでに掲げる数

の合計数以上

ア 障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基

準等に関する省令（平成１８年厚生労働省令第４０号。以下「区

分省令」という。）第２条第３号の区分３に該当する利用者

の数を９で除して得た数

イ 区分省令第２条第４号の区分４に該当する利用者の数を６

で除して得た数

ウ 区分省令第２条第５号の区分５に該当する利用者の数を４

で除して得た数

エ 区分省令第２条第６号の区分６に該当する利用者の数を

２．５で除して得た数

� サービス管理責任者 ア又はイに掲げる利用者の数の区分に

応じ、それぞれア又はイに定める数

ア 利用者の数が３０以下 １以上

イ 利用者の数が３１以上 １に、利用者の数が３０を超える３０又

はその端数を増すごとに１を加えた数以上

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新たに

法第２９条第１項の指定を受ける場合は、推定数による。

３ 第１項に規定する指定共同生活介護の従業者は、専ら指定共同

生活介護事業所の職務に従事する者でなければならない。ただ

し、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

（管理者）

第１２６条 指定共同生活介護事業者は、指定共同生活介護事業所ご

とに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし、指定共同生活介護事業所の管理上支障がない場合

は、当該管理者を当該指定共同生活介護事業所の他の職務に従事

させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができ
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る。

２ 指定共同生活介護事業所の管理者は、適切な指定共同生活介護

を提供するために必要な知識及び経験を有する者でなければなら

ない。

第３節 設備に関する基準

第１２７条 指定共同生活介護に係る共同生活住居は、住宅地又は住

宅地と同程度に利用者の家族及び地域住民との交流の機会が確保

される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通じてサー

ビスを提供する施設（以下「入所施設」という。）又は病院の敷

地外にあるようにしなければならない。

２ 指定共同生活介護事業所は、１以上の共同生活住居を有するも

のとし、当該共同生活住居の入居定員の合計は、４人以上とす

る。

３ 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて

工夫されたものでなければならない。

４ 共同生活住居は、その入居定員を２人以上１０人以下とする。た

だし、既存の建物を共同生活住居とする場合は、当該共同生活住

居の入居定員を２人以上２０人（知事が特に必要があると認めると

きは、３０人）以下とすることができる。

５ 共同生活住居は、１以上のユニットを有するほか、日常生活を

営む上で必要な設備を設けなければならない。

６ ユニットの入居定員は、２人以上１０人以下とする。

７ ユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流

を図ることができる設備を設けることとし、その基準は、次のと

おりとする。

� 一の居室の定員は、１人とすること。ただし、利用者のサー

ビス提供上必要と認められる場合は、２人とすることができ

る。

� 一の居室の面積は、収納設備等の面積を除き、７．４３平方メー

トル以上とすること。

第４節 運営に関する基準

（入退居）

第１２８条 指定共同生活介護は、共同生活住居への入居を必要とす

る利用者（入院治療を要する者を除く。）に提供するものとす

る。

２ 指定共同生活介護事業者は、利用申込者の入居に際しては、そ

の者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならな

い。

３ 指定共同生活介護事業者は、利用者の退居の際は、利用者の希

望を踏まえた上で、退居後の生活環境及び援助の継続性に配慮

し、退居に必要な援助を行わなければならない。

４ 指定共同生活介護事業者は、利用者の退居に際しては、利用者

に対し適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サ

ービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

（入退居の記録の記載等）

第１２９条 指定共同生活介護事業者は、入居又は退居に際しては、

当該指定共同生活介護事業者の名称、入居又は退居の年月日その

他の必要な事項（次項において「受給者証記載事項」という。）

を、利用者の受給者証に記載しなければならない。

２ 指定共同生活介護事業者は、受給者証記載事項その他の必要な

事項を遅滞なく市町村に報告しなければならない。

（利用者負担額等の受領）

第１３０条 指定共同生活介護事業者は、指定共同生活介護を提供し
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たときは、支給決定障害者から当該指定共同生活介護に係る利用

者負担額の支払を受けるものとする。

２ 指定共同生活介護事業者は、法定代理受領を行わない指定共同

生活介護を提供したときは、支給決定障害者から当該指定共同生

活介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受ける

ものとする。

３ 指定共同生活介護事業者は、前２項の規定により支払を受ける

利用者負担額及び指定障害福祉サービス等費用基準額のほか、指

定共同生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、規

則で定める費用の額の支払を支給決定障害者から受けることがで

きる。

４ 指定共同生活介護事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた

ときは、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決

定障害者に交付しなければならない。

５ 指定共同生活介護事業者は、第３項の規則で定める費用に係る

サービスの提供に当たっては、あらかじめ、当該サービスの内容

及び費用について支給決定障害者に説明し、その同意を得なけれ

ばならない。

（利用者負担額に係る管理）

第１３１条 指定共同生活介護事業者は、支給決定障害者（入居前の

体験的な指定共同生活介護を受けている者を除く。）が同一の月

に当該指定共同生活介護事業者が提供する指定共同生活介護及び

他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定共同生活

介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額

を算定しなければならない。この場合において、当該指定共同生

活介護事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するととも

に、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を

提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならな

い。

２ 指定共同生活介護事業者は、支給決定障害者（入居前の体験的

な指定共同生活介護を受けている者に限る。）の依頼を受けて、

当該支給決定障害者が同一の月に当該指定共同生活介護事業者が

提供する指定共同生活介護及び他の指定障害福祉サービス等を受

けたときは、当該指定共同生活介護及び他の指定障害福祉サービ

ス等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。この

場合において、当該指定共同生活介護事業者は、利用者負担額合

計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該

他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事

業者等に通知しなければならない。

（指定共同生活介護の取扱方針）

第１３２条 指定共同生活介護事業者は、第１４１条において準用する第

６０条第１項に規定する共同生活介護計画（以下「共同生活介護計

画」という。）に基づき、利用者が地域において日常生活を営む

ことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその

置かれている環境に応じ、当該利用者の支援を適切に行うととも

に、指定共同生活介護の提供が漫然かつ画一的なものとならない

よう配慮しなければならない。

２ 指定共同生活介護事業者は、入居前の体験的な利用を希望する

者に対して指定共同生活介護の提供を行うときは、共同生活介護

計画に基づき、当該利用者が、継続した指定共同生活介護の利用

に円滑に移行できるよう配慮するとともに、継続して入居してい

る他の利用者の処遇に支障がないようにしなければならない。

３ 指定共同生活介護事業所の従業者は、指定共同生活介護の提供
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に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家

族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明

を行わなければならない。

４ 指定共同生活介護事業者は、提供する指定共同生活介護の質の

評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

（サービス管理責任者の業務）

第１３３条 サービス管理責任者は、第１４１条において準用する第６０条

に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

� 利用申込者の利用に際し、当該利用申込者に係る指定障害福

祉サービス事業者等に対する照会等により、当該利用申込者の

身体及び精神の状況、当該指定共同生活介護事業所以外におけ

る指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

� 利用者の身体及び精神の状況、その置かれている環境等に照

らし、当該利用者が自立した日常生活を営むことができるよう

定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことがで

きると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。

� 利用者が自立した社会生活を営むことができるよう指定生活

介護事業所等との連絡調整を行うこと。

� 他の従業者に対し、技術指導及び助言を行うこと。

（介護及び家事等）

第１３４条 介護は、利用者の身体及び精神の状況に応じ、利用者の

自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもっ

て行わなければならない。

２ 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者及び従業者が

共同で行うよう努めなければならない。

３ 指定共同生活介護事業者は、利用者に対し、その負担により、

当該指定共同生活介護事業所の従業者以外の者による介護又は家

事等を受けさせてはならない。

（社会生活上の便宜の供与等）

第１３５条 指定共同生活介護事業者は、利用者について、指定生活

介護事業所等との連絡調整、余暇活動の支援等に努めなければな

らない。

２ 指定共同生活介護事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要

な行政機関に対する手続等について、利用者又はその家族が行う

ことが困難である場合は、当該利用者の同意を得てこれらの者に

代わって行わなければならない。

３ 指定共同生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図る

とともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努

めなければならない。

（運営規程）

第１３６条 指定共同生活介護事業者は、指定共同生活介護事業所ご

とに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規

程を定めておかなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 入居定員

� 指定共同生活介護の内容並びに支給決定障害者から受領する

費用の種類及びその額

� 入居に当たっての留意事項

� 緊急時等における対応方法

� 非常災害対策

� 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合は、当該障

害の種類
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第１５７条 省略

（利用者負担額に係る管理）

第１５７条の２ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、支給決定障害

者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省令第１７０条の２第

� 虐待の防止のための措置に関する事項

� その他運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

第１３７条 指定共同生活介護事業者は、利用者に対し適切な指定共

同生活介護を提供することができるよう、指定共同生活介護事業

所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安

心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視した指定

共同生活介護の提供に配慮しなければならない。

３ 指定共同生活介護事業者は、指定共同生活介護事業所ごとに、

当該指定共同生活介護事業所の従業者によって指定共同生活介護

を提供しなければならない。ただし、当該指定共同生活介護事業

者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、

この限りでない。

４ 指定共同生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定共

同生活介護に係る生活支援員の業務の全部又は一部を委託により

他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施

状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければなら

ない。

５ 指定共同生活介護事業者は、従業者の資質の向上のための研修

の機会を確保しなければならない。

（支援体制の確保）

第１３８条 指定共同生活介護事業者は、利用者の身体及び精神の状

況に応じた必要な支援を行うことができるよう、他の障害福祉サ

ービス事業を行う者その他の関係機関との連携その他の適切な支

援体制を確保しなければならない。

（定員の遵守）

第１３９条 指定共同生活介護事業者は、共同生活住居及びユニット

の入居定員並びに居室の定員を超えて入居させてはならない。た

だし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この

限りでない。

（協力医療機関等）

第１４０条 指定共同生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備

えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければなら

ない。

２ 指定共同生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を

定めておくよう努めなければならない。

（準用）

第１４１条 第１０条、第１２条、第１３条、第１５条 か ら 第１８条 ま で、第２１

条、第２４条、第２９条、第３７条から第４２条まで、第５５条、第６０条、

第６２条、第６８条、第７２条、第７５条から第７７条まで、第９０条、第９２

条及び第９４条の規定は、指定共同生活介護の事業について準用す

る。この場合において、第１０条第１項中「第３２条」とあるのは

「第１３６条」と、第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第

１３０条第１項」と、第２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは

「第１３０条第２項」と、第６０条 中「療 養 介 護 計 画」と あ る の は

「共同生活介護計画」と、第９４条中「前条の協力医療機関」とあ

るのは「第１４０条第１項の協力医療機関及び同条第２項の協力歯

科医療機関」と読み替えるものとする。

第１５７条 省略
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１項の厚生労働大臣が定める者に限る。）が同一の月に当該指定

自立訓練（生活訓練）事業者が提供する指定宿泊型自立訓練及び

他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定宿泊型自

立訓練及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計

額を算定しなければならない。この場合において、当該指定自立

訓練（生活訓練）事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告

するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サ

ービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなけ

ればならない。

２ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、支給決定障害者（指定宿

泊型自立訓練を受ける者及び基準省令第１７０条の２第２項の厚生

労働大臣が定める者を除く。）の依頼を受けて、当該支給決定障

害者が同一の月に当該指定自立訓練（生活訓練）事業者が提供す

る指定自立訓練（生活訓練）（指定宿泊型自立訓練を除く。）及

び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定自立訓

練（生活訓練）及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負

担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当該

指定自立訓練（生活訓練）事業者は、利用者負担額合計額を市町

村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障

害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通

知しなければならない。

（準用）

第１５９条 第１０条 か ら 第１９条 ま で、第２１条 、第２４条、第２９

条、第３７条から第４２条まで、第５９条から第６２条まで、第６８条、第

７０条から第７２条まで、第７５条、第７６条、第８８条から第９４条まで

、第１４７条及び第１４８条の規定は、指定自立訓練

（生活訓練）の事業について準用する。この場合において、第１０

条第１項中「第３２条」とあるのは「第１５９条において準用する第

９１条」と、第２１条第２項中「次条第１項から第３項まで」とある

のは「第１５７条第１項から第４項まで」と

、第２４条 第２項 中「第２２条 第２項」と あ る の は

「第１５７条第２項」と、第５９条第１項中「次条第１項」とあるの

は「第１５９条において準用する次条第１項」と、「療養介護計

画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）計画」と、第６０条中「療

養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）計画」と、同条

第８項中「６月」とあるのは「３月」と、第６１条中「前条」とあ

るのは「第１５９条において準用する前条」と、第９１条中「第９４

条」とあるのは「第１５９条において準用する第９４条」と、第９４条

中「前条」とあるのは「第１５９条において準用する前条」と

読み替えるもの

とする。

（準用）

第１７２条 第１０条 か ら 第１８条 ま で、第２０条、第２１条 、第２４

条、第２９条、第３７条から第４２条まで、第５９条から第６２条まで、第

６８条、第７０条から第７２条まで、第７５条から第７７条まで、第８６条か

ら第９４条まで 、第１４６条、第１４７条及び第１５７条の

（準用）

第１５９条 第１０条 か ら 第１９条 ま で、第２１条、第２３条、第２４条、第２９

条、第３７条から第４２条まで、第５９条から第６２条まで、第６８条、第

７０条から第７２条まで、第７５条、第７６条、第８８条から第９４条まで、

第１３１条第１項、第１４７条及び第１４８条の規定 は、指 定 自 立 訓 練

（生活訓練）の事業について準用する。この場合において、第１０

条第１項中「第３２条」とあるのは「第１５９条において準用する第

９１条」と、第２１条第２項中「次条第１項から第３項まで」とある

のは「第１５７条第１項から第４項まで」と、第２３条中「支給決定

障害者等の」とあるのは「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練

を受ける者及び基準省令第１７１条において準用する基準省令第２２

条の厚生労働大臣が定める者を除く。以下この条において同

じ。）の」と、「当該支給決定障害者等」とあるのは「当該支給

決定障害者」と、第２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは

「第１５７条第２項」と、第５９条第１項中「次条第１項」とあるの

は「第１５９条において準用する次条第１項」と、「療養介護計

画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）計画」と、第６０条中「療

養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）計画」と、同条

第８項中「６月」とあるのは「３月」と、第６１条中「前条」とあ

るのは「第１５９条において準用する前条」と、第９１条中「第９４

条」とあるのは「第１５９条において準用する第９４条」と、第９４条

中「前条」とあるのは「第１５９条において準用する前条」と、第

１３１条第１項中「入居前の体験的な指定共同生活介護を受けてい

る者を除く」とあるのは「指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基

準省令第１７１条において準用する基準省令第１４４条の厚生労働大臣

が定める者に限る。以下この項において同じ」と読み替えるもの

とする。

（準用）

第１７２条 第１０条 か ら 第１８条 ま で、第２０条、第２１条、第２３条、第２４

条、第２９条、第３７条から第４２条まで、第５９条から第６２条まで、第

６８条、第７０条から第７２条まで、第７５条から第７７条まで、第８６条か

ら第９４条まで、第１３１条第１項、第１４６条及び第１４７条
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２の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。この場

合において、第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第１７２条に

おいて準用する第９１条」と、第２１条第２項中「次条第１項」とあ

るのは「第１７２条において準用する第１４６条第１項」と

、第２４条第２

項中「第２２条第２項」とあるのは「第１７２条において準用する第

１４６条 第２項」と、第５９条 第１項 中「次 条 第１項」と あ る の は

「第１７２条において準用する次条第１項」と、「療養介護計画」

とあるのは「就労移行支援計画」と、第６０条中「療養介護計画」

とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第８項中「６月」とあ

るのは「３月」と、第６１条中「前条」とあるのは「第１７２条にお

いて準用する前条」と、第９１条中「第９４条」とあるのは「第１７２

条において準用する第９４条」と、第９４条中「前条」とあるのは

「第１７２条において準用する前条」と、第１５７条の２中「支給決定

障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び」とあるのは「支給

決定障害者（基準省令第１８４条において準用する

」と読み替えるものとする。

第１３章 共同生活援助

第１節 基本方針

第１９５条 共同生活援助に係る指定障害福祉サービス（以下「指定

共同生活援助」という。）の事業は、利用者が地域において共同

して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当

該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応

じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護そ

の他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものでなければ

ならない。

（従業者の員数）

第１９６条 指定共同生活援助の事業を行う者（以下「指定共同生活

援助事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定共

同生活援助事業所」という。）ごとに有すべき従業者及びその員

数は、次のとおりとする。

� 世話人 常勤換算方法で、利用者の数を６で除して得た数以

上

� 生活支援員 常勤換算方法で、次のアからエまでに掲げる数

の合計数以上

ア 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基

準等に関する省令（平成２６年厚生労働省令第５号。以下「区

分省令」という。）第１条第４号の区分３に該当する利用者

の数を９で除して得た数

イ 区分省令第１条第５号の区分４に該当する利用者の数を６

で除して得た数

ウ 区分省令第１条第６号の区分５に該当する利用者の数を４

で除して得た数

エ 区分省令第１条第７号の区分６に該当する利用者の数を

２．５で除して得た数

� 省略

２・３ 省略

（管理者）

第１９７条 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ご

の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。この場

合において、第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第１７２条に

おいて準用する第９１条」と、第２１条第２項中「次条第１項」とあ

るのは「第１７２条において準用する第１４６条第１項」と、第２３条中

「支給決定障害者等の」とあるのは「支給決定障害者（基準省令

第１８４条において準用する基準省令第２２条の厚生労働大臣が定め

る者を除く。以下この条において同じ。）の」と、「当該支給決

定障害者等」とあるのは「当該支給決定障害者」と、第２４条第２

項中「第２２条第２項」とあるのは「第１７２条において準用する第

１４６条 第２項」と、第５９条 第１項 中「次 条 第１項」と あ る の は

「第１７２条において準用する次条第１項」と、「療養介護計画」

とあるのは「就労移行支援計画」と、第６０条中「療養介護計画」

とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第８項中「６月」とあ

るのは「３月」と、第６１条中「前条」とあるのは「第１７２条にお

いて準用する前条」と、第９１条中「第９４条」とあるのは「第１７２

条において準用する第９４条」と、第９４条中「前条」とあるのは

「第１７２条において準用する前条」と、第１３１条第１項中「入居前

の体験的な指定共同生活介護を受けている者を除く」とあるのは

「指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省令第１８４条において

準用する基準省令第１４４条の厚生労働大臣が定める者に限る。以

下この項において同じ」と読み替えるものとする。

第１３章 共同生活援助

第１節 基本方針

第１９５条 共同生活援助に係る指定障害福祉サービス（以下「指定

共同生活援助」という。）の事業は、利用者が地域において共同

して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当

該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応

じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護そ

の他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものでなければ

ならない。

（従業者の員数）

第１９６条 指定共同生活援助の事業を行う者（以下「指定共同生活

援助事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定共

同生活援助事業所」という。）ごとに有すべき従業者及びその員

数は、次のとおりとする。

� 世話人 常勤換算方法で、利用者の数を１０で除して得た数以

上

� 省略

２・３ 省略

（準用）

第１９７条 第１２６条の規定は、指定共同生活援助の事業について準用
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とに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし、指定共同生活援助事業所の管理上支障がない場合

は、当該管理者を当該指定共同生活援助事業所の他の職務に従事

させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができ

る。

２ 指定共同生活援助事業所の管理者は、適切な指定共同生活援助

を提供するために必要な知識及び経験を有する者でなければなら

ない。

第３節 設備に関する基準

第１９８条 指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住

宅地と同程度に利用者の家族及び地域住民との交流の機会が確保

される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通じてサー

ビスを提供する施設（以下「入所施設」という。）又は病院の敷

地外にあるようにしなければならない。

２ 指定共同生活援助事業所は、１以上の共同生活住居（サテライ

ト型住居を除く。以下この項及び第４項から第６項までにおいて

同じ。）を有するものとし、当該共同生活住居及びサテライト型

住居の入居定員の合計は、４人以上とする。

３ 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて

工夫されたものでなければならない。

４ 共同生活住居は、その入居定員を２人以上１０人以下とする。た

だし、既存の建物を共同生活住居とする場合は、当該共同生活住

居の入居定員を２人以上２０人（知事が特に必要があると認めると

きは、３０人）以下とすることができる。

５ 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合

であって、知事が特に必要があると認めるときは、前項の規定に

かかわらず、当該共同生活住居の入居定員を２人以上３０人以下と

することができる。ただし、当該共同生活住居を改築する時点の

入居定員の数と同数以下としなければならない。

６ 共同生活住居は、１以上のユニットを有するほか、日常生活を

営む上で必要な設備を設けなければならない。

７ ユニットの入居定員は、２人以上１０人以下とする。

８ ユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流

を図ることができる設備を設けることとし、その基準は、次のと

おりとする。

� 一の居室の定員は、１人とすること。ただし、利用者のサー

ビス提供上必要と認められる場合は、２人とすることができ

る。

� 一の居室の面積は、収納設備等の面積を除き、７．４３平方メー

トル以上とすること。

９ サテライト型住居の設備に関する基準は、次のとおりとする。

� 入居定員は、１人とすること。

� 日常生活を営む上で必要な設備を設けること。

� 居室の面積は、収納設備等の面積を除き、７．４３平方メートル

以上とすること。

１０ 第２項及び前項の「サテライト型住居」とは、当該サテライト

型住居を設置しようとする者により設置される当該サテライト型

住居以外の共同生活住居であって当該サテライト型住居に入居す

る者に対する支援を行うもの（以下「本体住居」という。）との

密接な連携を確保しつつ、本体住居とは別の場所で運営される共

同生活住居をいう。

第４節 運営に関する基準

（入退居）

する。

第３節 設備に関する基準

第１９８条 第１２７条の規定は、指定共同生活援助の事業について準用

する。

第４節 運営に関する基準
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第１９８条の２ 指定共同生活援助は、共同生活住居への入居を必要

とする利用者（入院治療を要する者を除く。）に提供するものと

する。

２ 指定共同生活援助事業者は、利用申込者の入居に際しては、そ

の者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならな

い。

３ 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居の際は、利用者の希

望を踏まえた上で、退居後の生活環境及び援助の継続性に配慮

し、退居に必要な援助を行わなければならない。

４ 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居に際しては、利用者

に対し適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サ

ービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

（入退居の記録の記載等）

第１９８条の３ 指定共同生活援助事業者は、入居又は退居に際して

は、当該指定共同生活援助事業者の名称、入居又は退居の年月日

その他の必要な事項（次項において「受給者証記載事項」とい

う。）を、利用者の受給者証に記載しなければならない。

２ 指定共同生活援助事業者は、受給者証記載事項その他の必要な

事項を遅滞なく市町村に報告しなければならない。

（利用者負担額等の受領）

第１９８条の４ 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助を提

供したときは、支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る

利用者負担額の支払を受けるものとする。

２ 指定共同生活援助事業者は、法定代理受領を行わない指定共同

生活援助を提供したときは、支給決定障害者から当該指定共同生

活援助に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受ける

ものとする。

３ 指定共同生活援助事業者は、前２項の規定により支払を受ける

利用者負担額及び指定障害福祉サービス等費用基準額のほか、指

定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、規

則で定める費用の額の支払を支給決定障害者から受けることがで

きる。

４ 指定共同生活援助事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた

ときは、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決

定障害者に交付しなければならない。

５ 指定共同生活援助事業者は、第３項の規則で定める費用に係る

サービスの提供に当たっては、あらかじめ、当該サービスの内容

及び費用について支給決定障害者に説明し、その同意を得なけれ

ばならない。

（指定共同生活援助の取扱方針）

第１９８条の５ 指定共同生活援助事業者は、第２０１条において読み替

えて準用する第６０条第１項に規定する共同生活援助計画（以下

「共同生活援助計画」という。）に基づき、利用者が地域におい

て日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神

の状況並びにその置かれている環境に応じ、当該利用者の支援を

適切に行うとともに、指定共同生活援助の提供が漫然かつ画一的

なものとならないよう配慮しなければならない。

２ 指定共同生活援助事業者は、入居前の体験的な利用を希望する

者に対して指定共同生活援助の提供を行うときは、共同生活援助

計画に基づき、当該利用者が、継続した指定共同生活援助の利用

に円滑に移行できるよう配慮するとともに、継続して入居してい

る他の利用者の処遇に支障がないようにしなければならない。

３ 指定共同生活援助事業所の従業者は、指定共同生活援助の提供
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に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家

族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明

を行わなければならない。

４ 指定共同生活援助事業者は、提供する指定共同生活援助の質の

評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

（サービス管理責任者の業務）

第１９８条の６ サービス管理責任者は、第２０１条において準用する第

６０条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

� 利用申込者の利用に際し、当該利用申込者に係る指定障害福

祉サービス事業者等に対する照会等により、当該利用申込者の

身体及び精神の状況、当該指定共同生活援助事業所以外におけ

る指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

� 利用者の身体及び精神の状況、その置かれている環境等に照

らし、当該利用者が自立した日常生活を営むことができるよう

定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことがで

きると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。

� 利用者が自立した社会生活を営むことができるよう指定生活

介護事業所等との連絡調整を行うこと。

� 他の従業者に対し、技術指導及び助言を行うこと。

（介護及び家事等）

第１９９条 介護は、利用者の身体及び精神の状況に応じ、利用者の

自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもっ

て行われなければならない。

２ 省略

３ 指定共同生活援助事業者は、利用者に対し、その負担により、

当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護又は家

事等を受けさせてはならない。

（社会生活上の便宜の供与等）

第１９９条の２ 指定共同生活援助事業者は、利用者について、指定

生活介護事業所等との連絡調整、余暇活動の支援等に努めなけれ

ばならない。

２ 指定共同生活援助事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要

な行政機関に対する手続等について、利用者又はその家族が行う

ことが困難である場合は、当該利用者の同意を得てこれらの者に

代わって行わなければならない。

３ 指定共同生活援助事業者は、常に利用者の家族との連携を図る

とともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努

めなければならない。

（運営規程）

第１９９条の３ 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業

所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運

営規程を定めておかなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 入居定員

� 指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する

費用の種類及びその額

� 入居に当たっての留意事項

� 緊急時等における対応方法

� 非常災害対策

� 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合は、当該障

害の種類

	 虐待の防止のための措置に関する事項

（家事等）

第１９９条 省略

２ 指定共同生活援助事業者は、利用者に対し、その負担により、

当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護又は家

事等を受けさせてはならない。
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� その他運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

第２００条 省略

２ 省略

３ 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに、

当該指定共同生活援助事業所の従業者によって指定共同生活援助

を提供しなければならない。ただし、当該指定共同生活援助事業

者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、

この限りでない。

４ 指定共同生活援助事業者は、前項ただし書の規定により指定共

同生活援助に係る生活支援員の業務の全部又は一部を委託により

他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施

状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければなら

ない。

５ 省略

（支援体制の確保）

第２００条の２ 指定共同生活援助事業者は、利用者の身体及び精神

の状況に応じた必要な支援を行うことができるよう、他の障害福

祉サービス事業を行う者その他の関係機関との連携その他の適切

な支援体制を確保しなければならない。

（定員の遵守）

第２００条の３ 指定共同生活援助事業者は、共同生活住居及びユニ

ットの入居定員並びに居室の定員を超えて入居させてはならな

い。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合

は、この限りでない。

（協力医療機関等）

第２００条の４ 指定共同生活援助事業者は、利用者の病状の急変等

に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければ

ならない。

２ 指定共同生活援助事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を

定めておくよう努めなければならない。

（準用）

第２０１条 第１０条、第１２条、第１３条、第１５条 か ら 第１８条 ま で、第２１

条、第２４条、第２９条、第３７条から第４２条まで、第５５条、第６０条、

第６２条、第６８条、第７２条、第７５条から第７７条まで、第９０条、第９２

条、第９４条 及び 第１５７条 の２

の規定は、指定共同生活援助の事業につい

て準用する。この場合において、第１０条第１項中「第３２条」とあ

るのは「第１９９条の３ 」と、第２１条第２項 中

「次条第１項」とあるのは「第１９８条の４第１項

」と、第２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第１９８

条の４第２項 」と、第６０条中「療養介護計

画」とあるのは「共同生活援助計画」と、第９４条中「前条の協力

医療機関」とあるのは「第２００条の４第１項

の協力医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と、第１５７

条の２第１項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける

者及び基準省令第１７０条の２第１項の厚生労働大臣が定める者に

限る」とあるのは「支給決定障害者（入居前の体験的な指定共同

生活援助を受けている者を除く」と、同条第２項中「支給決定障

害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省令第１７０条の２

第２項の厚生労働大臣が定める者を除く」とあるのは「支給決定

障害者（入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者に限

る」と読み替えるものとする。

（勤務体制の確保等）

第２００条 省略

２ 省略

３ 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに、

当該指定共同生活援助事業所の従業者によって指定共同生活援助

を提供しなければならない。

４ 省略

（準用）

第２０１条 第１０条、第１２条、第１３条、第１５条 か ら 第１８条 ま で、第２１

条、第２４条、第２９条、第３７条から第４２条まで、第５５条、第６０条、

第６２条、第６８条、第７２条、第７５条から第７７条まで、第９０条、第９２

条、第９４条、第１２８条から第１３３条まで、第１３５条、第１３６条及び第

１３８条から第１４０条までの規定は、指定共同生活援助の事業につい

て準用する。この場合において、第１０条第１項中「第３２条」とあ

るのは「第２０１条において準用する第１３６条」と、第２１条第２項中

「次条第１項」とあるのは「第２０１条において準用する第１３０条第

１項」と、第２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第２０１

条において準用する第１３０条第２項」と、第６０条中「療養介護計

画」とあるのは「共同生活援助計画」と、第９４条中「前条の協力

医療機関」とあるのは「第２０１条において準用する第１４０条第１項

の協力医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と、第１３２

条 第１項 及 び 第１３３条 第１項 中「第１４１条」と あ る の は「第２０１

条」と、第１３３条第１項第３号及び第１３５条第１項中「指定生活介

護事業所」とあるのは「指定自立訓練（生活訓練）事業所

」と読み替えるものとする。
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第５節 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の人

員、設備及び運営に関する基準

第１款 通則

（通則）

第２０１条の２ 外部サービス利用型指定共同生活援助（指定共同生

活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助

事業所の従業者により行われる外部サービス利用型共同生活援助

計画（第２０１条の１０第１項の規定により読み替えられた、第２０１条

において準用する第６０条に規定する外部サービス利用型共同生活

援助計画をいう。以下同じ。）の作成、相談その他の日常生活上

の援助（以下「基本サービス」という。）及び当該指定共同生活

援助に係る指定共同生活援助事業者が委託する指定居宅介護事業

者（以下「受託居宅介護サービス事業者」という。）により当該

外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき行われる入浴、排

せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助（以下「受託居宅

介護サービス」という。）をいう。以下同じ。）の事業を行うも

のの基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準について

は、第１９７条から第１９９条の２まで及び第２００条の２から 第２０１条

（第１０条の準用に係る部分を除く。）までに定めるもののほか、

この節の定めるところによる。

（基本方針）

第２０１条の３ 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業は、外

部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、受託居宅介護サー

ビス事業者による受託居宅介護サービスを適切かつ円滑に提供す

ることにより、利用者が地域において共同して自立した日常生活

又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精

神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居にお

いて相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援

助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第２款 人員に関する基準

第２０１条の４ 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う

者（以下「外部サービス利用型指定共同生活援助事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下「外部サービス利用型指定

共同生活援助事業所」という。）ごとに有すべき基本サービスを

提供する従業者及びその員数は、次のとおりとする。

� 世話人 常勤換算方法で、利用者の数を６で除して得た数以

上

� サービス管理責任者 ア又はイに掲げる利用者の数の区分に

応じ、それぞれア又はイに定める数

ア 利用者の数が３０以下 １以上

イ 利用者の数が３１以上 １に、利用者の数が３０を超える３０又

はその端数を増すごとに１を加えた数以上

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新たに

法第２９条第１項の指定を受ける場合は、推定数による。

３ 第１項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助の従業

者は、専ら外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の職務に

従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障が

ない場合は、この限りでない。

第３款 運営に関する基準

（内容及び手続の説明及び同意）

第２０１条の５ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、支

給決定障害者が外部サービス利用型指定共同生活援助の利用の申

込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じて
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適切に配慮しつつ、当該利用申込者に対し、第２０１条の７に規定

する運営規程の概要、従業者の勤務体制、外部サービス利用型指

定共同生活援助事業者と受託居宅介護サービス事業者との業務の

分担の内容、受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サー

ビス事業者が受託居宅介護サービスの事業を行う事業所（以下

「受託居宅介護サービス事業所」という。）の名称その他の利用

申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した

文書を交付して説明し、当該外部サービス利用型指定共同生活援

助の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければなら

ない。

２ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、社会福祉法第

７７条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特

性に応じて適切に配慮しなければならない。

（受託居宅介護サービスの提供）

第２０１条の６ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外

部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、受託居宅介護サー

ビス事業者により、適切かつ円滑に受託居宅介護サービスが提供

されるよう、必要な措置を講じなければならない。

２ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護

サービス事業者が受託居宅介護サービスを提供したときは、当該

受託居宅介護サービス事業者に、提供した日時、時間、具体的な

サービスの内容等を文書により報告させなければならない。

（運営規程）

第２０１条の７ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外

部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、次に掲げる事

業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなけ

ればならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 入居定員

� 外部サービス利用型指定共同生活援助の内容並びに支給決定

障害者から受領する費用の種類及びその額

� 受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業

所の名称及び所在地

� 入居に当たっての留意事項

� 緊急時等における対応方法

� 非常災害対策

	 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合は、当該障

害の種類


 虐待の防止のための措置に関する事項

� その他運営に関する重要事項

（受託居宅介護サービス事業者への委託）

第２０１条の８ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、事

業の開始に当たっては、あらかじめ、指定居宅介護事業者と、受

託居宅介護サービスの提供に関する業務を委託する契約を、受託

居宅介護サービス事業所ごとに文書により締結しなければならな

い。

２ 受託居宅介護サービス事業者は、指定居宅介護事業者でなけれ

ばならない。

３ 受託居宅介護サービス事業者が提供する受託居宅介護サービス

の種類は、指定居宅介護とする。

４ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護

サービス事業者に対し、受託居宅介護サービスに係る業務につい
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て必要な管理及び指揮命令を行うものとする。

５ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護

サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結

果等を記録しなければならない。

（勤務体制の確保等）

第２０１条の９ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利

用者に対し適切な外部サービス利用型指定共同生活援助を提供で

きるよう、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、

従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安

心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視した外部

サービス利用型指定共同生活援助の提供に配慮しなければならな

い。

３ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス

利用型指定共同生活援助事業所ごとに、当該外部サービス利用型

指定共同生活援助事業所又は受託居宅介護サービス事業所の従業

者によって外部サービス利用型指定共同生活援助を提供しなけれ

ばならない。

４ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、従業者の資質

の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

（読替え）

第２０１条の１０ 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業につい

ての第２０１条において準用する第６０条及び第１５７条の２の規定の適

用については、第２０１条後段の規定にかかわらず、第６０条中「療

養介護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計

画」と、第１５７条の２第１項中「支給決定障害者（指定宿泊型自

立訓練を受ける者及び基準省令第１７０条の２第１項の厚生労働大

臣が定める者に限る」とあるのは「支給決定障害者（入居前の体

験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者を除

く」と、同条第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を

受ける者及び基準省令第１７０条の２第２項の厚生労働大臣が定め

る者を除く」とあるのは「支給決定障害者（入居前の体験的な外

部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者に限る」とす

る。

２ 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業についての第１９９

条第３項の規定の適用については、同項中「当該指定共同生活援

助事業所の従業者」とあるのは、「当該外部サービス利用型指定

共同生活援助事業所及び受託居宅介護サービス事業所の従業者」

とする。

第１５章 削除

第２０４条及び第２０５条 削除

第１５章 一体型指定共同生活介護事業所等に関する特例

（従業者の員数に関する特例）

第２０４条 指定共同生活介護の事業及び指定共同生活援助の事業

（以下「指定共同生活介護の事業等」という。）を一体的に行う

指定共同生活介護事業所（以下「一体型指定共同生活介護事業

所」という。）及び指定共同生活援助事業所（以下「一体型指定

共同生活援助事業所」という。）に有すべき世話人及びサービス

管理責任者の員数は、第１２５条第１項第１号及び第３号並びに第

１９６条第１項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

� 世話人 当該一体型指定共同生活介護事業所及び一体型指定

共同生活援助事業所を一の事業所であるとみなして、当該一の

事業所とみなされた事業所ごとに、常勤換算方法で、当該一体

型指定共同生活介護事業所及び一体型指定共同生活援助事業所

の利用者の数の合計数を６で除して得た数以上
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附 則

（指定生活介護の事業の人員の基準に関する特例）

２ 当分の間、基準省令附則第４条第１項第１号の厚生労働大臣が

定める者（以下この項において「厚生労働大臣が定める者」とい

う。）に対し指定生活介護を提供する指定生活介護事業所に有す

べき看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数

は、第８０条第１項第２号アの規定にかかわらず、指定生活介護の

単位ごとに、常勤換算方法で、次に掲げる数を合計した数以上と

する。

� 次のアからウまでに掲げる利用者（厚生労働大臣が定める者

を除く。以下この号において同じ。）の平均障害支援区分に応

じ、それぞれアからウまでに定める数

ア 平均障害支援区分が４未満 利用者の数を６で除して得た

数

イ 平均障害支援区分が４以上５未満 利用者の数を５で除し

て得た数

ウ 平均障害支援区分が５以上 利用者の数を３で除して得た

数

� 省略

（指定共同生活援助の事業の運営の基準に関する特例）

４ 指定共同生活援助事業所の利用者のうち、重度訪問介護、同行

援護又は行動援護に係る支給決定を受けることができる者であっ

て、区分省令第１条第５号の区分４、同条第６号の区分５又は同

条第７号の区分６に該当するものが、共同生活住居内において当

該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護又は

重度訪問介護の利用を希望する場合に限り、当該利用者について

は、第１９９条第３項の規定は、平成２７年３月３１日までの間、適用

しない。

５ 指定共同生活援助事業所の利用者のうち、区分省令第１条第５

号の区分４、同条第６号の区分５又は同条第７号の区分６に該当

するものが、共同生活住居内において当該指定共同生活援助事業

所の従業者以外の者による居宅介護（身体介護に係るものに限

る。以下この項において同じ。）の利用を希望し、かつ、次に掲

げる要件のいずれにも該当する場合に限り、当該利用者について

は、第１９９条第３項の規定は、平成２７年３月３１日までの間、適用

しない。

�・� 省略

� サービス管理責任者 当該一体型指定共同生活介護事業所及

び一体型指定共同生活援助事業所を一の事業所であるとみなし

て、当該一の事業所とみなされた事業所ごとに、ア又はイに掲

げる当該一体型指定共同生活介護事業所及び一体型指定共同生

活援助事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、それぞれア又

はイに定める数

ア 利用者の数の合計が３０以下 １以上

イ 利用者の数の合計が３１以上 １に、利用者の数の合計が３０

を超える３０又はその端数を増すごとに１を加えた数以上

（設備及び定員の遵守に関する特例）

第２０５条 一体型指定共同生活介護事業所及び一体型指定共同生活

援助事業所においては、これらの事業所の利用者の数の合計数及

びその入居定員の合計数をこれらの事業所の利用者の数及び入居

定員とみなして第１２７条（第１９８条において準用する場合を含

む。）及び第１３９条（第２０１条において準用する場合を含む。）の

規定を適用する。

附 則

（指定生活介護の事業の人員の基準に関する特例）

２ 当分の間、基準省令附則第４条第１項第１号の厚生労働大臣が

定める者（以下この項において「厚生労働大臣が定める者」とい

う。）に対し指定生活介護を提供する指定生活介護事業所に有す

べき看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数

は、第８０条第１項第２号アの規定にかかわらず、指定生活介護の

単位ごとに、常勤換算方法で、次に掲げる数を合計した数以上と

する。

� 次のアからウまでに掲げる利用者（厚生労働大臣が定める者

を除く。以下この号において同じ。）の平均障害程度区分に応

じ、それぞれアからウまでに定める数

ア 平均障害程度区分が４未満 利用者の数を６で除して得た

数

イ 平均障害程度区分が４以上５未満 利用者の数を５で除し

て得た数

ウ 平均障害程度区分が５以上 利用者の数を３で除して得た

数

� 省略

（指定共同生活介護の事業の運営の基準に関する特例）

４ 指定共同生活介護事業所の利用者のうち、重度訪問介護、同行

援護又は行動援護に係る支給決定を受けることができる者であっ

て、区分省令第２条第４号の区分４、同条第５号の区分５又は同

条第６号の区分６に該当するものが、共同生活住居内において当

該指定共同生活介護事業所の従業者以外の者による居宅介護又は

重度訪問介護の利用を希望する場合に限り、当該利用者について

は、第１３４条第３項の規定は、平成２７年３月３１日までの間、適用

しない。

５ 指定共同生活介護事業所の利用者のうち、区分省令第２条第４

号の区分４、同条第５号の区分５又は同条第６号の区分６に該当

するものが、共同生活住居内において当該指定共同生活介護事業

所の従業者以外の者による居宅介護（身体介護に係るものに限

る。以下この項において同じ。）の利用を希望し、かつ、次に掲

げる要件のいずれにも該当する場合に限り、当該利用者について

は、第１３４条第３項の規定は、平成２７年３月３１日までの間、適用

しない。

�・� 省略
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６ 前２項の場合においては、第１９６条第１項第２号イからエまで

の規定中「利用者の数」とあるのは、「利用者の数（附則第４項

又は第５項の規定の適用を受ける者にあっては、当該利用者の数

に２分の１を乗じて得た数）」とする。

（地域移行型ホームに関する特例）

７ この条例の施行の際現に基準省令附則第７条第２項の規定によ

り入所施設又は病院の敷地内に存する建物を共同生活住居とする

指定共同生活援助の事業 を行う者については、第１９８条第１項

の規定にかかわら

ず、当該指定共同生活援助の事業 を行う事業所において指定共

同生活援助の事業 を行う場合に限り、この条例の施行後におい

ても指定共同生活援助の事業 を行うことができる。

８ 前項の規定により指定共同生活援助の事業 を行う事業所（以

下「地域移行型ホーム」という。）における指定共同生活援助の

事業に係る第１９８条第２項

の規定の適用については、同項中「４人以上」とあるの

は、「４人以上３０人以下」とする。

９ 地域移行型ホームにおいて指定共同生活援助の事業 を行う者

（以下「地域移行型ホーム事業者」という。）は、利用者に対

し、原則として、２年を超えて 指定共同生

活援助 を提供してはな

らない。

１０ 地域移行型ホーム事業者は、利用者が住宅又は地域移行型ホー

ム以外の 指定共同生活援助事業

所（以下「住宅等」という。）において日常生活を営むことがで

きるかどうかについて定期的に検討するとともに、当該利用者が

前項に定める期間内に住宅等に移行できるよう、適切な支援を行

わなければならない。

１１ 地域移行型ホームにおける指定共同生活援助の事業に係る

第２０１条において準用する第６０条（第２０１条の１０第１項

において読み替えられる場合を含む。）の規定の適用について

は、第６０条第２項中「営むこと」とあるのは「営み、入居の日か

ら附則第９項に定める期間内に附則第１０項に規定する住宅等に移

行すること」と、同条第４項中「達成時期」とあるのは「達成時

期、入所施設又は病院の敷地外における福祉サービスの利用その

他の活動」とする。

１２ 地域移行型ホーム事業者は、指定共同生活援助 の提供に当た

っては、利用者の地域への移行を推進するため、関係者により構

成される協議会（以下「地域移行推進協議会」という。）を設置

し、定期的に地域移行推進協議会に活動状況を報告し、必要な要

望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

（指定共同生活援助の事業の特例）

１３ 指定共同生活援助事業者（平成１８年１０月１日前から入所施設又

は病院の敷地内に存する建物を共同生活住居として指定共同生活

援助の事業を行う者に限る。）は、第１９８条第１項

の規定にかかわらず、当該建物を共

同生活住居とする指定共同生活援助の事業 を行うことができ

る。

１４ 指定共同生活援助事業者は、平成１８年１０月１日前から存する指

定共同生活援助事業所において指定共同生活援助の事業 を行う

場合は、当該指定共同生活援助事業所の共同生活住居（同日にお

いて基本的な設備が完成していたものを含み、同日以後に増築さ

れ、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。）が満

６ 前２項の場合においては、第１２５条第１項第２号イからエまで

の規定中「利用者の数」とあるのは、「利用者の数（附則第４項

又は第５項の規定の適用を受ける者にあっては、当該利用者の数

に２分の１を乗じて得た数）」とする。

（地域移行型ホームに関する特例）

７ この条例の施行の際現に基準省令附則第７条第２項の規定によ

り入所施設又は病院の敷地内に存する建物を共同生活住居とする

指定共同生活介護の事業等を行う者については、第１２７条第１項

（第１９８条において準用する場合を含む。）の規定にかかわら

ず、当該指定共同生活介護の事業等を行う事業所において指定共

同生活介護の事業等を行う場合に限り、この条例の施行後におい

ても指定共同生活介護の事業等を行うことができる。

８ 前項の規定により指定共同生活介護の事業等を行う事業所（以

下「地域移行型ホーム」という。）における指定共同生活介護の

事業等に係る第１２７条第２項（第１９８条において準用する場合を含

む。）の規定の適用については、同項中「４人以上」とあるの

は、「４人以上３０人以下」とする。

９ 地域移行型ホームにおいて指定共同生活介護の事業等を行う者

（以下「地域移行型ホーム事業者」という。）は、利用者に対

し、原則として、２年を超えて指定共同生活介護又は指定共同生

活援助（以下「指定共同生活介護等」という。）を提供してはな

らない。

１０ 地域移行型ホーム事業者は、利用者が住宅又は地域移行型ホー

ム以外の指定共同生活介護事業所若しくは指定共同生活援助事業

所（以下「住宅等」という。）において日常生活を営むことがで

きるかどうかについて定期的に検討するとともに、当該利用者が

前項に定める期間内に住宅等に移行できるよう、適切な支援を行

わなければならない。

１１ 地域移行型ホームにおける指定共同生活介護の事業等に係る第

１４１条又は第２０１条において準用する第６０条（第２０１条の１０第１項

において読み替えられる場合を含む。）の規定の適用について

は、同条第２項 中「営むこと」とあるのは「営み、入居の日か

ら附則第９項に定める期間内に附則第１０項に規定する住宅等に移

行すること」と、同条第４項中「達成時期」とあるのは「達成時

期、入所施設又は病院の敷地外における福祉サービスの利用その

他の活動」とする。

１２ 地域移行型ホーム事業者は、指定共同生活介護等の提供に当た

っては、利用者の地域への移行を推進するため、関係者により構

成される協議会（以下「地域移行推進協議会」という。）を設置

し、定期的に地域移行推進協議会に活動状況を報告し、必要な要

望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

（指定共同生活援助の事業の特例）

１３ 指定共同生活援助事業者（平成１８年１０月１日前から入所施設又

は病院の敷地内に存する建物を共同生活住居として指定共同生活

援助の事業を行う者に限る。）は、第１２７条第１項（第１９８条にお

いて準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、当該建物を共

同生活住居とする指定共同生活介護の事業等を行うことができ

る。

１４ 指定共同生活援助事業者は、平成１８年１０月１日前から存する指

定共同生活援助事業所において指定共同生活介護の事業等を行う

場合は、当該指定共同生活援助事業所の共同生活住居（同日にお

いて基本的な設備が完成していたものを含み、同日以後に増築さ

れ、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。）が満
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たすべき設備に関する基準については、第１９８条第７項及び第８

項 の

規定にかかわらず、次に掲げる基準によることができる。

�・� 省略

１５ 省略

（旧精神障害者福祉ホーム等の設備の基準に関する経過措置）

１６ 平成１８年１０月１日前から存する法附則第４６条の規定による改正

前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）第５０条の２第１項第３号の精神障害者福祉ホームであっ

て、その設置者が平成１８年１０月１日から平成２４年３月３１日までの

間に引き続き指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたもの

（以下「旧精神障害者福祉ホーム」という。）（平成１８年１０月１

日において基本的な設備が完成していたものを含み、同日以後に

増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除

く。）において行われる指定共同生活援助の事業 について、第

１９８条 の規定を適用す

たすべき設備に関する基準については、第１２７条第６項及び第７

項（これらの規定を第１９８条において準用する場合を含む。）の

規定にかかわらず、次に掲げる基準によることができる。

�・� 省略

（経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所に関する経過措

置）

１５ 指定共同生活援助事業者は、平成１８年１０月１日前から指定共同

生活援助の事業を行う事業所のうち、次の各号のいずれにも該当

するものとして知事が認めたものにおいて指定共同生活介護の事

業を行う場合及び基準省令附則第１３条の規定により知事が認めた

事業所において指定共同生活介護の事業を行う場合に限り、平成

２７年３月３１日までの間、当該事業所（以下「経過的居宅介護利用

型指定共同生活介護事業所」という。）に第１２５条第１項第２号

に掲げる生活支援員及び同項第３号に掲げるサービス管理責任者

を有しないことができる。

� 平成１８年１０月１日において居宅介護の支給決定を受けていた

利用者が、同日以降引き続き入居していること。

� 生活支援員を置くことが困難であること。

１６ 経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所における指定共

同生活介護の事業については、第１４１条において準用する第６０条

及び第１３４条第３項の規定は、適用しない。

１７ 経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所の管理者は、第

１４１条において準用する第６８条に規定する業務のほか、第１３３条に

掲げる業務を行うものとする。

（経過的居宅介護利用型一体型指定共同生活援助事業所に関する

経過措置）

１８ 経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所において指定共

同生活介護の事業等を一体的に行う指定共同生活援助事業所（以

下「経過的居宅介護利用型一体型指定共同生活援助事業所」とい

う。）については、平成２７年３月３１日までの間、第１９６条第１項

第２号のサービス管理責任者を置かないことができる。

１９ 経過的居宅介護利用型一体型指定共同生活援助事業所における

指定共同生活援助の事業については、第２０１条において準用する

第６０条の規定は、適用しない。

２０ 経過的居宅介護利用型一体型指定共同生活援助事業所の管理者

は、第２０１条において準用する第６８条に規定する業務のほか、第

２０１条において準用する第１３３条に掲げる業務を行うものとする。

２１ 経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所のうち指定共同

生活介護の事業等を一体的に行うもの及び経過的居宅介護利用型

一体型指定共同生活援助事業所における指定共同生活介護の事業

等については、第１５章の規定を準用する。

２２ 省略

（旧精神障害者福祉ホーム等の設備の基準に関する経過措置）

２３ 平成１８年１０月１日前から存する法附則第４６条の規定による改正

前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）第５０条の２第１項第３号の精神障害者福祉ホームであっ

て、その設置者が平成１８年１０月１日から平成２４年３月３１日までの

間に引き続き指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたもの

（以下「旧精神障害者福祉ホーム」という。）（平成１８年１０月１

日において基本的な設備が完成していたものを含み、同日以後に

増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除

く。）において行われる指定共同生活介護の事業等について、第

１２７条（第１９８条において準用する場合を含む。）の規定を適用す
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る場合においては、当分の間、同条第７項 中「２人以上１０人

以下」とあるのは、「２人以上３０人以下」とし、同条第８項第２

号の規定は、政令附則第８条の２の厚生労働大臣が定める旧精神

障害者福祉ホームに限り、当分の間、適用しない。

１７ 省略

１８ 省略

（愛媛県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正）

第４条 愛媛県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年愛媛県条例第５４号）の一部を次のように

改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（従業者の員数）

第５条 指定障害者支援施設に置くべき従業者及びその員数は、次

のとおりとする。

� 生活介護を行う場合

ア 生活介護を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次

のとおりとする。

� 省略

� 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。

以下同じ。）、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員

ａ 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員

の総数は、生活介護の単位（生活介護であって、その提

供が同時に１又は複数の利用者に対して一体的に行われ

るものをいう。以下この条において同じ。）ごとに、常

勤換算方法で、次に掲げる数を合計した数以上とするこ

と。

� �から�までに掲げる平均障害支援区分（障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営

に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７２号。以下

「基準省令」という。）第４条第１項第１号イ�の厚

生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区

分の平均値をいう。以下同じ。）に応じ、それぞれ�

から�までに定める数

� 平均障害支援区分が４未満 利用者（基準省令第

４条第１項第１号イ�の厚生労働大臣が定める者を

除く。�及び�において同じ。）の数を６で除して

得た数

� 平均障害支援区分が４以上５未満 利用者の数を

５で除して得た数

� 平均障害支援区分が５以上 利用者の数を３で除

して得た数

� 省略

ｂ～ｄ 省略

� 省略

イ～エ 省略

�～� 省略

２・３ 省略

（従業者の員数）

第５条 指定障害者支援施設に置くべき従業者及びその員数は、次

のとおりとする。

� 生活介護を行う場合

ア 生活介護を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次

のとおりとする。

� 省略

� 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。

以下同じ。）、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員

ａ 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員

の総数は、生活介護の単位（生活介護であって、その提

供が同時に１又は複数の利用者に対して一体的に行われ

るものをいう。以下この条において同じ。）ごとに、常

勤換算方法で、次に掲げる数を合計した数以上とするこ

と。

� �から�までに掲げる平均障害程度区分（障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営

に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７２号。以下

「基準省令」という。）第４条第１項第１号イ�の厚

生労働大臣が定めるところにより算定した障害程度区

分の平均値をいう。以下同じ。）に応じ、それぞれ�

から�までに定める数

� 平均障害程度区分が４未満 利用者（基準省令第

４条第１項第１号イ�の厚生労働大臣が定める者を

除く。�及び�において同じ。）の数を６で除して

得た数

� 平均障害程度区分が４以上５未満 利用者の数を

５で除して得た数

� 平均障害程度区分が５以上 利用者の数を３で除

して得た数

� 省略

ｂ～ｄ 省略

� 省略

イ～エ 省略

�～� 省略

２・３ 省略

（愛媛県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）

る場合においては、当分の間、第１２７条第６項中「２人以上１０人

以下」とあるのは、「２人以上３０人以下」とし、同条第７項第２

号の規定は、政令附則第８条の２の厚生労働大臣が定める旧精神

障害者福祉ホームに限り、当分の間、適用しない。

２４ 省略

２５ 省略
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第５条 愛媛県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年愛媛県条例第５５号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（職員の配置の基準）

第３９条 生活介護事業者が生活介護事業所に置くべき職員及びその

員数は、次のとおりとする。

�・� 省略

� 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下

この章、次章、第５章及び附則第２項において同じ。）、理学

療法士又は作業療法士及び生活支援員

ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総

数は、生活介護の単位（生活介護であって、その提供が同時

に１又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをい

う。以下この条及び附則第２項において同じ。）ごとに、常

勤換算方法で、�から�までに掲げる利用者の平均障害支援

区分（基準省令第３９条第１項第３号イの厚生労働大臣が定め

るところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以下

同じ。）に応じ、それぞれ�から�までに定める数とするこ

と。

� 平均障害支援区分が４未満 利用者の数を６で除して得

た数以上

� 平均障害支援区分が４以上５未満 利用者の数を５で除

して得た数以上

� 平均障害支援区分が５以上 利用者の数を３で除して得

た数以上

イ～エ 省略

� 省略

２～５ 省略

（職員の員数等の特例）

第８９条 省略

２ 前条第４項後段の規定により多機能型事業所の利用定員を１人

以上とすることができることとされた多機能型事業所は、第３９条

第１項第３号エ、第５２条第１項第２号エ、第５９条第１項第２号並

びに第８７条において準用する第７４条第１項第２号の規定にかかわ

らず、一体的に事業を行う多機能型事業所を一の事業所であると

みなして、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべき生活支

援員の数を、常勤換算方法で、第１号に掲げる利用者の数を６で

除して得た数及び第２号に掲げる利用者の数を１０で除して得た数

の合計数以上とすることができる。

�・� 省略

３ 省略

附 則

（生活介護事業所の職員の配置の基準に関する特例）

２ 当分の間、基準省令附則第３条第１項第１号の厚生労働大臣が

定める者（以下この項において「厚生労働大臣が定める者」とい

う。）に対し生活介護を提供する生活介護事業所に置くべき看護

職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、第３９

条第１項第３号アの規定にかかわらず、生活介護の単位ごとに、

常勤換算方法で、次に掲げる数を合計した数以上とする。

（職員の配置の基準）

第３９条 生活介護事業者が生活介護事業所に置くべき職員及びその

員数は、次のとおりとする。

�・� 省略

� 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下

この章、次章、第５章及び附則第２項において同じ。）、理学

療法士又は作業療法士及び生活支援員

ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総

数は、生活介護の単位（生活介護であって、その提供が同時

に１又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをい

う。以下この条及び附則第２項において同じ。）ごとに、常

勤換算方法で、�から�までに掲げる利用者の平均障害程度

区分（基準省令第３９条第１項第３号イの厚生労働大臣が定め

るところにより算定した障害程度区分の平均値をいう。以下

同じ。）に応じ、それぞれ�から�までに定める数とするこ

と。

� 平均障害程度区分が４未満 利用者の数を６で除して得

た数以上

� 平均障害程度区分が４以上５未満 利用者の数を５で除

して得た数以上

� 平均障害程度区分が５以上 利用者の数を３で除して得

た数以上

イ～エ 省略

� 省略

２～５ 省略

（職員の員数等の特例）

第８９条 省略

２ 前条第４項後段の規定により多機能型事業所の利用定員を１人

以上とすることができることとされた多機能型事業所は、第３９条

第１項第３号エ、第５２条第１項第２号 、第５９条第１項第２号並

びに第８７条において準用する第７４条第１項第２号の規定にかかわ

らず、一体的に事業を行う多機能型事業所を一の事業所であると

みなして、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべき生活支

援員の数を、常勤換算方法で、第１号に掲げる利用者の数を６で

除して得た数及び第２号に掲げる利用者の数を１０で除して得た数

の合計数以上とすることができる。

�・� 省略

３ 省略

附 則

（生活介護事業所の職員の配置の基準に関する特例）

２ 当分の間、基準省令附則第３条第１項第１号の厚生労働大臣が

定める者（以下この項において「厚生労働大臣が定める者」とい

う。）に対し生活介護を提供する生活介護事業所に置くべき看護

職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、第３９

条第１項第３号アの規定にかかわらず、生活介護の単位ごとに、

常勤換算方法で、次に掲げる数を合計した数以上とする。
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� 次のアからウまでに掲げる利用者（厚生労働大臣が定める者

を除く。以下この号において同じ。）の平均障害支援区分に応

じ、それぞれアからウまでに定める数

ア 平均障害支援区分が４未満 利用者の数を６で除して得た

数

イ 平均障害支援区分が４以上５未満 利用者の数を５で除し

て得た数

ウ 平均障害支援区分が５以上 利用者の数を３で除して得た

数

� 省略

� 次のアからウまでに掲げる利用者（厚生労働大臣が定める者

を除く。以下この号において同じ。）の平均障害程度区分に応

じ、それぞれアからウまでに定める数

ア 平均障害程度区分が４未満 利用者の数を６で除して得た

数

イ 平均障害程度区分が４以上５未満 利用者の数を５で除し

て得た数

ウ 平均障害程度区分が５以上 利用者の数を３で除して得た

数

� 省略

（愛媛県障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第６条 愛媛県障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年愛媛県条例第５８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（職員の配置の基準）

第１１条 障害者支援施設に置くべき職員及びその員数は、次のとお

りとする。

� 省略

� 生活介護を行う場合

ア 生活介護を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次の

とおりとする。

� 省略

� 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。

以下同じ。）、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員

ａ 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員

の総数は、生活介護の単位（生活介護であって、その提

供が同時に１又は複数の利用者に対して一体的に行われ

るものをいう。以下同じ。）ごとに、常勤換算方法で、

�及び�に掲げる数を合計した数以上とすること。

� �から�までに掲げる平均障害支援区分（障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準

（平成１８年厚生労働省令第１７７号。以下「基準省令」

という。）第１１条第１項第２号イ�の厚生労働大臣が

定めるところにより算定した障害支援区分の平均値を

いう。以下同じ。）に応じ、それぞれ�から�までに

定める数

� 平均障害支援区分が４未満 利用者（基準省令第

１１条第１項第２号イ�の厚生労働大臣が定める者を

除く。�及び�において同じ。）の数を６で除して

得た数

� 平均障害支援区分が４以上５未満 利用者の数を

５で除して得た数

� 平均障害支援区分が５以上 利用者の数を３で除

して得た数

� 省略

ｂ～ｄ 省略

� 省略

イ・ウ 省略

�～� 省略

２・３ 省略

（職員の配置の基準）

第１１条 障害者支援施設に置くべき職員及びその員数は、次のとお

りとする。

� 省略

� 生活介護を行う場合

ア 生活介護を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次の

とおりとする。

� 省略

� 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。

以下同じ。）、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員

ａ 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員

の総数は、生活介護の単位（生活介護であって、その提

供が同時に１又は複数の利用者に対して一体的に行われ

るものをいう。以下同じ。）ごとに、常勤換算方法で、

�及び�に掲げる数を合計した数以上とすること。

� �から�までに掲げる平均障害程度区分（障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準

（平成１８年厚生労働省令第１７７号。以下「基準省令」

という。）第１１条第１項第２号イ�の厚生労働大臣が

定めるところにより算定した障害程度区分の平均値を

いう。以下同じ。）に応じ、それぞれ�から�までに

定める数

� 平均障害程度区分が４未満 利用者（基準省令第

１１条第１項第２号イ�の厚生労働大臣が定める者を

除く。�及び�において同じ。）の数を６で除して

得た数

� 平均障害程度区分が４以上５未満 利用者の数を

５で除して得た数

� 平均障害程度区分が５以上 利用者の数を３で除

して得た数

� 省略

ｂ～ｄ 省略

� 省略

イ・ウ 省略

�～� 省略

２・３ 省略
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附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現に存する第３条の規定による改正前の愛媛県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例（以下「旧指定障害福祉サービス基準条例」という。）第１２５条第１項に規定する指定共同生活介護事業所並びに旧指定

障害福祉サービス基準条例第２０４条に規定する一体型指定共同生活介護事業所及び一体型指定共同生活援助事業所は、この条例の施行後

最初のこれらの事業所の第３条の規定による改正後の愛媛県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例（以下「新指定障害福祉サービス基準条例」という。）第１９６条第１項に規定する指定共同生活援助事業者に係る障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４１条第１項の指定の更新（以下「指定の更新」という。）が

されるまでの間は、新指定障害福祉サービス基準条例第１９６条第１項に規定する指定共同生活援助事業所とみなす。

３ この条例の施行の際現に存する旧指定障害福祉サービス基準条例第１９６条第１項に規定する指定共同生活援助事業所（以下「旧指定共

同生活援助事業所」という。）は、この条例の施行後最初の当該旧指定共同生活援助事業所の新指定障害福祉サービス基準条例第２０１条

の４第１項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業者に係る指定の更新がされるまでの間は、同項に規定する外部サービス

利用型指定共同生活援助事業所とみなす。この場合における新指定障害福祉サービス基準条例第２０１条の８第１項の規定の適用について

は、同項中「事業の」とあるのは、「受託居宅介護サービスの提供の」とする。

４ 旧指定共同生活援助事業所において、この条例の施行の日以後引き続き新指定障害福祉サービス基準条例第２０１条の２に規定する外部

サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う場合における新指定障害福祉サービス基準条例第２０１条の４第１項の規定の適用について

は、当分の間、同項第１号中「６」とあるのは、「１０」とする。

��������������
�愛媛県条例第２１号
愛媛県介護職員処遇改善等臨時特例基金条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２６年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県介護職員処遇改善等臨時特例基金条例の一部を改正する条例

愛媛県介護職員処遇改善等臨時特例基金条例（平成２１年愛媛県条例第５３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

２ この条例は、平成２７年１２月３１日限り、その効力を失う。

附 則

２ この条例は、平成２６年１２月３１日限り、その効力を失う。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

��������������
�愛媛県条例第２２号
愛媛県介護基盤緊急整備等臨時特例基金条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２６年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県介護基盤緊急整備等臨時特例基金条例の一部を改正する条例

愛媛県介護基盤緊急整備等臨時特例基金条例（平成２１年愛媛県条例第５４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

２ この条例は、平成２７年１２月３１日限り、その効力を失う。

附 則

２ この条例は、平成２６年１２月３１日限り、その効力を失う。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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�愛媛県条例第２３号
愛媛県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例を次のように公布する。

平成２６年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

目次

第１章 総則（第１条―第４条）

第２章 人員に関する基準（第５条・第６条）

第３章 運営に関する基準（第７条―第３２条）

第４章 基準該当居宅介護支援に関する基準（第３３条）

第５章 雑則（第３４条）

附則

第１章 総則

（趣旨）

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第４７条第１項第１号、第７９条第２項第１号（法第７９条の

２第４項において準用する場合を含む。）並びに第８１条第１項及び第２項の規定に基づき、指定居宅介護支援事業者の指定等をすること

ができる者並びに指定居宅介護支援の事業及び基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。

（用語）

第２条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

（指定居宅介護支援事業者の指定等をすることができる者）

第３条 法第７９条第２項第１号（法第７９条の２第４項において準用する場合を含む。）の条例で定める者は、法人とする。

（基本方針）

第４条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行うものでなければならない。

２ 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、当該利用者の選択に基づき、適切な保健医療サ

ービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものでなければならない。

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立って、

当該利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス等の事業を行う者に不当に偏ることのないよう、

公正中立に行わなければならない。

４ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の事業を運営するに当たっては、市町村（特別区を含む。以下同じ。）、地域包括支援

センター、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の７の２第１項に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、

指定介護予防支援事業者、介護保険施設等との連携に努めなければならない。

第２章 人員に関する基準

（従業者の員数）

第５条 指定居宅介護支援事業者が当該指定に係る事業所（以下「指定居宅介護支援事業所」という。）ごとに有すべき介護支援専門員

（指定居宅介護支援の提供に当たる者に限る。次条第２項を除き、以下同じ。）の員数は、利用者の数が３５又はその端数を増すごとに１

とする。

２ 前項の介護支援専門員のうち１人以上は、常勤でなければならない。

（管理者）

第６条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。

２ 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員でなければならない。

３ 指定居宅介護支援事業所の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

� 当該管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合

� 当該管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に

限る。）

第３章 運営に関する基準

（内容及び手続の説明及び同意）

第７条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第２１条に

規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を、文書の交付その他規則で定める方法に

より明示して説明し、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス

計画が第４条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであること等につき説明を行い、利用申込者又はその家族の

理解を得なければならない。
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（提供拒否の禁止）

第８条 指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。

（サービス提供困難時の対応）

第９条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域（当該事業所が通常時に指定居宅介護支援を提

供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難である場合は、他の

指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。

（受給資格等の確認）

第１０条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供を求められたときは、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、

要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。

（要介護認定の申請に係る援助）

第１１条 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者の要介護認定に係る申請について、当該利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わな

ければならない。

２ 指定居宅介護支援事業者は、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認

し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならな

い。

３ 指定居宅介護支援事業者は、利用者が受けている要介護認定の更新の申請が遅くとも当該要介護認定の有効期間の満了日の３０日前まで

に行われるよう、必要な援助を行わなければならない。

（身分を証する書類の携行）

第１２条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用

者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

（利用料等の受領）

第１３条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援（法第４６条第４項の規定により居宅介護サービス計画費が利用者に代わり当該指定

居宅介護支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。）を提供した際に利用者から支払を受ける利用料（居宅介護サービス計画費の

支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。）の額と、居宅介護サービス計画費の額との間に、不合理な差額が生じないように

しなければならない。

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の利用料の額のほか、規則で定める費用の額の支払を利用者から受けることができる。

３ 指定居宅介護支援事業者は、前項の規則で定める費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、

当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

（保険給付の請求のための証明書の交付）

第１４条 指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援について前条第１項の利用料の支払を受けた場合は、当該利用料の額等を

記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に交付しなければならない。

（指定居宅介護支援の基本取扱方針）

第１５条 指定居宅介護支援は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配

慮して行われなければならない。

２ 指定居宅介護支援事業者は、提供する指定居宅介護支援の質の評価を自ら行い、常にその改善を図らなければならない。

（指定居宅介護支援の具体的取扱方針）

第１６条 指定居宅介護支援の方針は、第４条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次のとおりとする。

� 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させること。

� 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、

理解しやすいように説明を行うこと。

� 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又

は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにすること。

� 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス以

外の保健医療サービス又は福祉サービス、利用者が居住する地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用を居宅サービス計

画上に位置付けるよう努めること。

� 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、利用者によるサービスの選択に資するよう、利用者が居住する地

域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に提供すること。

� 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、既に提供を受け

ている指定居宅サービス等、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常

生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」という。）を行うこと。

� 介護支援専門員は、アセスメントを行うに当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接すること。この場合にお

いて、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

� 介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果に基づき、並びに利用者の家族の希望及び利用者の居住
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する地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題に対応するた

めの最も適切なサービスの組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決す

べき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意事項

等を記載した居宅サービス計画の原案を作成すること。

� 介護支援専門員は、サービス担当者会議（介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本と

しつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者（以下この条において「担当者」という。）を招集して行

う会議をいう。以下同じ。）の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案

の内容について、担当者の専門的な見地からの意見を求めること。ただし、やむを得ない理由がある場合は、担当者に対する照会等に

より当該意見を求めることができるものとする。

� 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について保険給付の対象となるかどうかを区分した上

で、当該原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ること。

� 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成したときは、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付すること。

� 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等と継続的に連絡を行うこと等によ

る当該居宅サービス計画の実施状況の把握（利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。）を行い、

必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。

� 介護支援専門員は、モニタリングを行うに当たっては、特段の事情のない限り、少なくとも１月に１回、利用者の居宅を訪問し、当

該利用者に面接するとともに、モニタリングの結果を記録すること。

� 介護支援専門員は、利用者が要介護更新認定又は要介護状態区分の変更の認定を受けた場合においては、サービス担当者会議の開催

により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者の専門的な見地からの意見を求めること。ただし、やむを得ない理由があ

る場合は、担当者に対する照会等により当該意見を求めることができるものとする。

� 第３号から第１１号までの規定は、第１２号の居宅サービス計画の変更について準用する。

� 介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者がその居宅

において日常生活を営むことが困難となったと認めるとき、又は利用者が介護保険施設への入院若しくは入所を希望するときは、介護

保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うこと。

	 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院し又は退所しようとする要介護者から依頼があった場合は、居宅における生活へ円滑に

移行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うこと。


 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合は、

利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師の意見を求めること。

� 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスを位置付ける場合にあっては当該医療

サービスに係る主治の医師又は歯科医師の指示がある場合に限りこれを行い、居宅サービス計画に医療サービス以外の指定居宅サービ

ス等を位置付ける場合にあっては当該指定居宅サービス等に係る主治の医師又は歯科医師の医学的観点からの留意事項が示されている

場合は、当該留意事項を尊重してこれを行うこと。

� 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅におけ

る自立した日常生活の維持に十分に留意するとともに、当該利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期

入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間の日数のおおむね半数を超えないようにすること。

 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス

計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を受け

る必要性について検証をした上で、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合にはその理由を当該居宅サービス計画に記載するこ

と。

� 介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サー

ビス計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載すること。

� 介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に認定審査会意見又は法第３７条第１項前段の規定による指定に係る居宅サービス若

しくは地域密着型サービスの種類についての記載がある場合は、利用者にその趣旨及び当該指定に係る居宅サービス又は地域密着型サ

ービスの種類の変更の申請をすることができることを説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成すること。

� 介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合は、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要

な情報を提供する等の連携を図ること。

� 指定居宅介護支援事業者は、法第１１５条の２３第３項の規定に基づき、指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援の業務の委託を

受けるに当たっては、その業務量等を勘案し、当該指定居宅介護支援事業者が指定居宅介護支援の業務を適正に行うことができるよう

配慮すること。

（法定代理受領サービスに係る報告）

第１７条 指定居宅介護支援事業者は、毎月、市町村（法第４１条第１０項の規定により同条第９項の規定による審査及び支払に関する事務を国

民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第４５条第５項に規定する国民健康保険団体連合会（以下「連合会」という。）に委託している場

合にあっては、当該連合会。次項において同じ。）に対し、居宅サービス計画に位置付けられている指定居宅サービス等のうち法定代理
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受領サービス（法第４１条第６項の規定により居宅介護サービス費が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該

居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。）として位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出しなければならない。

２ 指定居宅介護支援事業者は、毎月、市町村に対し、居宅サービス計画に位置付けられている基準該当居宅サービスに係る特例居宅介護

サービス費の支給に係る事務に必要な情報を記載した文書を提出しなければならない。

（利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付）

第１８条 指定居宅介護支援事業者は、利用者が他の居宅介護支援の事業を行う者の利用を希望する場合、要介護認定を受けている利用者が

要支援認定を受けた場合又は利用者からの申出があった場合は、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する

書類を交付しなければならない。

（利用者に関する市町村への通知）

第１９条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けている利用者が、正当な理由なく介護給付等対象サービスの利用に関する指

示に従わないこと等により、要介護状態の程度を増進させたと認められる場合又は偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、若し

くは受けようとした場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

（管理者の業務）

第２０条 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の

利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

２ 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者にこの章の規定を遵守させるため

に必要な指揮命令を行うものとする。

（運営規程）

第２１条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程（以下「運

営規程」という。）を定めておかなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 営業日及び営業時間

� 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額

� 通常の事業の実施地域

� その他運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

第２２条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護支援を提供できるよう、指定居宅介護支援事業所ごとに、介護支援

専門員その他の従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に指定居宅介護支援の業

務を担当させなければならない。ただし、介護支援専門員の補助の業務については、この限りでない。

３ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

（設備及び備品等）

第２３条 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び

備品等を備えなければならない。

（従業者の健康管理）

第２４条 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

（掲示）

第２５条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制その他の

利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しておかなければならない。

（秘密保持等）

第２６条 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密

を漏らしてはならない。

２ 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業

務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

３ 指定居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合にあっては利用者の同意を、利用者の家

族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

（広告）

第２７条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所について、虚偽の又は誇大な広告をしてはならない。

（居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等）

第２８条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援事業所の管理者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、当該指定居宅介護支

援事業所の介護支援専門員に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行ってはならない。

２ 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等
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によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。

３ 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、

利用者に特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産

上の利益を収受してはならない。

（苦情処理）

第２９条 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等（以下

「指定居宅介護支援等」という。）に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の苦情を受け付けたときは、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

３ 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援に関し、法第２３条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若し

くは提示の求め又は当該市町村の職員が行う質問若しくは照会に応じるとともに、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力し

なければならない。この場合において、市町村から指導又は助言を受けたときは、当該指定居宅介護支援事業者は、当該指導又は助言に

従って必要な改善を行うよう努めなければならない。

４ 指定居宅介護支援事業者は、市町村から求めがあったときは、前項の指導又は助言への対応の内容を市町村に報告しなければならない。

５ 指定居宅介護支援事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに係る苦情の連合会

への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行わなければならない。

６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援等に係る利用者からの苦情に関して連合会が行う法第１７６条第１項第３号の調査に協力

しなければならない。この場合において、自ら提供した指定居宅介護支援に関して連合会から同号の指導又は助言を受けたときは、当該

指導又は助言に従って必要な改善を行うよう努めなければならない。

７ 指定居宅介護支援事業者は、連合会から求めがあったときは、前項の指導又は助言への対応の内容を連合会に報告しなければならない。

（事故発生時の対応）

第３０条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該利用者

の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録しなければならない。

３ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行

わなければならない。

（会計の区分）

第３１条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護支援の事業の会計とその他の

事業の会計とを区分しなければならない。

（記録の整備及び保存）

第３２条 指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

２ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する規則で定める記録を整備し、その完結の日から５年間保

存しなければならない。

第４章 基準該当居宅介護支援に関する基準

（準用）

第３３条 第４条、第２章及び前章（第２９条第６項及び第７項を除く。）の規定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。この場

合において、第７条第１項中「第２１条」とあるのは「第３３条において準用する第２１条」と、第１３条第１項中「指定居宅介護支援（法第４６

条第４項の規定により居宅介護サービス計画費が利用者に代わり当該指定居宅介護支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。）」

とあるのは「基準該当居宅介護支援」と、「居宅介護サービス計画費の」とあるのは「特例居宅介護サービス計画費の」と読み替えるも

のとする。

第５章 雑則

（規則への委任）

第３４条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

（記録の保存に関する経過措置）

２ この条例の施行前に完結した指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援の提供に関する記録（この条例の施行の日において当該完結

した日から２年を経過していないものを除く。）の保存に係る第３２条第２項（第３３条において準用する場合を含む。）の規定の適用につ

いては、同項中「５年間」とあるのは、「２年間」とすることができる。

（愛媛県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正）

３ 愛媛県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年愛媛県条例第６２号）の一部を次のよう

に改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

（心身の状況等の把握）

第１４条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たって

は、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者

会議（愛媛県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する

基準等を定める条例（平成２６年愛媛県条例第２３号）第１６条第９号

に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。）等を通じ

て、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療

サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければな

らない。

（心身の状況等の把握）

第１４条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たって

は、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者

会議（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

（平成１１年厚生省令第３８号）第１３条第９号

に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。）等を通じ

て、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療

サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければな

らない。

��������������
�愛媛県条例第２４号
愛媛県漁業取締船代船建造基金条例を次のように公布する。

平成２６年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県漁業取締船代船建造基金条例

（設置）

第１条 漁業取締船の建造に要する経費の財源に充てるため、漁業取締船代船建造基金（以下「基金」という。）を設置する。

（積立て）

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）で定める額とする。

（管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

（運用益金の処理）

第４条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入する。

（処分）

第５条 基金は、第１条の経費の財源に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

（繰替運用）

第６条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替

えて運用することができる。

（委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

附 則

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

２ この条例は、平成２８年３月３１日限り、その効力を失う。

��������������
�愛媛県条例第２５号
県立学校における授業料その他の費用の徴収条例及び県立高等学校における通信教育入学料及び聴講料の徴収条例の一部を改正する条例

を次のように公布する。

平成２６年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

県立学校における授業料その他の費用の徴収条例及び県立高等学校における通信教育入学料及び聴講料の徴収条例の一部を改正する

条例

（県立学校における授業料その他の費用の徴収条例の一部改正）

第１条 県立学校における授業料その他の費用の徴収条例（昭和２３年愛媛県条例第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第１条 県立学校における授業料

その他の費用については、別に定めるものの

第１条 県立学校における授業料（高等学校の専攻科に係るものに

限る。以下同じ。）その他の費用については、別に定めるものの
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ほか、この条例の定めるところによりこれを徴収する。

第２条 授業料の額は、次のとおりとする。

全日制の課程 年額 １１８，８００円

定時制の課程

高等学校

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

単位制による課程 年額 ３２，４００円

以外の課程

単位制による課程 １単位につき １，７４０円

専攻科 年額 １１８，８００円

中等教育学校の後期課程 年額 １１８，８００円

２ 前項の規定にかかわらず、高等学校の単位制による定時制の課

程又は通信制の課程に在学する者が高等学校の全日制の課程又は

単位制による定時制の課程以外の定時制の課程において一部の科

目を履修する場合の授業料の額は、１単位につき１，７４０円とす

る。

第３条 授業料は、月割により、次の各号に掲げる期間に係る分

を、当該各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める期限

までに納付しなければならない。ただし、特別の事情がある場合

は、前納することができる。

� ４月から６月まで ７月１５日

� ７月から９月まで １０月１５日

� １０月から１２月まで 翌年１月１５日

� １月から３月まで ３月１５日（最終学年の者にあつては、２

月１５日）

２ 年度の途中で入学した者の授業料は、入学の月から月割により

納付し

なければならない。

３ 第１項の規定にかかわらず、年度の途中で卒業し、退学し、又

は県立学校以外の学校へ転学する者の授業料は、月割により、卒

業、退学又は転学の月までの分を、当該卒業、退学又は転学の日

までに納付しなければならない。

４ 前３項の規定にかかわらず、高等学校の単位制による定時制の

課程の授業料及び前条第２項の授業料は、履修科目の受講の承認

を受けた後速やかに納付しなければならない。

第８条 高等学校の単位制による定時制の課程の聴講料の額は、１

単位につき１，７４０円とする。

２ 省略

第１１条 省略

２ 前項に定めるもののほか、高等学校等就学支援金の支給に関す

る法律（平成２２年法律第１８号）第４条の認定の申請をした者に対

しては、当該申請に対する処分がされるまでの間は、授業料の全

部又は一部の徴収を猶予することができる。

３ 第１項に定めるもののほか、正当の事由により全月寄宿しない

者に対しては、その月分の寄宿舎使用料を免除することができ

る。

ほか、この条例の定めるところによりこれを徴収する。

第２条 授業料の額は、年額１１８，８００円とする。

第３条 授業料は、月割により毎月１５日

までに納付しなければならない。但し 特別の事情がある場合

は、前納することができる。

２ 年度の途中で入学した者の授業料は、入学の月から月割により

納付するものとし、入学の月の授業料は、入学の際これを納付し

なければならない。

第８条 高等学校の単位制による定時制の課程の聴講料額 は、１

単位につき１，７５０円とする。

２ 省略

第１１条 省略

２ 前項 に定めるもののほか、正当の事由により全月寄宿しない

者に対しては、その月分の寄宿舎使用料を免除することができ

る。

（県立高等学校における通信教育入学料及び聴講料の徴収条例の一部改正）

第２条 県立高等学校における通信教育入学料及び聴講料の徴収条例（昭和２４年愛媛県条例第１７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

県立高等学校における通信教育入学料、受講料及び聴講料の

徴収条例

県立高等学校における通信教育入学料、受講料及び聴講料の

徴収条例
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第１条 県立高等学校における通信教育入学料、受講料及び聴講料

は、この条例の定めるところにより徴収する。

第３条 受講料及び聴講料は、１単位につき３３６円とする。

第３条の２ 定時制の課程に在学する者で通信教育の科目を受講す

るもののうち、教育長が指定した者は、通信教育の入学料及び受

講料の免除を受けることができる。

第４条 災害その他やむを得ない事情により学費の支弁が困難な者

に対しては、学校長の内申に基づき教育長の認定によつて、入学

料又は受講料の全部又は一部を免除することができる。

第５条 入学料は入学の際、受講料は履修科目の受講の承認を受け

た後速やかに、聴講料は聴講の許可を受けた後速やかにこれを納

付しなければならない。

第５条の２ 高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成２２年

法律第１８号）第４条の認定の申請をした者に対しては、当該申請

に対する処分がされるまでの間は、受講料の徴収を猶予すること

ができる。

第１条 県立高等学校における通信教育入学料、受講料及び聴講料

は、この条例の定めるところにより徴収する。

第３条 受講料及び聴講料は、１単位につき３３０円とする。

第３条の２ 定時制の課程に在学する者で通信教育の科目を受講す

るもののうち、教育長が指定した者は、通信教育の入学料及び受

講料の免除を受けることができる。

第４条 災害その他やむを得ない事情により学費の支弁が困難な者

に対しては、学校長の内申に基づき教育長の認定によつて、入学

料又は受講料の全部又は一部を免除することができる。

第５条 入学料は入学の際、受講料は履修科目の受講の承認を受け

た後速やかに、聴講料は聴講の許可を受けた後速やかにこれを納

付しなければならない。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

（県立学校における授業料その他の費用の徴収条例の一部改正に伴う経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の県立学校における授業料その他の費用の徴収条例第２条の規定は、平成２５年度以前に高等学校（専攻科に

限る。）に入学した者並びに平成２６年度以後に高等学校に入学する者及び中等教育学校の後期課程に進級し、又は第４学年に編入学する

者に係る授業料の額について適用する。

（県立高等学校における通信教育入学料及び聴講料の徴収条例の一部改正に伴う経過措置）

３ 第２条の規定による改正後の県立高等学校における通信教育入学料、受講料及び聴講料の徴収条例第３条の規定中受講料に関する部分

は、平成２６年度以後に高等学校の通信制の課程に入学する者に係る受講料について適用する。
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�愛媛県条例第２６号
愛媛県学校職員定数条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２６年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県学校職員定数条例の一部を改正する条例

愛媛県学校職員定数条例（昭和３２年愛媛県条例第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定数）

第２条 学校職員の定数は、次のとおりとする。

� 県立学校の職員 ３，８１７人

� 市町立学校の職員 ８，５８９人

計 １２，４０６人

（定数）

第２条 学校職員の定数は、次のとおりとする。

� 県立学校の職員 ３，８４５人

� 市町立学校の職員 ８，６９８人

計 １２，５４３人

附 則

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。
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�愛媛県条例第２７号
愛媛県警察職員賞じゆつ金授与条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２６年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県警察職員賞じゆつ金授与条例の一部を改正する条例

愛 媛 県 報平成２６年３月２８日 第２５５７号外１

９６



愛媛県警察職員賞じゆつ金授与条例（昭和４２年愛媛県条例第２５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（賞じゆつ金の種類等）

第３条 省略

２ 殉職者特別賞じゆつ金は、職員が、上官の命を受けて特に生命

の危険が予想される地域に出動し、危害を加えられ、又は災害を

被ることが予断できるにかかわらず、生命の危険を顧みることな

くその職務を遂行したことに基づいて危害又は災害を受けた結果

死亡し、警察表彰規則（昭和２９年国家公安委員会規則第１４号）第

２条第２項に該当して警察勲功章を授与された場合において授与

するものとし、その額は、６，０００万円以下とする。

３～６ 省略

７ 職員が、特に生命の危険が予想される地域に出動し、危害を加

えられ、又は災害を被ることが予断できるにもかかわらず、生命

の危険を顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて危害

又は災害を受けた結果、前３項の場合に該当することとなつたと

きにおける賞じゆつ金の額は、これらの規定にかかわらず、これ

らの規定による額に当該額の１０割以内の額を加算した額とするこ

とができる。

（賞じゆつ金の種類等）

第３条 省略

２ 殉職者特別賞じゆつ金は、職員が、上官の命を受けて特に生命

の危険が予想される地域に出動し、危害を加えられ、又は災害を

被ることが予断できるにかかわらず、生命の危険を顧みることな

くその職務を遂行したことに基づいて危害又は災害を受けた結果

死亡し、警察表彰規則（昭和２９年国家公安委員会規則第１４号）第

２条第２項に該当して警察勲功章を授与された場合において授与

するものとし、その額は、３，０００万円以下とする。

３～６ 省略

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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�愛媛県条例第２８号
愛媛県警察関係事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２６年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県警察関係事務手数料条例の一部を改正する条例

愛媛県警察関係事務手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条、第３条、第６条、第７条関係） 別表（第２条、第３条、第６条、第７条関係）

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～２６の４ 省略 １～２６の４ 省略

２６の５ 道路交通法第５１条の１３第

１項第１号イの規定に基づく放

置車両の確認等に関する技能及

び知識に関して行う講習

駐車監視

員資格者

講習手数

料

２０，０００円 ２６の５ 道路交通法第５１条の１３第

１項第１号イの規定に基づく放

置車両の確認等に関する技能及

び知識に関して行う講習

駐車監視

員資格者

講習手数

料

１９，０００円

２６の６～２９ 省略 ２６の６～２９ 省略

２９の２ 道路交通法第８９条第３項

の規定に基づく検査

省略 ２９の２ 道路交通法第８９条第２項

の規定に基づく検査

省略

３０～６４ 省略 ３０～６４ 省略

備考 省略 備考 省略

附 則

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、別表２９の２の項の改正規定は、道路交通法の一部を改正する法律（平成２５年法律

第４３号）の施行の日から施行する。
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�愛媛県条例第２９号
愛媛県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２６年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県公営企業の設置等に関する条例（昭和４１年愛媛県条例第３７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第５条 省略

第６条 省略

第７条 省略

第８条 省略

（資本剰余金の取崩し）

第５条 資本剰余金に整理すべき資金（資本的支出に充てるために

交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件

（以下「補助金等」という。）に限る。）をもつて取得した資産

で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補

助金等の金額に相当する金額（物件にあつては、その適正な見積

価額をいう。）を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなし

て減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかつた部分に相

当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄

した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り

崩して当該損失をうめることができる。

第６条 省略

第７条 省略

第８条 省略

第９条 省略

附 則

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。
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�愛媛県条例第３０号
愛媛県家庭における暴力及び虐待の防止並びに被害者の保護等推進条例を次のように公布する。

平成２６年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県家庭における暴力及び虐待の防止並びに被害者の保護等推進条例

県民一人一人が尊重され、安全に安心して暮らすことができる社会の実現は、県民全ての願いであり、社会全体の責務でもある。

ところが、暴力と虐待は、決して許されない人権侵害であり、特に、自立が困難である者に対する暴力と虐待は、個人の尊厳を害し、心

と体に大きな傷を残すばかりか、尊い生命をも奪う重大な犯罪となるおそれのある行為であるにもかかわらず、社会の基盤であり、心のよ

りどころとなる家庭において、配偶者、児童、高齢者及び障害者への暴力や虐待が発生しており、深刻な社会問題となっている。

このような状況を改善するためには、県民一人一人が「暴力と虐待は社会全体の問題である」との共通認識を持ち、地域社会、市町、県、

行政機関、民間団体などが相互に連携して、県民総ぐるみで暴力と虐待の防止、被害者の保護及び被害者等の支援に取り組むことが必要で

あり、特に、住民の生活を守る身近な行政主体である市町と、市町を広域的な観点から支援する県とが、適切な役割分担の下に取り組むこ

とが重要である。

ここに、暴力と虐待の根絶に取り組むことにより、県民一人一人が尊重され、安全に安心して暮らすことができる社会を実現するため、

この条例を制定する。

（目的）

第１条 この条例は、家庭における配偶者、児童、高齢者及び障害者（以下「配偶者等」という。）に対する暴力及び虐待（以下「家庭内

暴力等」という。）の防止並びに家庭内暴力等を受けた者（以下「被害者」という。）の保護並びに被害者及びその保護者又は養護者の

支援（以下「被害者の保護等」という。）に関し、基本理念を定め、並びに県、市町、県民、事業者及び関係機関（関係行政機関、保健

医療関係者、社会福祉関係者その他家庭内暴力等の防止及び被害者の保護等に関係する者をいう。以下同じ。）の責務を明らかにすると

ともに、県の施策の基本となる事項を定めることにより、家庭内暴力等の防止及び被害者の保護等に関する施策を総合的に推進し、もっ

て県民が安全に安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。

（基本理念）

第２条 家庭内暴力等の防止及び被害者の保護等は、家庭内暴力等の根絶が家庭における個人的な問題ではなく、社会全体で解決すべき課
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題であるという認識の下に行われなければならない。

２ 家庭内暴力等の防止及び被害者の保護等は、県、市町、県民、事業者及び関係機関が相互に連携し、及び協力して推進されなければな

らない。

３ 被害者の保護等は、被害者の意思が尊重されること、及び被害者の立場に立った支援を切れ目なく行うことを基本として行われなけれ

ばならない。

４ 被害者の保護等は、被害者が再び安全に安心して生活することができるようになるまで行われなければならない。

（県の責務）

第３条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、家庭内暴力等の防止及び被害者の保護等に関する施策

（以下「暴力防止等施策」という。）を策定し、及び実施する責務を有する。

２ 県は、暴力防止等施策の実施に当たっては、国、市町及び関係機関と緊密に連携するとともに、県民及び事業者の協力を促すために必

要な措置を講ずるよう努めなければならない。

（市町の責務）

第４条 市町は、被害者からの相談及び家庭内暴力等に関する通報を受け付け、並びに被害者に対する支援を切れ目なく行うための総合的

な体制を構築するよう努めるものとする。

２ 前項に規定するもののほか、市町は、基本理念にのっとり、県及び関係機関と連携して暴力防止等施策の推進に努めるものとする。

（県民等の責務）

第５条 県民及び事業者は、家庭内暴力等の防止及び被害者の保護等について理解を深めるよう努めるとともに、基本理念にのっとり、地

域において相互に協力し、家庭内暴力等のない社会づくりに努めるものとする。

２ 県民及び事業者は、県又は市町が実施する暴力防止等施策に協力するよう努めるものとする。

（関係機関の責務）

第６条 関係機関は、基本理念にのっとり、県又は市町と連携して、それぞれの立場で家庭内暴力等の防止及び被害者の保護等に努めるも

のとする。

（市町への支援）

第７条 県は、市町に対し、暴力防止等施策の実施に関し必要な情報の提供、助言等を行うものとする。

（意見の聴取等）

第８条 県は、暴力防止等施策を推進するため、市町、学識経験のある者等の意見を聴く機会を設けるとともに、その意見を踏まえ、必要

な措置を講ずるよう努めるものとする。

（啓発活動）

第９条 県は、家庭内暴力等の防止及び被害者の保護等に関する県民及び事業者の意識の向上を図るため、必要な啓発活動を行うものとす

る。

（公表）

第１０条 県は、毎年度、家庭内暴力等の発生の状況並びに家庭内暴力等に関する相談及び通報の状況を取りまとめ、公表するものとする。

（財政上の措置）

第１１条 県は、暴力防止等施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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�愛媛県条例第３１号
愛媛県議会議員の議員報酬の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２６年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県議会議員の議員報酬の特例に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県議会議員の議員報酬の特例に関する条例（平成２３年愛媛県条例第３８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県議会議員の議員報酬月額は、県議会議員の議員報酬及び期

末手当並びに費用弁償支給条例（昭和２３年愛媛県条例第３０号）第２

条第１項の規定にかかわらず、同項に定める額からその１００分の５

に相当する額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出

の基礎となる議員報酬月額は、同項に定める額とする。

愛媛県議会議員の議員報酬月額は、県議会議員の議員報酬及び期

末手当並びに費用弁償支給条例（昭和２３年愛媛県条例第３０号）第２

条第１項の規定にかかわらず、同項に定める額からその１００分の１０

に相当する額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出

の基礎となる議員報酬月額は、同項に定める額とする。

愛 媛 県 報平成２６年３月２８日 第２５５７号外１
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附 則

２ この条例は、平成２７年４月２９日限り、その効力を失う。

附 則

２ この条例は、平成２６年３月３１日限り、その効力を失う。

附 則

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定は、公布の日から施行する。
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�愛媛県条例第３２号
愛媛県議会委員会条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２６年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県議会委員会条例の一部を改正する条例

愛媛県議会委員会条例（昭和２９年愛媛県条例第２４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（常任委員会）

第１条 愛媛県議会に次の常任委員会を置き、その所管に属する事

務の調査を行ない、議案、請願、陳情等を審査する。

� 総務企画国体委員会

�～� 省略

（常任委員会の所管）

第２条 各常任委員会の所管事項は、次のとおりとする。

� 総務企画国体委員会

ア・イ 省略

ウ えひめ国体推進局の所掌に属する事項

エ 省略

�～� 省略

（常任委員会）

第１条 愛媛県議会に次の常任委員会を置き、その所管に属する事

務の調査を行ない、議案、請願、陳情等を審査する。

� 総務企画委員会

�～� 省略

（常任委員会の所管）

第２条 各常任委員会の所管事項は、次のとおりとする。

� 総務企画委員会

ア・イ 省略

ウ 省略

�～� 省略

附 則

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

２ この条例施行の際、総務企画委員会委員に選任されている者は、総務企画国体委員会委員に選任されたものとみなす。

平成２６年３月２８日 発行

愛 媛 県 報平成２６年３月２８日 第２５５７号外１
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